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概要 
 
本研究は，ロボット技術を橋梁点検に適用するための性能評価法に関するものである．橋梁点検でのロボッ

トの使用方法は未だ確立しておらず，ロボット自体の性能も発展途上にある．しかし，橋梁点検業務の効率化
は喫緊の課題であり，政府が打ち出したロボット新戦略のもと、多くの橋梁を管理する国土交通省においても，
製造業，医療，農業分野などと期を同じくし，インフラ分野へのロボット導入について強力に進められている
ところである． 
高度成長期に建設された多くのインフラは老朽化が進み，全国に７０万橋ある道路橋についても多くの管理

者にとって深刻な課題となっている. 橋梁の点検は，遠望からの目視点検だけではなく，手が届くところまで
近づく近接目視点検が基本とされ，道路法により５年毎に全ての道路管理者に対して実施が義務付けられてい
る．そして，十分な知識を有する者による点検結果に基づく健全性の診断が義務付けられた．これらの活動の
継続により，適切な補修維持を含むメンテナンスサイクルの実現を目指している． 
技術者・技能労働者の担い手不足が深刻化するなか，手間とコストを費やす点検作業の効率化を進めること

は，インフラ管理に関わる多くの技術者が願っているところである．その具体策の一つとして橋梁点検ロボッ
トの導入を推進し，点検品質を確保しながら効率性を高めることの意義は大きい．一方で橋梁点検は，工場内
のロボットとは異なり，変動する風速など屋外の厳しい環境の下で，ひび割れなどの微細な損傷を発見する作
業である． 
本研究では橋梁点検ロボットの導入を推進するために，従前からの点検方法に比べ点検ロボットが有する優

位性に着目することにより，ロボットの特長を活かした利用方法（ユースケース）と性能評価方法について検
討を行った． 
第１章では，本研究の全体像について説明する．老朽化が進行する我が国のインフラの維持管理を効率的に

行うために，橋梁点検ロボットに着目した背景と本研究の進め方について述べる． 
第２章では，本研究のテーマである橋梁点検へのロボット導入について，その背景となる橋梁点検現場の実

態や橋梁点検ロボットの導入に関わる問題意識について述べる．深刻化したインフラ老朽化を背景に道路法が
改正され，全道路管理者に定期的な橋梁点検の実施が義務化されたことに伴い，あらたに策定された技術基準
の内容について述べる．また，効率化とコスト縮減が望まれる現在の橋梁点検作業について，その業務手順と
成果物に対する要求事項について述べる．また，道路管理者によって異なる点検要領の実態を踏まえ，点検記
録に対する品質要求と橋梁点検における課題について整理する． 
第３章には，本研究論文の目的を述べる．本研究では，ロボットの強みを活かした使い方（ユースケース）

の下で，橋梁点検ロボットの性能評価方法を提案するものである．性能評価結果は，ユーザーの導入判断の参
考になるだけでなく，開発者に対するフィードバックにもなることで，改良と進化を評価することにより技術
開発の促進にも繋がる．また，性能評価に際してユースケースと要求性能を明らかにすることで，新技術の導
入を誘引する環境（例えば，技術基準の整備等）を醸成し，土木分野における橋梁点検ロボット，ひいては先
進技術の社会実装を促進することにつながる． 
第４章には，橋梁点検に適用されるロボットが持つべき機能と利用場面について示す．先ず，本研究が扱う

橋梁点検ロボットの定義，橋梁点検ロボットが持つべき機能，橋梁点検ロボットの性能表示について整理した
上で，人の作業を支援する観点から点検とロボットに対する期待，点検ロボットに対するユーザーの不安要素
を踏まえ，点検ロボットに期待されるユースケース（利用方法）について述べる． 
第５章には，国土交通省で行われた次世代社会インフラ用ロボット現場検証での検証方法と評価方針につい

て整理し，ひび割れの検証結果について分析をおこない現在のロボットの達成水準を整理した．また，これら
の成果を参考に策定された橋梁点検ロボットに対する要求性能と評価項目，評価指標について示すとともに，
既存の技術評価システムで橋梁点検ロボットを評価する場合の課題について指摘した． 
第６章では，橋梁点検ロボットに備わる優れた特長について考察した．特に，ひび割れ等の損傷の位置記録

精度においては，現行手法よりも優れていることを明らかにした．さらに画像の分解能にも着目し，画素寸法
とひび割れ幅の関係，撮影距離や撮影角度の違いによるひび割れの見え方の違いを分析した．その結果からも，
画像の撮影位置を用いた幾何補正により，より精度の高いひび割れ検出が可能であることを示した．また，ロ
ボットが取得した大量の画像からＳｆＭ（Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｆｒｏｍ Ｍｏｔｉｏｎ）により生成した３
次元点群モデルについて，実測値との比較による精度検証を行い高い精度での再現が可能であることを示すと
ともに，ＳｆＭにより推定した３次元モデル上の画像撮影位置，撮影方向についても実測値との比較評価を実
施し，撮影位置については誤差５㎝以内，撮影方向については誤差０．２度以内と高い精度で推定できること
を確認した．さらに，現行の橋梁定期点検要領を分析し，部材番号表や損傷図に書き込まれた矢印や引き出し
線など，現行の点検要領において損傷発生位置と損傷写真を関連づけるための作業の効率化や自動化が可能な，
３次元モデルを利用した橋梁点検画像の管理手法を提案した． 
第７章では，橋梁点検ロボットの社会実装のための実証的評価方法を提案した．橋梁点検ロボットのひび割

れ検出能力が幅０．３㎜以上のひび割れについても検出率が８割程度に止まることを踏まえ，橋梁点検ロボッ
トを点検範囲の絞り込みに使用（スクリーニング）する考え方を示した． 
さらには，スクリーニングへ適用した場合を想定し，橋梁点検ロボットの性能評価方法について，橋梁点検



 

ロボット単体の性能評価，点検プロセス全体の品質確保と効率化を考慮した総合評価について考察し，橋梁点
検ロボット技術の社会実装に向けた実証的な性能評価方法を提案した．これまでの性能評価は，従来技術（従
来手法）である人の目視点検との比較を基本としていたため，ロボットやソフトウエアの能力を活かした点検
手法での評価が行われていなかった．言い換えると個体差の激しい人が行った点検結果を比較対象としたこと
で，「点検記録の再現性」や「点検に要求される損傷検出精度の定量化」が明らかにされないまま性能評価が
行われていたとも言える．そこで，本研究では記録の再現性や損傷検出精度の定量化を前提として，ロボット
が取得した画像の損傷検出精度の評価を，画像の空間分解能等に着目したベンチマーク方式で行うことを提案
した．また，３次元モデルによる点検データの管理を見据え，３次元モデルの精度や損傷画像の位置精度，損
傷画像の空間分解能や階調，損傷の位置精度を評価対象とすることを提案した． 
第８章では，本研究の結論を述べる．本研究でまとめた「橋梁点検ロボットの性能評価法」をまとめるに至

って考案した内容を整理するとともに，提案した性能評価手法の有効性を述べる． 
最後に第９章において，橋梁点検ロボットの社会実装の促進に向けて，今後の展開と展望を述べる． 
膨大なインフラの点検を効果的・効率的に行うとともに,適切に維持管理更新を行うことが喫緊の課題であ

る．本研究では，橋梁点検ロボットの優れた特長に着目し，ロボットの特長を活かした利用方法（ユースケー
ス）において，性能評価手法について様々な観点より検討し，社会実装に貢献するための論考を行った． 
最後に，本研究で提案した性能評価方法を実際に有効に働かせるためには、継続的して様々な橋梁や現場条

件における検証を積み重ねる必要がある．また，今後の展望として，ロボット技術の導入を進めることで損傷
の位置記録精度や再現性など 3 次元情報としての画像データの持つ価値を引き出すことが可能となり，ＡＩ
(人工知能)や自律点検ロボットの開発が促進されることにより，世界のインフラマネージメントに貢献するこ
とにつながる． 
以上の視点から本研究論文をとりまとめた． 
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1. はじめに 

本研究は，ロボット技術を橋梁点検に適用するための性能評価法に関するものである．従来から，橋梁など
の土木構造物の点検は人が近接目視により行うことを基本としてきた．近接目視による点検とは，人の手が届
く範囲まで近づくことにより変状や損傷の状況を確認する点検方法である．この方法では，人が近接するため
に足場を設ける必要がありコストと時間を要する． 
我が国には，道路橋（橋長 2m 以上）が 70 万橋（図１-１），道路トンネルが 1 万本，3000 箇所を超えるダム

といった土木構造物が建設され，国民生活に不可欠な共有財産となっている．高度成長期に建設された多くの
構造物に老朽化が進行し，また少子高齢化による技能労働者不足も懸念されている（図１-２）．このような背
景から膨大なインフラの点検を効果的・効率的に行い,適切に維持管理更新を行うことが喫緊の課題となって
いる． 
ロボット技術は，近年著しい進歩を遂げており，様々な分野での活用が期待されている．特に，人にとって

危険で苦渋な作業や単調な繰り返し作業をロボットに代替させることで，生産性を高めることが求められてい
る．土木構造物の点検作業は，一般的なイメージとは異なりコンクリート躯体で幅 0.2 ㎜（橋梁床版で幅 0.05
㎜）のひび割れを記録する高い検出精度が要求される作業である． 
このため，人の作業を単純にロボットで置き換えることは難しく，点検手法そのものを変更することも含め

て導入方法を考えていく必要がある.さらには，インフラは長期間にわたり共用されることから，ロボットが
取得した画像データの価値に着目することこそが重要であると考える． 
現在行われている人の眼を信頼した点検手法は，ＧＰＵ（Graphics Processing Unit）による深層学習やＭ

ＥＭＳ（Micro Electro Mechanical Systems）等の登場によりロボット技術が現在の水準に達する以前に考案
されたものであり，画像から損傷を自動検出する AI(Artificial Intelligence)や自律化されたフィールドロ
ボットの登場に適応するためには，点検ロボットが取得した電子データの利用価値を考慮した点検手法を考慮
する必要がある． 
点検ロボットが取得する「点検画像（電子データ）」は，人が撮影した「点検写真」とは明らかに異なる価値

を有することに着目する．点検ロボットに搭載されたデジタルカメラで撮影した画像には，ＧＮＳＳやＩＭＵ
等のセンサーにより位置や姿勢のデータを付加することが可能であり，連続撮影による重複した画像の特徴点
からは被写体の 3 次元情報を推定することが可能である．これら電子データは橋梁点検ロボットを用いること
で得ることができ，点検ロボットから得られた電子データを活用することにより点検に必要な「情報」を得る
ことが可能である．まさに点検ロボットの優れた特長を引き出すことで，「屋外の点検作業（外業）」のみなら
ず「点検報告書の作成（内業）」を含む橋梁点検業務全体の効率改善に繋がると考えている． 
実際の橋梁点検は（写真２-１）は，その重要性に鑑みて，2013 年から定期点検の実施が法律で義務付けら

れている．しかし，スケールの大きな土木構造物でありながら，技術者による近接目視を基本とした点検方法
であることからも，ロボット技術の導入が進んでいない．本研究では，点検ロボットによる橋梁点検作業の効
率化に着目し，ロボット技術の社会実装に資する性能評価手法を考察する． 
具体には，第２章で本研究の背景となるインフラ維持管理への社会的要求と，ロボット技術への期待される

役割について述べる．第３章では，本研究が目指す，土木分野でのロボット技術の社会実装のための技術評価
システムについて述べ，本研究の研究対象を明らかにする．第４章では，橋梁点検ロボットが持つべき機能を
考察する．第５章では，既往の取組みとして，国交省が実施した次世代社会インフラ用ロボットの現場実証活
動について，その目的と経緯を紹介する（この現場検証では，ロボットの能力が明らかになったことを踏まえ
当初設定した目標である「人の代替」から「人の支援」にロボットへの要求を現実的なものに変更した）． 
第６章では，橋梁点検ロボットの点検能力について整理する．橋梁点検において，最も基本的な損傷となる「ひ
び割れ」の検出について，現状の技術水準を踏まえつつ，人（点検技術者）による点検結果と橋梁点検ロボッ
トによる点検結果を比較．これにより明らかとなった橋梁点検ロボットの優位性を引き出す作業について分析
を行う．第７章では，人と橋梁点検ロボットの各々有利な部分を有機的に組み合わせた全体の点検システムを
追求するため，例えば，橋梁点検ロボットが優位性を有する位置決め能力を活かしたスクリーニングへの適用
など，橋梁点検ロボットを用いて早期に実現可能な点検方式を提案するとともに，点検システムの有効性を示
すため，実現場での実証的な性能評価手法を提示した． 
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図１-１ 国内の橋梁数（2m 以上） 
出典：国土交通省道路局 

 

図１-２ 建設業における技能労働者の年齢構成の推移 
出典：総務省「労働力調査」を基に国土交通省が算出 



3 

 

2. 背景-インフラ点検に対する社会的要求と課題- 

2.1 法令による橋梁点検の義務化 
2013 年の道路法改正に伴い橋梁点検は，政令（道路法施工令）及び省令（道路法施行規則）により，①適切
な時期に実施すること．則ち 5 年に 1 回の頻度で実施すること．②適切な方法で実施すること．則ち，必要な
知識及び技能を有するものが行うこと，近接目視によりおこなうこと，健全性の診断を行うことが定められた．
これにより，全ての道路管理者において 5 年毎の橋梁定期点検が義務化された． 

2.2 技術基準の策定（点検品質の確保） 
2014 年，法令の要求事項に対応し，全ての道路管理者への技術的助言として道路橋定期点検要領[2]が発行さ
れた．さらに国管理の直轄国道については橋梁定期点検要領[1]が改正され省令と整合が図られた．則ち，そ
れまでの「診断」の成果である「対策区分の判定」に加えて，「健全性の診断」を必須とした．図２-１に，定
期点検の大まかな流れを示した．定期点検においては，近接目視等により把握した損傷について記録するとと
もに，さらに各々の損傷原因を特定したうえで，部材単位・橋単位で対策の要否を含む「健全性の診断」が行
われる． 
 

 
 
 

2.3 点検の効率化，コスト縮減（点検コストの明確化） 
橋梁点検にかかるコストは，5 年毎の法定点検が義務化されたことにより管理者の大きな経済的負担となっ
ている．定期点検の方法は，各道路管理者が定めているため，点検費用も一概に言えないが，国土交通省が管
理する橋梁については，定期点検に際して全ての部材と要素について損傷を把握し記録することを求めており，
その内容は橋梁定期点検要領に定められている．橋梁定期点検要領に基づいて実施される直轄国道の橋梁点検
コストについて，橋長との関係を図２-２に示す．ただし，このグラフは無作為に抽出したものであり，全国
の統計値ではない．橋梁点検に係るコストは，橋梁の種類や規模，周辺の環境条件等によって大きく変わる． 
大雑把に言えば「直接人件費」に加えて橋梁点検車両などの「機械器具費」や，交通規制等に要する「安全
費」で構成される（図２-３）．点検業務を自治体の技術系職員など道路管理者が自ら行う場合もあるが，国で
は専門の点検技術者に委託する場合が多い．点検業務委託費[3]は，直接費及び間接費から構成され，直接費
は，直接人件費と直接経費に分類される．直接人件費は，点検に係る人件費であり，計画・準備，現地踏査，
定期点検（外業），点検調書作成（内業）などから構成される．直接経費は，機械経費と安全費等から構成され
る． 
橋梁点検は，全ての部材を近接目視により行うため，現地では足場が必要になる．橋梁の規模が小さく，移
動式梯子やリフト車等で近接できる場合は安価に済むが，規模が大きくなると固定足場の設置や，大型の橋梁
点検車の使用を検討する必要が生じる．この場合，足場の構築だけでも数百万円を必要とするケースもある（図
２-４）． 
 また，道路管理者により異なるが，点検調書の作成にもコストが掛かっている．国の場合，直接人件費を
構成する要素のうち，最も多くを占めるのは「現場での点検作業」よりも，「点検調書の作成」などの内業に
係るコストが多くを占めている．橋梁点検ロボットの導入に際しては，現場での点検効率化に加え，足場設置
コストの抑制，点検調書作成の効率化などが期待されている． 
さらに点検に伴い交通規制を必要とする場合，道路利用者には規制時間による走行時間延長費用が発生して
いることを忘れてはならない．24 時間交通量 2 万台で片側１車線，橋長 30m の橋で規制を行うと，時間価値原
単位を乗用車 40.1 円/分，普通貨物 64.2 円/分と仮定すると，規制時間を１時間短縮するだけで 12.4 万円の
外部費用低減につながる(別途参考資料提示)． 

図２-１ 国土交通省における橋梁定期点検の流れ 
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図２-２ 橋長と点検コスト（実績値）の関係

出所：橋梁点検業務経験に基づき著者作成 

 （注）このグラフにおいて，国が無償貸付を行う橋梁点検車（大型のもの）に係る機械経費は

含まれていない．また，電子納品成果品作成費，安全費も含まない． 

図２-３ 橋梁点検のコスト構成 

図２-４ 橋梁点検足場の例（機械費，または仮設費に相当） 

他は国交省提供 
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2.4 点検業務及びその成果物に対する要求事項（点検根拠の明示） 
道路橋定期点検要領が求める「健全性の診断」は，構造物とその構成部材に機能を損なうような変状や障害

の有無，または発生の可能性を判定（診断），記録することが要求され，あわせて必要な措置（対策の必要性
や内容，適切な対策時期など）を助言についても要求される[4][5]． 
「健全性の診断」を行う者には，自らが全ての部材に近接して診断の根拠となった変状の記録を行うことが

求められる．また，直轄施設のみを対象とした橋梁定期点検要領に基づく点検では，法定義務である「健全性
の診断」以外にも，全ての部材の現状を統一指標に従って分類（「損傷程度の評価」）することが要求される． 

2．5道路管理者によって異なる点検要領 
直轄国道の点検では，「損傷程度の評価」と「健全性の診断（対策区分の判定を含む）」が明確にプロセスと

して分離されており，前者を「点検業務」，後者を「診断業務」として区分している．これに対して「損傷程度
の評価」のプロセスが規定されていない道路橋定期点検要領では，検査者自らが行う「健全性の診断」の根拠
となる変状以外の記録は求められていない．直轄国道の点検で行われる「損傷程度の評価」では，劣化傾向を
把握するための客観的なデータを収集することを言い，近接目視により確認した変状の事実を指標に従った分
類と評価，および記録することが求められるが，「健全性の診断」で必要となる構造特性を踏まえた洞察力や
経験を必要としない． 

2.6点検記録に対する品質要求 
法令により「健全性の診断」を行う者は，全ての部材に近接し診断を行い，かつ診断根拠となった変状を記

録する必要があるが，それ以外の客観的事実としてのデータの取得や記録については，求められていない．し
かし，診断の信頼性等を高める観点から記録充実に対するニーズは根強い．過去からの変化量など損傷の進行
を判定するための正確な情報は，診断にも有益であるが，どの程度の精度で記録を作成するかは明確にされて
いない． 
一般論として適確な診断に有益な点検記録には，「再現性」「汎用性」「普遍性」「信頼性」が担保されること

が要求される．「再現性」とは，同じ状態に対して同じ記録ができること，「汎用性」とは特定の機器や業者に
しか出来ないということがないこと，「普遍性」とは機器や業者が異なっても相対比較が可能であること，「信
頼性」とは検出限界や記録される寸法や色等の情報の信頼性が明らかであることを言う． 

2.7橋梁点検における課題 
①近接目視困難箇所の点検 
部材内部や桁端部のような狭隘箇所や点検員が入れない箇所，橋梁点検車や高所作業車などを用いても到達

できない箇所にも損傷が潜んでいる可能性がある．このように見えない箇所を効率的かつ安全に点検したいと
いう現場のニーズが存在している． 
②物理的点検困難箇所の点検 
 例えば常時流水中にある橋脚周りの洗堀や，地中埋設部など掘削しなければ確認できない箇所にも補修が必
要な損傷が存在する可能性がある．道路橋定期点検要領では，物理的困難箇所の近接目視は求めていないが，
新技術などにより確認する方法へのニーズが存在する． 
③点検作業の大変さ，過酷さ 
 現在の定期点検は，点検員が物理的に近接可能な部材要素の全てを近接目視している．このため，高橋脚の
ロープアクセスや暗所や足場の悪い箇所における上向き姿勢での梯子点検など，点検員には肉体的に過酷な状
態や姿勢での苦渋作業が求められる． 

  

写真２-１ 高規格自動車道における橋梁点検の様子 
①ロープアクセス ②梯子での桁内部点検 ③大型橋梁点検車 

 写真：国交省提供 
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3．本研究の目的 

以上の背景から本研究は，これまで人の目視を主体に行われてきた橋梁点検業務を橋梁点検ロボットの導入
により効率化する観点から，橋梁点検ロボットに求められる要求性能と評価方法について考察し，開発者と利
用者双方にとって有益な性能評価について提案することを目指した．さらに，本研究では単に橋梁点検ロボッ
トの導入可否を判定するものではなく，技術評価が開発者に対し開発目標を与え，利用者には導入に際して有
効な判断材料となることを目指す．そのため，橋梁点検ロボットに関する既往の研究開発成果や，これまでに
国土交通省が実施した現場検証の取組みを踏まえ，独自の視点から現状の技術水準を考慮した段階的な実用化
を可能にする技術評価方法を考察し，橋梁点検の効率化に効果的なユースケースに基づく要求性能（リクワイ
ヤメント）と社会実装に有効な実フィールドでの総合的な技術評価を提案する． 
これにより本研究の成果が，企業等における個別技術の開発や製品化において有効な情報をもたらすことで，

技術の改良と進化を促し，また開発技術の性能が適切に評価されることで，新技術を活かした業務モデルが創
出され，土木分野における新技術の社会実装が促進されることに寄与することを目指す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 土木分野での先進技術の導入が進まない最大の要因の一つに，ロボットなどの先進技術を的確に評価するシ
ステムが存在しないことが挙げられる．特に土木分野以外から参入する開発者にとってロボットの開発目標を
定量的に設定することが難しい事は，多くのロボット開発者が国土交通省のロボット検証においても指摘して
いる．土木事業の現場は，ほとんどの場合屋外環境であり，構造物ごとに一品生産により設計や施工が行われ，
維持管理において，いわゆる現地合せと呼ばれる個別構造物に合せた対応が求められる．橋梁点検作業も例外
ではなく，点検対象への接近方法だけでも，形状の複雑さなど多様な条件を考慮する必要があり，人の作業も
一律に設定することが難しい．さらに土木構造物は，長期間にわたり多くの利用者が使用するため，その管理
者責任も重く，橋梁点検は道路法により 5 年毎に近接目視を基本として，専門知識を有する技術者による診断
が義務付けられている． 
 一方で，これまで点検作業は人の五感を駆使することによって支えられてきたとも言える，臨機応変に対応
できる人と単純に比較すると，総合力で人に勝るロボットを作り出すことは，コストの制約下での実現は難し
いと言わざるを得ない． 
 企業が製品開発を目指すとき，先ずはその製品の使い方，使用条件，目標性能，コストの制約，法令への適
合などの開発目標を確定する必要がある．多くのインフラ点検と同様に管理責任を伴う橋梁点検作業は，今日
のような機械工学やロボット工学，情報工学が飛躍的に発達する以前から人の手によって行われきたことから，
人を前提に作業手順が構築されており，新技術導入に際して人の能力や作業品質を比較対象として見ることが
多い．その場合，人とロボットの単純比較に陥り，ロボットの強みを活かした利用方法を提案する必要がある
が，そのための点検基準の変更は，ロボットのユーザーである点検業務受託者から提案することは容易ではな
い．故に，ロボットの開発者サイドからユーザーに対してプロトタイプの提案を行うことはさらに難しい実情
にある． 
 本研究は，ロボットの強みを活かした使い方（ユースケース）の下で，橋梁点検ロボットの性能を評価する
ことを提案するものである．その性能評価情報は，ユーザーの導入判断に参考となるだけでなく，開発者への
フィードバック情報になると同時に，改良と進化を評価することにより技術開発の促進にも繋がる． 
 また，性能評価に際してユースケースと要求性能を明らかにすることで，新技術の導入を誘引する環境（例
えば，技術基準の整備等）を醸成し，土木分野における橋梁点検ロボット，ひいては先進技術の社会実装を促
進することにつながると考えている（図３-１）． 
  
 

図３-１ 本研究の範囲 



7 

 

4. 橋梁点検へのロボット技術の適用 

4.1 橋梁点検ロボットが持つべき機能 
ロボットの定義は，目的に応じて様々なものが存在するため，本研究において，対象とするロボット技術の

定義について述べる．例えば，日本工業規格（JIS）では「JIS B 0134」（1998年）により「産業用ロボット」
の定義を，「自動制御によるマニピュレーション機能又は移動機能をもち，各種の作業をプログラムによって
実行できる，産業に使用される機械．」と規定している．しかし一般的には，人の代わりに作業を行う装置の
場合，ある程度の工程なり手順なりを自動的かつ連続的に行う物がロボットと呼ばれ，単一の動作を行う物や，
絶えず人間が操作をする必要がある装置，ブルドーザーやショベルカーなどの操縦者が搭乗する必要性がある
ものは基本的にロボットとは呼ばれない．その一方で，手動操作であっても，人の形をした機械装置であれば
ロボットの範疇に含む場合もあり，パワードスーツなどを含めた「人の形をした乗り物または作業用機械」に
ついても同様に，一般的にはロボットと呼ばれている．また，作業用機械であっても，高度な遠隔操作や自動
制御技術の導入が進み，人間が操縦者から単なる作業指示・命令者に近づきつつある事から，一層境界が曖昧
になって来ている． 
国土交通省の次世代インフラ用ロボット現場検証プロジェクトにおいては，独自のプログラムにより移動制

御される自律飛行タイプのドローンや ROV は，ロボットに分類される一方で，常に人が操作する必要があるド
ローンや点検車両は，厳密には，ロボットの定義には含まれないとしつつも，次世代インフラ用ロボットの現
場検証においては，公募手続きにおいて要件を示し，将来的にロボットの要件が具備され有用性が期待される
技術・システムについては，幅広く次世代社会インフラ用ロボットに含め検証対象として扱う事としている．
また，経産省をはじめとする関係府省・ロボット工業会が共催する「ロボット大賞」の実施要領においては，
ロボットの定義を「センサー，知能・制御系，駆動系の３つの技術要素を有する，知能化した機械システム」 
としている．  
本研究は，橋梁点検におけるロボット技術の機能・性能に関して評価方法を研究することから，「センサー，

知能・制御系，駆動系の３つの技術要素を有する，知能化した機械システム」としつつ，国土交通省が次世代
インフラ用ロボット現場検証プロジェクトにおいて示した広義でのロボットの定義を踏襲する．なお，国土交
通省が実施した現場検証プロジェクトの有識者委員会では，橋梁点検で発揮されるロボット技術が持つべき機
能を次の４機能に分類している．第一に点検対象に近接する機能（「行く」機能），第二に損傷状態を把握する
機能（「見る・撮る」機能），第三に損傷程度を評価する機能（「検出する」機能），そして最後に点検情報を記
録する機能（「記録する」機能）である（図４-１）． 
なお，これら４つの機能を具備する様々な形式の橋梁点検ロボットが提案され，「移動機能」「位置姿勢特定

機能」「検出機能」「記録機能」を実現するため様々な要素技術が組込まれている（図４-２）．本研究では，こ
れらの要素技術対する性能評価ではなく，統合化されたシステムとしての橋梁点検ロボット技術が実フィール
ドにおいてトータルで発揮される機能と性能の評価方法を研究対象とする． 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４-１ 橋梁点検ロボットの機能と利用場面 

国交省提供資料を基に作成 
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4.2 橋梁点検ロボットの性能表示 
一般にロボットを含む新技術の性能表示は，提示する性能項目の設定を含めて供給側である開発企業の責任

で行われることが多い．そして，その多くは利用者側（調達者）が技術選定する際の参考として利用される． 
しかし，橋梁点検ロボットについては，点検対象である橋梁の形式・規模・立地条件が多種多様である上に，

利用時の環境条件が多様であることから，点検に求められる機能と性能が十分に発揮されるかは，その使い方
にも大きく影響されるため，性能確認のための条件設定が非常に難しい． 
橋梁点検業務は，橋梁に関して十分な知識を持った技術者によって行われる必要から，点検にロボットを使

用する場合に，点検で得られる情報の品質管理は無論，点検作業中の安全管理についても点検者の責任下にお
いて行われる．このため，国土交通省が橋梁点検業務に橋梁点検ロボットを含む新技術を使用する場合には，
点検受注者は，新技術の使用に関して協議を行い，発注者の承諾を得ることとしている[16]．その際，受発注
者双方が，国交省が性能提示項目を定めた「新技術の性能カタログ」を用いて，技術の確認を行うこととして
いる（図４-３）． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
橋梁点検ロボットの性能表示については，国交省が示した「点検支援技術カタログ項目[17]」の中に記載す

べき性能項目が提案されている（表４-１）．そして，これらの性能表示にあたっては，検証値の記載を前提と
し動作環境や条件，環境条件を合わせて明示することとしている． 

図４-３ 橋梁定期点検における新技術の選定と協議プロセス[16] 
             出典：国土交通省新技術利用のガイドライン（案）平成 31 年 2月より 

図４-２ 橋梁点検ロボットの機能構成 
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一方で橋梁定期点検の実務では，「ひび割れ」などの損傷を検出するために，橋梁点検ロボットを用いて画
像を撮影する際には，カメラの撮影位置によって，画像の見え方や撮影した画像の解像度が大きく変わること
から，撮影方法を目的に応じて適切に設定することが求められる．橋梁点検ロボットの使用目的を，「近接目
視の代わり」として使用するのか，「近接目視後の記録作成」のために使用するのかによって，要求される性
能が変わってくると言える． 
表４-１の点検ロボットの性能表示例は，運動性能や計測性能を示してはいるが，使用方法の具体とセット

でなければ，点検品質を担保することができないことに留意する必要がある．本研究では，橋梁点検ロボット
の具体の使用方法をユースケースとして示すことで，的確な性能表示を可能とすることを目指す． 
 
 

表４-１ 点検ロボットの性能表示例[16] 

 
 

基本事項（技術名称他） 

1．技術概要  

技術区分 点検対象部位 上部構造(主桁，横桁，床版等)，下部構造，支承など 

検出できる変状 腐食，亀裂，破断，ひび割れなど 

物理的な計測原理 画像・動画（可視光，赤外線など），打音，電磁波など 

移動原理 飛行型，アーム型，懸架型，接触型などの移動原理を記載 

外形寸法 可動部がある場合は，可動部動作時の最大寸法 

運動制御機構 通信 有線，無線の別，周波数帯 

測位 運動制御に利用している測位機構，GNSS の方式等 

自律機能 測位結果等を運動制御にフィードバックする機構の有無等 

衝突回避機能 最小進入可能寸法，衝突回避機構の有無など 

センシング原理 パッシブ方式（画像・動画等），アクティブ方式（レーザー，X 戦闘）の別 

センシングデバイス カメラ 諸元，センサーサイズ，ピクセル数，焦点距離，ダイナミックレンジ他 

パンチルト機構 パンチルト機構部の可動範囲，設定可能角度など 

角度記録・制御機構 撮影位置・方向の制御機能の有無など 

測位機構 画像に対し座標を付与する機構を記載(運動制御と別に有するもの) 

ソフトウエア名 画像処理に使用するソフトウエア名 

2．運動性能 

構造物機能での安定
性能 

風速の条件など 作業可能な最大の瞬間風速などを記載 
 

狭小空間進入性能 最小所要空間寸法等 狭小部位の点検のために進入可能な最小の大きさ 

最大可動範囲 移動可能範囲 バッテリー容量やケーブル長，通信可能距離などの制約を記載 

連続稼働時間 有線給電・バッテリー給電の別など 

運動位置精度 運用中の座標成分別の測位誤差を記載 

3．計測性能(画像計測技術) 

撮影速度 所要の画質を得るために必要な移動速度，画素分解能，ラップ率など 

最小ひび割れ幅・計
測精度 

模擬供試体で検出できた最小ひび割れ幅，およびその性能確認を行った検証条件など 

検出精度（長さの相
対誤差） 

ひび割れ長さ等，画像から得られた 2 点間距離の誤差保障値，およびその性能発揮条件など 

位置精度 損傷図と同一座標系での損傷位置座標の誤差の保証値など，およびその性能発揮条件など 

色識別性能 識別可能な色，識別可能な照度の範囲等 
 

出典：国土交通省新技術利用のガイドライン（案）平成 31 年 2 月より 
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4.3 人による点検とロボットへの期待 
橋梁点検業務に従事している建設コンサルタントなど点検実務者のロボットへの期待は高い．危険の伴う高

所特殊作業や高圧潜水作業などは，点検者が身体的あるいは精神的負担に晒されるため，ロボットによる代替
や苦渋作業の軽減が望まれる．しかし，その一方でロボットには，人（点検員）の作業を一部代替またはその
支援に用いる場合に，人による点検と比べ，安全性や経済性，効率性，精度の全てにおいて，上回ることが要
求されている．現状の点検作業は，人の五感への信頼を前提としており，近接目視や打音検査は，作成された
点検記録がその精度に曖昧さを含んでいるものの，実行可能性の理由から長期にわたり受容されてきた． 
このため，点検ロボットの評価は，人との比較において行われ，人が検出した変状に対して，ロボットがど

の程度検出できるかを第三者により証明（評価）することが要求される． 

4.4点検ロボットに対するユーザーの不安要素 
点検ロボットのユーザーや施設管理者にとって，不安を感じる要素の一つは，ロボットを用いて取得した画

像に損傷や変状の「見落とし」や「誤検出」がどの程度生じるかである．加えて，従来の点検手法に対する作
業効率や経済性も重要な要素となってくる． 
橋梁点検では，気象等の環境条件の違いや，構造物の種類によって，同じロボットでも点検の品質に違いが

生じることが想定される．前述のとおり近接目視で行われる橋梁点検では，点検要領に定められた 26 種類の
損傷の位置を確認し，その大きさを計測するとともに画像に記録することが行われている．ロボットで画像を
撮影する際に，日照条件によっては強い光によりハレーションが生じ，画像にひび割れなどの損傷が記録され
ないケースもある． 
点検ロボットを用いて取得した画像は，近接目視と異なり，光学カメラの映像を点検後に解析して得られる

ため，少なからず人の検出した変状や損傷と同じになるとは限らない． 
図４-４は，人が目視で検出した損傷の集合（A）とロボットで検出した損傷の集合（B）を模式図化したも

のである．各々の集合において結果が一致する「正しい検出結果」が得られることが望ましいが，実際にはロ
ボットの誤検出（B-A）やロボットの見落とし（A-B）といった状況が少なからず想定される．しかし，裏を返
せばロボットの誤検出（B-A）は人の見落としの可能性もあり，ロボットの見落とし（A-B）は人の誤検出の可
能性も完全に否定することはできない． 
しかし，点検ロボットを人の代替手段として考える場合に，どの程度の信頼性(検出率)を求めるか判断する

ことは難しい．何故ならば，仮に 90％の検出率を求めたとしても，管理者にとって 10％の見落としが許容し
難い問題として捉えられる可能性があるからである． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現時点では，橋梁点検ロボットの直接的なユーザーである点検者にとっての，ロボットの適用可否を判断とするため

に必要な情報やその確認方法について，十分議論されているとは言い難い．点検者にとっては開発者が示す機械の
スペックではなく，実環境で発揮することができるロボットの性能値の情報が重要である．例えば，目視点検でも同様に
「風速 1～3m/秒の条件下で 40m の高さの橋脚全面のひび割れ（幅 0.2 ㎜以上）を確実に記録できるか」といった情報
である．さらには，点検作業が安全かつ効率的により低コストで実施できるかといった点も重要である．現場検証では，
このような利用者が必要とする判断材料となる情報を取得することが求められる． 

加えて，実際の現場では，「使いやすさ」の評価も重要であり，現在公共事業新技術活用促進システム(NETIS)では，
活用効果調査の結果をフィードバックすることで改善につなげる仕組みが提供されている．   

また，新技術の現場導入が進まない原因として「面倒くささ」「わからない」「信用できない」といった心理的要素も無
視できない．特に，ロボットの使用が現行基準に適合しているかも重要な判断材料である． 

図４-４ 検出における正誤の概念 
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点検ロボットの性能評価においては，これらユーザーの不安解消，あるいは期待と現実のギャップを埋めることに資
する評価方法が必要である． 

4.5点検ロボットに期待されるユースケース（利用方法） 
現行の橋梁点検において，点検実務者が望む導入効果が期待できる橋梁点検ロボットの利用場面について考察す

る．橋梁定期点検は道路法の定義に基づくが，概念的には「損傷程度の評価（＝点検）」と「健全性の診断（＝診断）」
の二つの行為から成り立っている．いわゆる点検作業は，現地で行われる「足場の設置」から「写真撮影」までの外業と
「報告書作成」を指すことが多い．同じく定期点検の範疇に含まれるが，「健全性の診断」は，専門技術者によって行わ
れ，現地で点検員によって確認された損傷の程度（客観的事実）の記録を参考に，損傷発生原因を推定したうえで対
策の要否までの検討を含む（図４-５）．  

一義的な橋梁点検ロボットの支援対象は，損傷や変状の把握と記録（則ち，狭義の点検）と考えられる．その場合の
橋梁点検ロボットの導入範囲を赤枠で示す（図４-５）．橋梁点検ロボットの有効性は，点検記録の品質（「再現性」「汎
用性」「普遍性」「信頼性」），すなわちロボットの性能に依存するため，具体的な運用の方法，範囲については，「損傷
の検出精度」や「点検の効率性」等の性能を踏まえて設定する必要がある． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
具体的な橋梁点検ロボットの利用場面について考察すると現行の橋梁点検は，道路法により橋梁を構成する

全ての部材要素を近接目視にて行うことを基本としているため，点検ロボットを使用すれば直ちに近接目視点
検の代替として認められることにはならない．様々なタイプの橋梁点検ロボットが開発されていることから，
その利用方法は限定することは難しいが，「人の近接目視」を前提にすると橋梁点検ロボットは，先ずは人が
確認した損傷や変状を記録することが求められる（図４-６）．  
しかし前節で述べたとおり，橋梁点検ロボットの損傷記録性能が近接目視で確認すべき損傷を確実に記録で

きない場合は，あくまで補助的な使用方法に限定される．例えば，点検要領が求める幅０．１㎜のひび割れ（Ｐ
Ｃ橋の場合）が検出出来ない場合には，点検員が確認したひび割れをすべて記録することが出来ず「チョーキ
ング」のみしか写らないケースもありえる．このような場合であっても，近接目視点検により点検員が全ての
損傷を確認し必要に応じてチョーキングを行うことで，チョーキングが記録された画像であれば，点検記録と
して用いられる事例はよく見られる． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４-５ 橋梁定期点検（直轄）における点検ロボットの導入場面 

図４-６ 「人の近接目視」を前提とした場合のロボットの利用イメージ 
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橋梁点検ロボットの損傷検出性能が求められる水準を満足し，確認すべき損傷の検出に十分対応できる場合には，
人の近接目視に先立ちロボットで人の近接目視範囲を絞り込むことが期待される．前述の利用方法を「点検後の記録
に利用」とすれば，「点検前のスクリーニングでの利用」と言える（図４-７）．  

例えば，高橋脚など人が近接するには時間や労力がかかる場合に，事前に損傷の位置や有無を確認できれば，点
検の効率化に寄与することが期待される． 
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5.橋梁点検ロボットの現場実証から見えてきた課題 

5.1 現場実証のねらい 
国交省では，橋梁点検等の効率化を目指し，2014 年度～2015 年度の 2 か年を費やし公募技術による現場検証を

実施した．公募の対象は，数年以内の実用化が見込まれる技術としており，ここでは，“すぐに現場適用が可能なロボ
ット”の見きわめを目的とした．ここで直ちに現場適用可能なロボットの前提として，橋梁定期点検要領に基づき人が行
う近接目視点検の手順を，そのままロボットに置き換えることを想定していた． 

橋梁点検ロボットの公募に際しては，ロボットに対し求めるニーズを必須要件である「基本要件」と，加えて望まれる
「期待項目」を分けて明示し，応募技術の持つ機能や性能を実大スケールの現場環境下において評価することとした．
また，ロボットで取得した点検記録は「管理者責任」に直結するため，損傷の検出精度検証や作業中の安全性，経済
性について重点が置かれた． 

この現場検証と評価の実施にあたっては，「次世代社会インフラ用ロボット現場検証委員会」（H26.2.25 設置）と，そ
のもとに５つの「専門部会」が設置された．専門部会には，橋梁分野に見識のある学識者，行政関係者，関係研究機関
の代表者が参画し，公募条件の設定，検証対象技術の選定，評価方法の決定等の具体的事項について意見を述べ
た．  

その上位の現場検証委員会には，各専門部会の長，ロボット分野の有識者の代表者，行政機関等および研究機関
の代表者の参画のもと，分野間共通事項や全体の運営方針について審議された． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国交省提供資料を基に作成 
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5.2 対象技術 
5.2.1 橋梁点検ロボットの要件 

国交相が実施した現場実証が対象とした橋梁点検ロボットは，実用段階にあるロボットとされ公募により選定された．
公募要件については，平成 26 年度は「人を代替する点検ロボット」を想定し公募を行ったが，当該年度における現場
検証の結果を踏まえ，平成 27 年度は「人を代替する」を公募対象から外し，「人の点検を支援できる点検ロボット」に変
更している． 
 
【平成 26 年度の橋梁点検ロボットに対する要求（人を代替する点検ロボットを想定していた）】 

平成 26 年度は，人の行う点検をロボットに「代替」または「支援」させることを企図して，次に示す５種類の橋梁点検ロ
ボットを対象に公募が行われた．その評価にあたっては，実際の橋梁において点検調書に記録されるべき精度での損
傷検出が可能かという点に重点が置かれた． 

 
[1] 鋼橋において，桁の「腐食，亀裂，破断，ゆるみ・脱落，防食機能の劣化」について，点検要領に基づく近接目

視の代替または支援ができる技術・システム 
[2] コンクリート橋において，桁の「ひび割れ，剥離・鉄筋露出，漏水・遊離石灰，うき」について，点検要領に基づく

近接目視の代替または支援ができる技術・システム 
[3] 鋼橋・コンクリート橋の床版において，「床版ひび割れ，剥離・鉄筋露出，漏水・遊離石灰，抜け落ち，うき」につ

いて，点検要領に基づく近接目視点検の代替または支援ができる技術・システム 
[4] 鋼橋においては，桁の添接部のボルトやリベットの「ゆるみ・脱落，破断」，コンクリート橋において，桁の「うき」に

ついて，点検要領に基づく打音検査の代替または支援ができる技術・システム 
[5] 鋼橋・コンクリート橋の床版において，「うき」について点検要領に基づく打音検査の代替または支援ができる技

術・システム 
 

【平成 27 年度の橋梁点検ロボットに対する要求事項の見直し（人の代替から人を支援するロボットへの変更）】 
平成 26 年度の検証では，評価対象技術の全てが点検調書に記載すべき点検情報の取得精度に到達しなかったこ

とから，平成 27 年度の検証では，ロボットによる人の近接目視や打音検査の「代替」を中断し，人が発見した損傷の記
録作業の「支援」に目的を特化して，評価対象が次の 10 項目に変更された．さらに，橋梁点検ロボットの制御方法や運
動性能の違いによって点検可能範囲が異なることを考慮し，点検対象部位を明確に区分することで，実用的な技術評
価が行われた． 
 

[1] 鋼橋において，近接目視点検の支援ができる技術・システム 
[2] コンクリート橋において，近接目視点検の支援ができる技術・システム 
[3] 鋼橋・コンクリート橋の床版において，近接目視点検の支援ができる技術・システム 
[4] 鋼橋・コンクリート橋において，打音検査の支援ができる技術・システム 
[5] 鋼橋・コンクリート橋の床版において，打音検査の支援ができる技術・システム 
[6] コンクリート製橋脚･橋台において，近接目視点検の支援ができる技術・システム 
[7] コンクリート製橋脚･橋台において，打音検査の支援ができる技術・システム 
[8] 支承部および桁端周辺の狭隘部において，近接目視の支援ができる技術・システム 
[9] 鋼橋・コンクリート橋の支承部において，打音検査の支援ができる技術・システム 
[10] 鋼橋・コンクリート橋において，点検者を点検箇所に近づけることができる技術・システム 

 

5.2.2 選定された橋梁点検ロボット 

 点検ロボットには，点検員の仕事を代替もしくは支援することが求められる．現場検証への応募技術について，その
機能を分類すると，①点検対象に移動して近づく機能，②橋梁の状態を見て撮影する機能，③損傷を検出する機能，
④損傷を記録する機能の大きく４つの機能に分けることができる．検証対象は，移動手法に着目して「飛行型」「懸架型」
「吸着型」「ポール型」「クローラー型」に分類して，１３種類の技術が選定された（図５-２）． 
平成 26 年度には，31 技術（68 検証項目）の応募があり，「飛行型」が 10 技術，「懸架型」が 2 技術あった．平成 27 年
度には，26 技術の応募があり，「飛行型」が８技術，「吸着型」やワイヤーにぶら下がるタイプの新しい「懸架型」が登場
した． 
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【① 飛行型ロボット（打音機能付き）】           【②飛行型ロボット（球殻ドローン）】 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【③懸架型ロボット（ワイヤーロープ制御）】        【④ポール型・UAV 併用型】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 【⑥ポール型ロボット（点検ロボットカメラ）】 
 
 
 

【⑤吸着型ロボット】                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

図５-２ 現場検証の対象となった橋梁点検ロボットの例 

国交省提供資料を基に作成 
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5.3 検証方法 
橋梁点検ロボットの検証は，実際の橋梁（コンクリート橋及び鋼橋）においてロボットによる点検を実施することで行わ

れた．点検の対象と範囲は，各ロボットの特性に応じて設定され，事前準備の状況，点検中の安全対策，作業時間，
作業効率，人員配置，損傷検出能力，点検調書（損傷図と損傷写真）の作成納品までのプロセスを実証の対象とした．
また，橋梁定期点検要領に定められた 26 種類の損傷項目のうち鋼橋もしくはコンクリート橋の外観目視により確認でき
る桁や床版の腐食，ひび割れ，剥離・鉄筋露出，漏水・遊離石灰，うき，抜け落ち，亀裂，破断，防食機能の劣化，ボ
ルトやリベットの弛み・脱落等について，ロボットが撮影した画像から検出能力を検証した． 

また予め点検作業員による近接目視点検を実施し，橋梁点検ロボットの評価のための基礎資料とした（写真５-１，写
真５-２）． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真５-１ 橋梁点検車（BT200）による点検作業（幸久橋） 

写真５-２ 作業台車（リフト車）による点検作業（蒲原高架橋） 

出所：国交省資料 



17 

 

5.3.1 検証フィールドの概要（実橋梁） 

１）幸久橋 
  本橋梁は，鋼桁 5 径間と RC 桁９径間の複合橋であり，建設から 80 年以上が経過している．損傷が著しく，架け替
えが予定されている老朽橋である．桁下は河川敷であり，十分な安全対策のもとで現場検証が行われた．コンクリート
部材，鋼製部材ともに様々な損傷が確認できる（図５-３）． 

 

橋種 形式 橋長（ｍ） 桁下余裕高 周辺状況 用途 仮設年 場所 

RC 橋 
鋼橋 

RC ゲルバー桁 
鋼ゲルバー桁 
RC 橋脚 

285 4.5～6.5 河川及び河川敷 道路橋 1935 年 茨城県内 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         コンクリート桁部                 鋼桁部               コンクリート製橋脚部 

（一般図） 

図５-３ 現場検証フィールド（幸久橋） 
出所：国交省資料 
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２）蒲原高架橋 

  本橋梁は，３径間連続 RC 桁の中空床版橋であり，建設から約 50 年が経過している．交通量の多い路線にあり適
切にメンテナンスがなされ損傷は少ない．周辺は住宅地等が連坦していることから，地元説明や飛行制限をかけて十
分な安全対策のもとで現場検証が行われた．構造が最もシンプルな床版橋であり，一部に損傷が確認できた(図５-４)． 
 

橋種 形式 橋長（ｍ） 全幅員 周辺状況 用途 仮設年 場所 

床版橋 
３径間連続 RC
中空床版橋 2611 9.7 平坦地 道路橋 1970 年 静岡県内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

床版橋標準断面図（上下線分離）                          床版橋下面の様子 

（一般図）   

図５-４ 現場検証フィールド（蒲原高架橋） 
出所：国交省資料 
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5.3.2 精度検証のための点検データ作成 

 橋梁点検ロボットの有効性を検証するため，橋梁定期点検要領に基づき，点検員による近接目視点検を実施し点検
調書が作成された．精度検証の対象とした損傷は，橋梁定期点検要領に定められた２６種類とした．道路管理者が行う
点検と同様に検調書（損傷図）には，近接目視終了後に損傷毎に撮影した写真を添付し損傷程度の評価（a～e の 5
段階）を付して整理がなされた（図 5-5）． 
 

 

 

 

図５-５ 検証用に作成された損傷図（点検調書（その５）） 

図５-６ 損傷写真毎に損傷状態のコメントが記載された損傷写真（点検調書（その６）） 
出所：国交省資料 

出所：国交省資料 
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5.3.3 評価対象とする損傷の種類，対象部材 

 検出精度の評価対象とする損傷は，供用中道路のため，陸上部且つ桁下からの外観調査によって検出支援が可能
な損傷項目が設定された．路面や舗装，水中部については対象外とされている．これらの損傷が発見されると，橋梁定
期点検要領では，前述のとおり，各々の損傷について「写真の撮影」「損傷の大きさの計測」「損傷程度の評価」「損傷
図の作成」「写真の整理」を行うことが求められている． 

 

表 5-1 損傷の種類                            表 5-2 対象部材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ハッチングされた損傷が検証の対象 
番号は「橋梁定期点検要領」に対応 

 
 
 
 
 

区分 種類 

鋼 ① 腐食 

② 亀裂 

③ ゆるみ・脱落 

④ 破断 

⑤ 防食機能の劣化 

コ
ン
ク
リ
ー
ト 

⑥ ひびわれ 

⑦ 剥離・鉄筋露出 

⑧ 漏水・遊離石灰 

⑨ 抜け落ち 

⑪ 床版ひびわれ 

⑫ うき 

そ
の
他 

⑬ 遊間の異常 

⑭ 路面の凹凸 

⑮ 舗装の異常 

⑯ 支承部の機能障害 

⑰ その他 

共
通 

⑩ 補修・補強材の損傷 

⑱ 定着部の異常 

⑲ 変色・劣化 

⑳ 漏水・滞水 

㉑ 異常な音・振動 

㉒ 異常なたわみ 

㉓ 変形・欠損 

㉔ 土砂詰まり 

㉕ 沈下・移動・傾斜 

㉖ 洗掘 
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5.4 評価方法  
現場検証における橋梁点検ロボットの性能評価は，自然条件のもとで実橋において行われ，点検時の状況に加え

点検の結果得られたデータから作成した損傷図及び損傷写真からその「精度」，「効率」，「経済性」について評価が行
われた．特に精度の評価については，予め点検技術者が近接目視により実施した点検結果を評価基準に行われた． 

加えて，「調書作成支援」や「橋梁点検箇所へのアプローチ性」など，すぐに現場に導入か判断するために示された
公募要件に対応した１０項目の検証が行われ，最終的に以下に示す 4 段階での総合評価が実施された．なお，ここで
基本要件①～⑤は実現場での導入に向けて必須の要件であり，期待項目⑥～⑩は，実導入への導入にあたり望まし
いとされる要件である（表５-３）．これらの結果については，公表されており参考文献と付録において示す． 
 

Ⅰ.試行的導入に向けた検証を推奨する． 
Ⅱ.課題の解決を前提に，試行的導入に向けた検証を推奨する． 
Ⅲ.課題への対応結果により，試行的導入に向けた検証を推奨する． 
Ⅳ.今回は十分な検証ができていない． 

 
なお，この現場検証から得られた知見を踏まえより評価方法についての精緻化が進められ，現在は橋梁点検ロボット

の性能評価項目・評価指標（表 5-4）及び橋梁点検ロボットの精度に関する要求性能（表 5-5）が提案されている． 
これらの評価のうち精度に関する評価については，点検技術者が近接目視により実施した点検結果を比較評価の

基準として用いこととしている．精緻化された性能要求は，現行の橋梁定期点検要領に準じており，人が近接目視点検
で把握するべき損傷（26 項目）に対応したものである． 

効率については，点検ロボットでの画像取得を含む点検に要した時間と従来の点検時間と比較した「作業時間比率」
で評価した．さらに点検に要したコストについても同様に「コスト比率」により評価を行うこととしている． 
 
 
項目 内容 評価の観点・方法 

基本要件① 
調書作成･支援 

「橋梁点検要領等」の規定に定める
点検調書の作成またはその支援が
できる． 

提出された損傷図(点検調書その５)および損傷写真(点 
検調書その６)について，「橋梁定期点検要領」で求めら 
れる仕様との整合性，写真の鮮明さなどから判定する． 

基本要件② 
損傷情報の収集 

「橋梁点検要領等」に基づく損傷評
価に必要な全てまたは一部の情報
を得ることができる． 

提出された損傷図に「橋梁定期点検要領」に基づく損傷評価に必
要な情報が記録されており，その根拠が損傷写真から読み取ること
ができるかを，検出された損傷個数等で定量的に評価する． 
（○：検出率 60%以上，△：同 30～59%，×：同 29%以下 
検出率以外の指標で×がある場合は 1 ランクダウン） 

基本要件③ 
アプローチ性 

足場の設置等をしなければ，点検の
ために人が近づけない部位や，狭隘
部など人が近づき難い箇所を点検で
きる． 

現場検証状況，提出された点検調書および性能等に関するヒアリ
ング内容等から，対象部位の損傷情報が得られる工夫の有無とそ
の有効性について定性的に評価する． 

基本要件④ 
効率 

現場での点検作業や点検結果の記
録，整理作業および調書作成に掛
かる費用や手間を削減することがで
きる． 
（なお，点検作業に伴う交通規制に
よる社会的損失を加味した費用※で
評価する．） 

提出された点検調書と，それを参照して「橋梁定期点検要領」で求
められる点検調書を作成するのに必要な点検員による点検に掛か
る費用，手間の合計値を従来点検による費用・手間と比較して定量
的に評価する．提出された点検調書の作成に掛かる費用，手間
は，提出された工数等集計結果に基づく． 
（◎：従来比 20%以上削減，○：同 19%削減～5%増加，△：同 6～10%
増加，×：同 11%以上増加） 

基本要件⑤ 
安全性 

現場での点検作業における安全確
保がなされている． 

現場検証状況，提出された性能等に関するヒアリング内容等から，
点検作業員，第三者，周辺構造物などに対する安全性を定性的に
評価する． 

期待項目⑥ 
安定性 

点検において，外乱（強風，外光（太
陽光）や照明など）の影響を受け難
いこと． 

現場検証状況，提出された点検調書および性能等に関するヒアリ
ング内容等から，取得情報に対する安定性を定性的に評価する． 

期待項目⑦ 
効率･正確さ 

損傷状況の把握，評価が，より効率
的あるいは正確になること． 

現場検証状況，提出された点検調書および工数等集計結果等か
ら，点検員の手間の削減，精度向上への効果を定性的に評価す
る． 

期待項目⑧ 
作業性 

現場への搬入，設置及び撤去が容
易なこと． 

現場検証状況より，搬入，設置撤去に要する時間，手間，設備など
から定性的に評価する． 

期待項目⑨ 
汎用性 

今回の検証現場以外でも，より多く
の現場において効果を発揮するこ
と． 

現場検証状況，提出された性能等に関するヒアリング内容等から，
現場条件，構造などへの汎用性を定性的に評価する． 

期待項目⑩ 
性能保証 

性能保証範囲が明確であり，且つ，
それを客観的に示せること． 

現場検証状況，提出された性能等に関するヒアリング内容等から，
性能保証に対する妥当性を定性的に評価する． 

表５-３ 橋梁点検ロボットの検証項目と判定の観点・方法 

出所：国交省資料 
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ユースケースの前提条件 

・ 損傷写真の撮影 ： 当該技術（橋梁点検ロボット）が取得した写真を使用 
・ 損傷図の作成 ： 当該技術で取得した写真等に基づき，別添に定める精度で損傷図を自動で作成． 
・ 損傷程度の評価 ： 当該技術で取得した写真等に基づき，別添に定める精度で損傷程度の評価区分を自動で判別 

※ 上記とは別に，専門的な知識と技能を有する技術者が近接目視を行った上で健全性の診断を行う． 

評価項目 評価指標 性能評価 

精

度 

Ａ－１ 損傷写真の記録  点検員が当該技術により取得した写真等※１に基づき，「損傷程度の

評価※２」の評価区分を適切に判別できる精度を有しているか 

※1 チョーキングが無い状態での損傷程度の評価区分の判別を想定 

※２ 「橋梁定期点検要領（平成 26 年 6 月国土交通省道路局国道・防災課）」

付録における損傷程度の評価区分に基づく 

判読可能率 （近接目視で検出した損傷のうち，当該技術で記録した画像

にて判読可能な損傷個所数）／（近接目視で検出した損傷

個所数） 

値が大きい方

が高性能 

Ａ－２ 損傷写真の整理 

 

損傷写真に写真番号，径間番号，部材名，要素番号，損傷の種類を

自動で整理する機能を有する． 

機能の有無 損傷写真の整理機能の有無 有 の 方 が 高

性能 

Ａ-３-1 損傷図の作成 当該技術により取得した写真等に基づき，損傷図※３を自動作成する

ことができるか．なお，「損傷程度の評価区分の記載」については評

価の対象外とする 

※３ 損傷図には損傷の種類，発生位置，範囲・状況のスケッチや写

真で記録するとともに，代表的な損傷の寸法を記載する． 

検

出

率 

ひびわれ 当該技術で自動検出できたひびわれ延長/近接目視で検出

したひびわれ延長 

値が大きい方

が高性能 

ひびわれ以外 当該技術で自動検出できた損傷数/近接目視で検出した損

傷数 

値が大きい方

が高性能 

Ａ-3-2 的

中

率 

ひびわれ 近接目視で検出したひびわれ延長/当該技術で自動検出し

たひび割れ延長 

値が大きい方

が高性能 

ひびわれ以外 近接目視で検出した損傷数/当該技術で自動検出した損傷

数 

値が大きい方

が高性能 

Ａ－４ 損傷程度の評価 

区分の自動判別 

当該技術により判別した損傷種類，損傷程度の評価区分が，点検者

が近接目視により実施した評価区分と一致するか 

正解率 当該技術による評価区分と近接目視による評価区分が一致

する損傷箇所数/近接目視で検出した損傷箇所数 

値が大きい方

が高性能 

効

率

性  

Ｂ－１ 作業時間比率 

（外業） 

当該技術を導入したことによる従来技術との作業時間比率（外業） 作業時間比率 

（外業） 

（適用条件内は当該技術で実施し，適用条件外は近接目視

で実施した場合の作業時間（外業））／（全部材，全損傷種

類，全作業を近接目視で実施した場合の作業時間（外業）） 

値が小さい方

が経済的 

Ｂ－２ 作業時間比率 

（内業） 

当該技術を導入したことによる従来技術との作業時間比率（内業） 作業時間比率 

（内業） 

（適用条件内は当該技術で実施し，適用条件外は近接目視

で実施した場合の作業時間（内業））／（全部材，全損傷種

類，全作業を近接目視で実施した場合の作業時間（内業）） 

値が小さい方

が経済的 

経

済

性 

Ｃ－１ コスト比率 

（外業）  

当該技術を導入したことによる従来技術とのコスト比率（外業） コスト比率 

（外業）  

（適用条件内は当該技術で実施し，適用条件外は近接目視

で実施した場合のコスト（外業））／（全部材，全損傷種類，全

作業を近接目視で実施した場合のコスト（外業）） 

値が小さい方

が経済的 

Ｃ－２ コスト比率 

（内業）  

当該技術を導入したことによる従来技術とのコスト比率（内業） コスト比率 

（内業）  

（適用条件内は当該技術で実施し，適用条件外は近接目視

で実施した場合のコスト（内業））／（全部材，全損傷種類，全

作業を近接目視で実施した場合のコスト（内業）） 

値が小さい方

が経済的 

※精度は，「橋梁定期点検要領」の損傷の種類①～㉖別，対象部材のパッケージ別に指標値を算出する． 
※効率性及び経済性は，損傷の種類のパッケージ別，対象部材のパッケージ別に指標値を算出する．   ※予め申請した適用条件（対象部材，対象作業，損傷の種類）の，試験・評価を行う． 

表５-４ 橋梁点検ロボットの評価項目・評価指標 

出所：国交省資料 
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区

分 

種類 要求性能（精度）  【参考】「橋梁定期点検要領」（平成 26 年 6 月国土交通省道路局国道・防災課） 付録 

〔A-１〕 〔A-２〕 〔A－３〕 損傷図の作成 〔A-４〕損傷程度の評価区分の自動判別 損傷程度の評価区分 

鋼 

① 腐食 当該技術

に よ り 取

得した写

真等に基

づ き ， 点

検 員 が

「 橋 梁 定

期点検要

領 （ 平 成

26 年 6 月

国土交通 

省道路局

国 道 ・ 防

災課）」付

録におけ

る 「 損 傷

程度の評

価 」 の 評

価区分を

適切に判

別 で き る

精度を有

し て い る

か 

損傷の状

態が判読

で き る 写

真 が ， 写

真 番 号 ，

径 間 番

号 ， 部 材

名 ， 要 素

番 号 ， 損

傷の種類

をを自動

で 記 録

し ， 整 理

できる． 

損傷の発生している場所と範囲が径

間別の損傷図に記録できる． 

当該技術により「橋梁定期点検要領（平成

26 年 6 月国土交通省道路局国道・防災

課）」付録における「損傷程度の評価」の評

価区分を自動で判別することができるか． 

※評価区分は，点検者が近接目視により

実施した評価区分を正解とする． 

５段階評価 

 

深さと面積により区分 

a 損傷なし 
b 表面的な錆で，著しい板厚減少は視認出来ない．損傷箇所は局部的． 
c 表面的な錆で，著しい板厚減少は視認出来ない．全体に錆び又は広がりのある発錆箇所が複数． 
d 表面に膨張又は板厚減少が視認．損傷箇所は局部的 
e 表面に膨張又は板厚減少が視認．全体に錆び又は広がりのある発錆箇所が複数． 

② 亀裂 損傷の発生している位置と範囲，寸

法を径間別の損傷図に記録できる． 

３段階評価 

塗膜割れ，亀裂の大小で区分 

ａ 損傷なし 
ｃ 溶接接合部などに塗膜割れが確認．亀裂であっても，極めて小さく，数が少ない 
ｅ 線状の塗膜割れが生じている．又は，亀裂の疑いが否定出来ない塗膜割れが生じている． 

③ ゆるみ・脱落 損傷の発生している位置と範囲，各損傷の
数，ボルトの種類（材質）を径間別の損傷図
に記録できる． 

３段階評価 

数の大小で区分 

ａ 損傷なし 
ｃ ゆるみ・脱落が生じているが数が少ない．（１群当たり５％未満） 
ｅ ゆるみ・脱落が生じており，数が多い．（１群当たり５％以上） 

④ 破断 損傷の発生している位置と範囲，寸
法を径間別の損傷図に記録できる． 

２段階評価 
有る，なしで区分 

ａ 損傷なし 
ｅ 破断している 

⑤ 防食機能の劣化 損傷の発生している場所と範囲が径

間別の損傷図に記録できる． 

４段階評価（塗装仕様） 

塗膜の劣化状況で区分 

ａ 損傷なし 
c 最外層に変色や局所的なうきが生じている． 
ｄ 塗装が部分的に剥離し，下塗りが露出している． 
ｅ 塗装の劣化範囲が広く，点錆が発生 

コ
ン
ク
リ
ー
ト 

⑥ ひびわれ 最大 RC:0.2ｍｍ以上，PC:0.1mm 以

上のひび割れについて，方向と本

数，長さがわかるように，損傷の発生

している位置と範囲，寸法を径間別

の損傷図に記録できる． 

５段階評価 

・ ひ び 割 れ パ タ ー ン 分 類

（RC:16） 

・ひび割れ幅（大中小）とひび割

れ間隔（大小）により区分 

a 損傷なし 
b 最大ひび割れ幅が小さい（RC:0.2mm 未満），最小ひび割れ間隔が大きい（0.5m 以上） 
c 最大ひび割れ幅が小さい（RC:0.2mm 未満），最小ひび割れ間隔が小さい（0.5m 未満） 

最大ひび割れ幅が中（RC:0.2～0.3mm），最小ひび割れ間隔が大きい（0.5m 以上） 
d 最大ひび割れ幅が中（RC:0.2～0.3mm），最小ひび割れ間隔が小さい（0.5m 未満） 

最大ひび割れ幅が大（RC:0.3mm 以上），最小ひび割れ間隔が大きい（0.5m 以上） 
e 最大ひび割れ幅が大（RC:0.3mm 以上），最小ひび割れ間隔が小さい（0.5m 未満） 

⑦ 剥離・鉄筋露出 損傷の発生している場所が径間別の

損傷図に記録できる． 

４段階評価 

剥離と鉄筋露出の大きさで区分 

ａ 損傷なし 
c 剥離のみ 
ｄ 鉄筋が露出しているが，腐食は軽微 
ｅ 鉄筋が露出し，著しく腐食又は破断している 

⑧ 漏水・遊離石灰 損傷の発生している位置と範囲，寸法，漏水
のみか遊離石灰が発生しているかの区別，錆
汁の有無，当該部分のひびわれの状況を径
間別の損傷図に記録できる． 

４段階評価 

漏水と遊離石灰の状態で区分 

ａ 損傷なし 
c ひび割れから漏水．錆び汁や遊離石灰は見られない 
ｄ ひび割れから遊離石灰．錆び汁はほとんど見られない 
ｅ ひび割れから著しい遊離石灰又は，漏水に著しい泥や錆汁の混入がある． 

⑨ 抜け落ち 損傷の発生している場所と範囲，寸

法を径間別の損傷図に記録できる 

２段階評価 
有る，なしで区分 

ａ 損傷なし 
ｅ 抜け落ちがある 

⑪ 床版ひびわれ 最大 0.05ｍｍ以上のひび割れにつ

いて，方向と本数がわかるように，損

傷の発生している位置と範囲，寸法

を径間別の損傷図に記録できる． 

５段階評価 

 

・ひび割れ幅とひび割れ間隔漏

水・遊離石灰により区分 

a 損傷なし 
b 1 方向：ひび割れ間隔１ｍ以上，最大幅 0.05mm 以下，漏水なし 
c 1 方向：ひび割れ幅は問わない．最大幅 0.1mm 以下が主 漏水なし 

2 方向：格子 0.5m 以上．ひび割れ幅は 0.1mm 以下が主 漏水なし 
d 1 方向：ひび割れ幅は問わない．最大幅 0.2mm 以下が主 漏水 有無 

2 方向：格子 0.5m 以上．ひび割れ幅は 0.2mm 以下が主 漏水 有無 
e 1 方向：ひび割れ幅は問わない．最大幅 02mm 以上が主，部分的な角落ち  漏水 有無 

2 方向：格子の大きさは問わない．ひび割れ幅は 0.2mm 以上が主，部分的な角落ち  漏水 有無  

⑫ うき 損傷の発生している場所と範囲，寸
法を径間別の損傷図に記録できる． 

２段階評価 
有る，なしで区分 

ａ 損傷なし 
ｅ うきがある 

そ
の
他 

⑬ 遊間の異常 〃 

  

３段階評価 

異常の大小で区分 

ａ 損傷なし 
ｃ 左右の遊間が極端に異なる，又は遊間が橋軸直角方向にずれている 
ｅ 伸縮継手の櫛の歯が完全に離れている．または，桁とパラペット，桁同士が接触 

⑯ 支承部の機能障害 〃 ２段階評価 パターン分類 

有る，なしで区分 

ａ 損傷なし 
ｅ 支承の機能が損なわれているか，著しく阻害されている可能性 

共
通 

⑩ 補修・補強材の損

傷 

〃 ３段階評価 
補修補強材の種類 
損傷の大小で区分 

ａ 損傷なし 
ｃ 補強材に軽微な損傷 
ｅ 補強材に著しい損傷 

⑱ 定着部の異常 〃 ３段階評価 
損傷パターン 
損傷の大小で区分 

ａ 損傷なし 
ｃ 定着部のコンクリートに損傷 
ｅ 補強材に著しい損傷 

⑲ 変色・劣化 〃 ２段階評価 材料毎 

有る，なしで区分 

ａ 損傷なし 

ｅ 変色している（硬化，ひび割れ）（脆弱化，ひび割れ） 

⑳ 漏水・滞水 〃 ２段階評価  
有る，なしで区分 

ａ 損傷なし 
ｅ 伸縮装置，排水桝からの総帥，支承，箱桁内の滞水 

㉓ 変形・欠損 〃 ３段階評価 

損傷の大小で区分 

ａ 損傷なし 
ｃ 部材が局部的に変形，又は一部が欠損 
ｅ 部材が局部的に著しく変形，又は一部が著しく欠損 

㉔ 土砂詰まり 損傷の発生している位置と範囲を径

間別の損傷図に記録できる． 

２段階評価  

有る，なしで区分 

ａ 損傷なし 
ｅ 排水桝，支承周辺に土砂詰まり 

㉕ 沈下・移動・傾斜 損傷の発生している位置と範囲，寸

法を径間別の損傷図に記録できる．  

２段階評価  

有る，なしで区分 

ａ 損傷なし 
ｅ 支点（支承）又は下部工が沈下・移動・傾斜 

表５-５ 橋梁点検ロボットの精度に関する要求性能（リクワイアメント） 

出所：国交省資料 
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5.4.1 ひび割れ検出精度に関する評価 
実際の橋梁点検では，「最大ひび割れ幅」に着目し「損傷程度の区分」を行うことが要求される（表 5-6）．「損傷程度」

を大中小の三段階に区分するにあたっては，RC 構造物については最大ひび割れ幅 0.3 ㎜以上もしくは PC 構造物に
ついては 0.2 ㎜以上のものは損傷程度の「大」なるものとして区分することが要求されている．また，損傷程度が小さな
ものは，RC 構造物で 0.2 ㎜未満のものについて，PC 構造物で 0.1 ㎜未満のものを区分することとしている．この損傷
程度の「小」に分類するものは，最大ひび割れ幅 0.1 ㎜未満としていることから，現実的には，目視でひび割れの存在
に気づいた場合は，「小」に区分すると解釈される．また，橋梁の床版ひびわれについては，同じひび割れを扱うことに
変わりはないが，主に疲労損傷の発見に着眼点がおかれている点が異なるが，ひび割れ検出能力に関する性能評価
の考え方は同じである（表 5-7）. 
 ここに，ひび割れ幅 0.1 ㎜未満あるいは 0.2 ㎜未満のひび割れに対する記録能力を評価の是非についての議論は，
維持管理技術の専門家の判断に委ねることとし，ここでは重視しない．実際の評価は，人が近接目視で検出したひび
割れに対して，ロボットが撮影した画像で判読できるかで評価が行われたことから，ロボットの導入判断において，人の
検出能力が一つの目安になっている点が重要な事実である． 
 橋梁点検ロボットのひび割れ検出精度の評価は，前述のとおり点検ロボットが取得した画像の品質，および画像を基
に作成された損傷図に対して行われた．画像の品質評価にあたっては，3 人の経験豊富な点検技術者が，3 人一致し
て点検ロボットが取得した画像から，別途近接目視点検により発見された損傷を判読できるかを評価している．その判
読にあたっては，損傷程度の評価の基準に基づき５段階で行われる（図 5-7）．なお，ロボットが撮影した画像について，
不鮮明なものや，ピントが合っていないもの等の判読できないものについては，評価の対象外とされた（写真 5-3）． 

  

図５-７ 判読可能率の評価において求められる損傷程度の評価の目安（床版ひびわれの例） 

出所：国交省資料 
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（要求精度）  
点検員が写真を見て，最大ひび割れ幅に着目した大・中・小の損傷程度の区分ができ，代表的なひび割れの主要

寸法が判読可能な画像精度を有していること． 
 

a) 最大ひび割れ幅に着目した程度 
程度 一般的状況 
大 ひび割れ幅が大きい（RC 構造物 0.3 ㎜以上，PC 構造物 0.2 ㎜以上） 
中 ひび割れ幅が中位（RC 構造物 0.2 ㎜以上 0.3 ㎜未満，PC 構造物 0.1 ㎜以上

0.2 ㎜未満） 
小 ひび割れ幅が小さい（RC 構造物 0.2 ㎜未満，PC 構造物 0.1 ㎜未満） 

       ※ひび割れ間隔，ひび割れパターンについては，点検員が写真を見て区分するものとする． 
 
（損傷程度の評価区分） 

損傷程度に関係する最大ひび割れ幅と最小ひび割れ間隔の要因毎に，その一般的状況から判断した規模の大小
の組合せによることを基本とする． 

 
区分 最大ひび割れ幅に着目した程度 最小ひび割れ間隔に着目した程度 

a 損傷なし 
b 小 小 
c 小 大 

中 小 
d 中 大 

大 小 
e 大 大 

       
b)最小ひび割れ間隔に着目した程度 

程度 一般的状況 
大 ひび割れ間隔が大きい（最小ひび割れ間隔が概ね 0.5m 未満） 
小 ひび割れ間隔が小さい（最小ひび割れ間隔が概ね 0.5m 以上） 

 

表５-６ 橋梁点検における「ひび割れ」の記録精度と評価区分 

（要求精度）  
点検員が写真を見て，全てのひび割れにについて，ひび割れ幅，ひび割れの方向，間隔，漏水・遊

離石灰の有無が判別可能な画像精度を有していること． 
 
（損傷程度の評価区分） 

 損傷程度の評価区分は，次の区分による． 
 

 1 方向ひび割れ 2 方向ひび割れ 
ひび割れ 漏水・遊

離石灰 
ひび割れ 漏水・遊

離石灰 
b ・ひび割れは主として１方向のみ 

・最小ひび割れ間隔は概ね 1m 以上 
・最大ひび割れ幅は 0.05 ㎜以下（ヘ
アークラック程度） 

なし   

c ・ひび割れは主として１方向のみ 
・最小ひび割れ間隔は問わない 
・最大ひび割れ幅は 0.1 ㎜以下が主
（一部には 0.1mm 以上の存在） 

なし ・ひび割れは格子状 
・格子の大きさは 0.5m 程度以上 
・ひび割れ幅は 0.1 ㎜以下が主 
（一部には 0.1 ㎜以上も存在） 

なし 

d ・ひび割れは主として１方向のみ 
・最小ひび割れ間隔は問わない 
・最大ひび割れ幅は 0.2 ㎜以下が主
（一部には 0.2mm 以上の存在） 

なし ・ひび割れは格子状 
・格子の大きさは 0.5m～0.2m 
・ひび割れ幅は 0.1 ㎜以下が主 
（一部には 0.2 ㎜以上も存在） 

なし 

・ひび割れは主として１方向のみ 
・最小ひび割れ間隔は問わない 
・最大ひび割れ幅は 0.2 ㎜以下が主
（一部には 0.2mm 以上の存在） 

あり ・ひび割れは格子状 
・格子の大きさは 0.5m～0.2m 
・ひび割れ幅は 0.1 ㎜以下が主 
（一部には 0.2 ㎜以上も存在） 

あり 

e ・ひび割れは主として１方向のみ 
・最小ひび割れ間隔は問わない 
・最大ひび割れ幅は 0.2 ㎜以上が目
立ち，部分的な角落ちも見られる 

なし ・ひび割れは格子状 
・格子の大きさは 0.2m 以下 
・ひび割れ幅は 0.2 ㎜以上が目
立ち，部分的な角落ちも見られる 

なし 

・ひび割れは主として１方向のみ 
・最小ひび割れ間隔は問わない 
・最大ひび割れ幅は 0.2 ㎜以上が目
立ち，部分的な角落ちも見られる 

あり ・ひび割れは格子状 
・格子の大きさは問わない 
・ひび割れ幅は 0.2 ㎜以上が目
立ち，部分的な角落ちも見られる 

あり 

 

表５-７ 橋梁点検における「床版ひび割れ」の記録精度と評価区分 

出所：国交省資料 
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画像がぶれており損傷程度の評価が困難 

【床版ひびわれ，漏水・遊離石灰】 

ピントが甘く，損傷の種類損傷程度の評価が困難 
【腐食又は防食機能の劣化】 

背景とのコントラストから画像が暗く，損傷程度の
評価が困難 

【剥離・鉄筋露出】 

逆光で，損傷の有 無の評価が困難 
【腐食又は防食機能の劣化】 

 

画像が不鮮明で，損傷の有無の評価が困難 
【漏水・遊離石灰】 

画像の解像度が低く，損傷か汚れかの判別が困難 
【防食機能の劣化】 

対象に正対しておらず，損傷の評価が困難 
【腐食又は防食機能の劣化】 

 

写真が歪んでいる． 
 写真５-３ 画像判読可否の判定の目安（「不可」とする画像の例） 出所：国交省資料を基に作成 
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5.4.2 損傷の検出能力の評価の基準データ 

 ひび割れ検出能力の評価基準となる損傷図及び損傷写真について述べる．前述のとおり画像の評価は，判読可能
率によって評価される．一般的に人が撮影した損傷は，損傷状況を確認し易いよう見やすい角度から撮影される．しか
しながら，最大ひび割れ幅 0.2 ㎜程度のひび割れになると必ずしもひび割れが鮮明に記録されていない場合もあり，チ
ョーキングのみでしか識別できない写真もある．ロボットが撮影した画像に対する判読可否の評価は，予め点検員が近
接目視等により確認した損傷について，その損傷発生位置を記録した損傷図と照合することで，画像等から判読できる
かを確認するものである． 
 損傷図は，平面展開図に引き出し線を用いて，損傷発生位置を記録確認することができる（図５-8）．また，損傷図に
は特定の損傷が見つかった位置情報を引き出し線により示している．被評価者（ロボット開発者等）は，橋梁点検ロボッ
トにより取得した損傷の画像と発生位置を損傷図上に図示することで，評価者に損傷の種類，損傷程度の評価，その
確認位置について評価を受けるものである． 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５-８ 現場検証で使用された点検調書と損傷写真のサンプル 
蒲原高架橋第 85 橋脚梁下面（Pb0102）の剥離・鉄筋露出・漏水遊離石灰 

国交省資料を基に作成 
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検出能力の確認は，被験者が提出した損傷図に予め近接目視により確認された損傷があり，かつ損傷写真から当
該損傷が判読できるかを確認することで行われる．人が撮影した写真は，損傷を視認した後に記録として撮影するため，
損傷の位置関係をチョーキングやスケール感とともに損傷度合いを強調するように記録されることが多い． 

一方，橋梁点検ロボットで取得する画像は，連続的に構造物表面を網羅的に撮影することが多く，操縦者が損傷を
視認していないため，損傷状態を強調する撮影は行われないが，後工程で損傷状態（大きさや範囲等）と損傷の位置
を画像で確認・分析する必要がある． 

 

図５-９ 現場検証で使用された点検調書と損傷写真のサンプル 
幸久橋第 10 径間床版下面（DS0301）の剥離・鉄筋露出・漏水遊離石灰 

国交省資料を基に作成 
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5.5 評価結果（現状の達成水準） 
国交省が実橋において実施した橋梁点検ロボットの現場検証の結果は，公表されており国交省が報道発表資料とし

てＷｅｂサイト（https://www.mlit.go.jp/common/001125338.pdf）に掲載しており，公表資料については誰でも入手す
ることが可能である．公表資料についての説明は資料に委ね，ここでは最も基本的な損傷であるコンクリートのひび割
れの検出精度に着目し，その検出率について考察する． 

現場検証では，橋梁点検ロボットにより撮影された画像について，損傷の判読が可否について 3 人の熟練点検技術
者が確認し，判読可能率という指標で評価が行われた．これは，橋梁点検ロボットで取得画像からひび割れ幅や長さを
計測できるかを評価したものではなく，近接目視で検出された例えば幅 0.3 ㎜以上のひび割れを，ロボットが撮影した
画像から直接読み取れるかを，評価したものである． 

実際の橋梁点検業務では，損傷の発生位置の記録に加えて，損傷程度を評価することが要求される．橋梁定期点
検要領では，ひびわれについて「最大ひび割れ幅」，「ひび割れ長さ」，「ひび割れ間隔」を考慮し 5 段階で評価するこ
ととしている．ひび割れの幅は，気温によっても収縮するうえ，ひび割れ幅も一定ではないため，現状の点検ではチョー
キングにより最大ひび割れ幅を計測した位置を示すとともに，ひび割れ端部が不明瞭な対象についても，補助線を記
すことで損傷図作成時の参考としている．前述の要求性能（表５-５）は，この損傷程度の評価ができる品質を要求して
いる点が重要な点である． 

図 5-10 は，平成 27 年度の現場検証のデータを基に作成したひび割れ幅に対する橋梁点検ロボットの検出能力に
ついて示したものである．このグラフの縦軸には「ひび割れの数」と「検出率」を示した．このグラフにおける「検出率」は，
次式で定義する． 

 
 

「検出率」＝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国土交通省が実施したインフラ用ロボット現場検証における橋梁点検ロボットのひび割れ検出能力は，結果的に平

均的なロボットでは 0.3 ㎜幅のひび割れの検出能力は 50～60％程度であり，推奨評価を受けたロボットでも 70～80％
に検出率が止まっていることが判る． 

言い換えると幅 0.3ｍｍ以上のひび割れであっても 20～30％判読できないことを意味する．当初，橋梁点検ロボット
は，すぐにでも導入できる期待のもとで実証が行われたが，現場実証を通じ橋梁点検ロボットの損傷検出能力が明らか
になるにつれ，ロボットによる“点検員の代替”から，“点検員の支援”へと目標が現実的なものに変化した． 
 

なお，国土交通省が公募した橋梁点検ロボットの現場検証について，ロボット毎に「その他の主な損傷」についての
検出能力（判読可能率）を示す（図 5-11）． 

この検出率からは，橋梁点検ロボットを用いた場合，人の近接目視に比べ検出漏れ（欠測）が多く生じることが明らか
になった．多くのロボットの検出率が 50％に満たないが，比較的性能の良いロボットについては，70％を超えるものもあ
る．この結果を見ると，現状の性能水準ではロボットによる点検員の代替は困難と言わざるを得ない．しかしロボットの検
出能力は，ひび割れ幅が大きくなるほどに検出率が向上することが判った．このことから，橋梁点検ロボットが人を代替
できないが，事前スクリーニングに用いるなど，人の作業範囲（目視点検範囲）を絞り込むために必要な検出精度を示
せる可能性はあると考える． 

図５-１０ 現場検証におけるひび割れ幅と検出率の関係 

（近接目視点検で把握された「ひび割れ」のうち，画像から判読できた数） 

（近接目視点検で把握された「ひび割れ」の数） 

       出所：国土交通省次世代インフラ用ロボット現場検証データを基に作成 
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図５-１１ 現場検証における橋梁点検ロボットの損傷検出率の関係 

       出所：国土交通省次世代インフラ用ロボット現場検証データを基に作成 
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5.6 現場検証活動の成果 
国交省が行った現場検証は，実大スケールの橋梁において橋梁点検ロボットの性能評価を実施し，構造物の大きさ

や風速・日照等の実際の環境条件の下で，点検技術者が行った点検成果物との比較において，検出性能の評価結果
について示したことは大変意義があったと言える． 

加えてこの検証では，構造物の損傷検出性能だけでなく，風速変動などの環境条件の違いが検出性能に差異を及
ぼすことや，撮影した膨大な数の画像を点検調書に整理する時間やコストについても検証したことは，社会実装を進め
るうえで重要な検証要素であることも明らかになった． 

一方で，室内試験では確実に検出できると思われたコンクリートのひび割れが，現場検証では 0.3 ㎜を超える比較
的大きなひび割れでも検出精度が 70～80％程度に止まったことは，橋梁点検ロボットの検出性能のさらなる改善がな
されない限り，本格的な普及が難しいことが一つの結論として得られた．これらの実証活動の成果として，点検要領の
改訂や点検ロボットの性能カタログの作成など，点検ロボットの実用化・社会実装に向けて大きな進歩が得られたと言
える． 
 

5.7 橋梁点検ロボットの評価における課題 
橋梁点検ロボットの評価には，橋梁点検ロボットの使用目的である「損傷の記録（点検要領に定められた評価基準に

従って区分される損傷の規模や進行の度合いを客観的に記録すること）の一部または全部を支援・代替すること」の可
否を明らかにし，その根拠を定量的・客観的に示すことが求められる． 

さらに性能確認に際しては，その使用条件を明らかにする必要がある．橋梁点検の場合，点検要領に定められた損
傷（26 種類）の損傷程度を評価基準に従って記録するが，損傷の検出精度は勿論，点検作業の効率性・安全性・経済
性といった視点からも評価が行われるべきである．その際，評価対象の橋梁点検ロボットの性能確認を行った際の制約
条件となった橋梁の形状・規模・材質といった「点検対象の違い」に加え，点検を実施する「環境条件の違い」に留意し
て行う必要がある． 

 
5.7.1 点検対象について 
 点検対象としての橋梁は，その主材料からコンクリート（RC）橋，コンクリート（PC）橋，鋼橋に分類され，主桁の形状か
ら桁橋，床版橋，ラーメン橋，トラス橋，アーチ橋，吊り橋，斜張橋，Box カルバート橋などのタイプが存在する．さらに橋
の構成要素・部材も橋桁，床版，橋脚，橋台，伸縮装置，支承など多岐にわたる．これらについても，点検対象として点
検の可否を明確にする必要がある． 
 国土技術政策総合研究所がとりまとめた研究報告「道路橋等の点検効率化等への計測・非破壊検査技術の 適用性
に関する共同研究（Ⅲ）－ 道路橋狭隘部の外観性状調査機器の 性能評価試験法開発のための基礎研究 －（国総
研資料 第 1030 号 平成 30 年 4 月）」では，実橋の点検において近接目視が困難な狭隘部について分析している．
また，当該報告書には，調査対象とした国内 2,700 橋あまりの橋梁形式の内訳とともに，点検困難橋梁がその半数にの
ぼると報告している．近接目視による点検困難箇所の分類として，大きく「狭隘部」「狭隘部以外」に分類している．「狭
隘部」とは，部材間の隙間が狭隘で，人が近づけない構造であり，例えば主桁と添架物の隙間や落橋防止構造の背面
などをいう．また，高橋脚や幅広幅員橋梁なども，一般に用いられる橋梁点検車や高所作業車を用いても点検対象部
材に近接することができないことから足場設置などの別途の手段が必要としている． 

点検対象の大きさも重要である．橋梁のスパンは大きなものになると 300m 程度，橋脚高さでは 120m を超えるものも
ある．このような大規模橋梁になると飛行型点検ロボットの操作では，機体を視認することが困難となるため，自律飛行
機能などが必要となり，写真撮影位置などの記録においても高い性能と精度が要求されることになる． 
 
5.7.2 環境条件について 

実際の橋梁点検では，現場毎に安全性や効率性，経済性に対する要求が異なる．また，橋梁は河川や道路，鉄道
を跨ぐことから周囲に様々な安全対策が要求される．桁下空間の交通量が多い橋や鉄道がある所では，点検可能時
間が制約されることもある．点検効率について言えば，単位面積当たりの損傷数によっても作業効率も大きく変化する．
橋梁点検ロボットの運動性能に関しても，例えば，橋脚や橋桁まわりにはその形状等に応じて複雑な風の流れが発生
するため，橋梁点検ロボットの位置制御性能に大きな影響を与えることが確認されている．また，日照の状況により構造
物表面のひび割れの見え方が変わるため，日射角度の違いも性能に影響を及ぼす． 

 

5.8 既存の技術評価システムと課題 
国土交通省には，新技術活用評価システム（NETIS：NEw Technology Information System）[9]など，公共事業で活用

される新技術を評価する仕組みが存在する．橋梁点検ロボットもいくつかが登録されている．NETIS は，新技術が公共
工事で活用された際の活用効果データを蓄積し，その特長を既存技術と比較することで総合的に評価し活用を促す
仕組みである． 

これまで土木構造物の点検は，近接目視や打音検査といった人の五感を頼りに行われている．このため，これまで
橋梁点検ロボットを導入する試みにおいては，人が行った点検結果と比較することが必要と考えられてきた．しかし，こ
の方法では橋梁点検ロボットの持つ優位性を活かすことができないため，人に出来て橋梁点検ロボットに出来ない部
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分が強調され，総じて低い評価が下されがちである． 
このように人の作業を比較対象とする場合，人の作業能力が作業条件の違いによって変化することに加え，作業方

法自体が人力を前提としているため，橋梁点検ロボットの優位性を引き出すような業務プロセスを設定しないまま評価
が行われている．NETIS は，多様な施工条件に対応し，実用性を評価する点で有効に機能している．しかし橋梁点検
ロボット技術への適用については，限界があると考えられる． 
 

5.8.1 新技術活用促進システム(NETIS)における技術評価方法の概要 

国土交通省は，民間が開発した優れた新技術を公共事業で活用促進するため，平成 10 年度より新技術活用促進
システム（NETIS）を設け運用している[8][9]．NETIS が対象とする技術は，材料，施工法，機械，システムと幅広い技術
領域をカバーしている． 

NETIS 最大の特長は，新技術の活用促進のための技術評価プロセスが制度に組み込まれていることにある．このた
め，対象となる技術は，開発中の技術ではなく実績が無くとも実用化済の技術を対象としている．登録者は，登録技術
が実用段階にあり，技術の成立性が技術開発者等によって確認されていることと，当該技術の適用範囲において従来
技術に比べ活用の効果が同程度以上の技術又は同程度以上と見込まれる技術であることを示さなければならない．   

なお，NETIS における新技術の定義は，「技術の成立性が技術開発した民間事業者等により実験等の方法で確認さ
れており，実用化している公共工事等に関する技術であって，当該技術の適用範囲において従来技術に比べ活用の
効果が同程度以上又は同程度以上と見込まれる技術をいう．」と定められている[8]．そして新技術に関する情報は，開
発者の責任において「技術の適用範囲」や「性能に関する情報等」がデータベースに登録されるため，新技術活用の
採否については，利用者が個別の現場条件を踏まえ判断することとされている．NETIS は，公共事業の現場が抱える
課題に対応するために新技術を導入したいと考える者にとって，判断を支援し，導入効果が期待できる適用条件にお
いて導入することとされている．公共事業において新技術が活用された場合には，利用者らに活用効果調査の実施が
義務付けられ，その結果に基づいて有識者等により事後評価が行われ，事後評価情報が蓄積され，開発者にフィード
バックされるとともに，優れた技術に対しては導入のインセンティブが付与される仕組みとなっている． 
 平成 17 年度には，登録技術数も 4000 技術を超え玉石混淆の状態になったことから，国土交通省により「試行調査
方式」と「テーマ設定技術募集方式」に再編強化[9]がなされて現在に至る．次に，NETIS における新技術の活用体系
を述べる． 
 

5.8.2 新技術活用システムの活用体系と技術評価 

国土交通省は平成 17 年度に，活用実績の少ない新技術について現場での確実な試行を促進し事後評価を行うシ
ステムを再編・協会し，平成 18 年度には，さらなる新技術の活用促進に向けて活用後の事後評価を徹底する取り組み
を盛り込み，本格的な新技術活用システムの運用を開始した．ここで述べる「試行」とは，技術の成立性等申請情報の
妥当性を確認するため新技術を直轄工事等において用いることを示す．「活用」とは，新技術を直轄工事等において
用いることを示しており，試行は活用に含まない． 
 特に現場での新技術活用にあたり，現場のニーズ等により必要となる新技術を対象に発注者の指定により活用を行う
「発注者指定型」，施工者（受注者）からの提案により活用を行う「施工者希望型」，開発者からの真正により試行現場を
照会し活用を行う「試行申請型」，発注者が現場のニーズ等により求める技術募集テーマ等を明確にしたうえで，新技
術を募集し選考した技術の活用を行う「テーマ設定型（技術公募型）」の５つの類型が設定された（図５-１２）．以下にそ
の概要を整理する．なお施工者希望型については，採用形態の違いから２つに分けている． 
 

① 「試行申請型」は，NETIS 申請者の試行申請に基づき，事前審査の結果を踏まえて活用の前に実施するも
のをいう．事前審査の結果は，NETIS（評価情報）に掲載し，公表する． 

② 「施工者希望型」（総合評価方式における技術提案の場合）は，総合評価方式における技術提案に基づき
施工者が NETIS 登録技術の活用等の提案を行うことをいう． 

③ 「施工者希望型」（請負契約締結後提案の場合）は，請負契約締結後における技術提案申請に基づき施工
者が「施工計画書」に反映し，NETIS 登録技術の活用等をいう． 

④ 「発注者指定型」は，NETIS 登録技術を対象に適用範囲と活用効果等の確認または「有用な新技術」の活用
促進を目的に発注者が指定することをいう． 

⑤ 「フィールド提供型」は，具体の現場を想定して求める技術要件を明確にした上で，広く技術開発者から技術
提案の募集を行い，NETIS 登録技術について審査・選考し，工事等の発注にあたって発注者が指定，試行
することをいう． 

⑥ 「テーマ設定型」（技術公募）は，直轄工事等における現場ニーズ・行政ニーズ等により，求める技術募集テ
ーマ等を設定し，評価指標，要求水準，及び試験法等（以下「リクワイヤメント等」という．）を明確にした上で，
技術を開発した民間事業者等から技術を募集し，同一条件下の現場実証等を経て，個々の技術の特徴を
明確にした資料（以下「技術比較表」という．）を作成し，工事等の発注に当たって発注者が新技術を指定す
ることにより活用を促進する取組みをいう． 
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５つの活用類型において共通して重要とされていることは，技術評価情報の収集である．土木事業における新技術
の導入に際しては，土木事業が多種多様な条件のもと一品生産で行われることから同一技術でも，その適用条件や使
い方によって導入効果に差異が生じるため，導入判断を援助する技術評価情報の提供が，この制度の根幹をなしてお
り，実績情報を重視している．そして，これらの実績情報は新技術の活用効果調査において収集され NETIS 評価情報
として蓄積されている（図５-12）． 

活用効果調査の結果は，一定件数が蓄積されると既存技術との比較において「技術の優位性」や「安定性」の評価
に応じて，公共事業での活用を促進するための評価が有識者等の参画する新技術活用評価会議（地方整備局等）に
より選定され，全国から推薦された有用な新技術について，活用促進の対象技術として新技術活用システム検討会議
においてオーソライズされる仕組みが構築されている． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５-１２ 公共工事における新技術活用システムにおける技術評価の仕組み[9] 
（出典）資料（「公共工事等における新技術活用システム」実施要領平成 30 年 5 月一部改正）を基に著者が作成 

 
 

 NETIS 登録技術は，技術開発が終了し開発者の責任のもと製品化された技術が対象であるが，技術開発の継
続により改良が行われるものも含まれる．活用効果調査のデータは，開発者に対する貴重なフィードバックの
役割も果たしている． 
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5.8.3 登録される技術情報 

 NETIS に掲載される技術情報は，「申請情報」と「評
価情報」により構成される．先ず登録者（開発者）が，
その責任において「申請情報」を作成し NETIS に登
録を行う．「申請情報」には，①技術の概要，②従来
技術との比較，③特許・審査証明，④単価・施工方法，
➄問合せ先・その他，⑥詳細説明資料，が含まれる．
申請情報に基づいて技術が活用された場合に，活用
効果調査が行われ，その情報が「評価情報」として蓄
積されることになる． 
 新技術の「申請情報」が NETIS に登録されるとユ
ニークな登録番号が付与され，技術名称と登録番号
がセットになり，最長 10 年の掲載期間の間，技術活
用や評価が行われる．この間に技術改良等がなされ
性能が向上した場合は，新たに登録審査を再度行い，
別の登録番号が付与されることとされている． 
 特に「申請情報」のうち②従来技術との比較に関す
る情報は，当該新技術の性能評価においての基本情
報となるため，比較対象技術（従来技術）の性能の定
量化は慎重になされる必要がある．従来技術との比
較に関して登録される情報は，「比較する従来技術の
名称」に加え，比較項目として「経済性」「工程」「品
質」「安全性」「施工性」「周辺環境への影響」の各項
目について 3 段階（向上・同程度・低下）で特性を示
すとともに，比較の根拠を示すこととしている．さら
に，「その他，技術のアピールポイント等」について
補足することが可能である．なお，経済性と工程につ
いては，費用（単価）や所要日数（日）での定量化さ
れた情報が掲載される（図５-１３）． 
 「評価情報」は，活用効果調査結果をもとに作成さ
れるが，評価結果のみが公表され，その根拠データは
非公表とされている． 
 
 
 

5.8.4 事後評価 

 NETIS に登録された技術の「試行」，「活用」後は，NETIS 申請者及び利用者（この場合，発注者である国土
交通省の担当者，新技術を採用した工事の責任者等(施工者)を指す）は活用効果調査表を国土交通省に提出し，
活用効果調査結果に基づき必ず事後評価を有識者等の参画する評価会議において実施し，事後評価を受けた新
技術は「NETIS（評価情報）」に掲載し，公表することとされている． 
なお，活用効果調査では，NETIS 申請時に登録された従来技術との比較において「経済性」「工程」「品質・

出来形」「安全性」「施工性」「環境」の６項目について，工事での活用の結果，従来技術と比較して工事全体で
どうであったかを調査することとしている．評価指標については，従来技術と比較してどうであったか５段階
（大幅に優れる，優れる，同等，劣る，大幅に劣る）で評価することとされている． 

 

5.8.5「有用な新技術」の活用促進 

 技術の優位性が高く安定性が確認されている新技術については，国土交通省が「設計比較対象技術」として
概略設計，予備設計，詳細設計において設計比較の対象を位置づける． 
 また，技術の優位性は高いとの評価ではあるものの，実績が少なく安定性が確認されていない新技術は，「少
実績優良技術」として技術の安定性が確認されるまで，より広い範囲での「試行」が促進される．産学官で構
成する評価会議では，優れた新技術について活用促進を図る目的で「活用促進技術」として指定し，申請者へ
通知する．発注者は，「発注者指定型」等で計画的に「活用促進技術」等の活用促進を図る． 
 なお，「活用促進技術」については，指定から概ね 3 年程度のフォローアップを実施する．産学官及び研究
機関で構成する国土交通省新技術活用システム検討会議（国土交通省）（以下「システム検討会議」という．）
では，技術の水準を一層高めるため画期的な新技術について「推奨技術」，「推奨技術候補」として指定し，申
請者へ通知がなされる． 

図５-１３ NETIS 申請情報（従来技術との比較）の例示[8] 
～橋梁点検システム 視る（みる）診る（みる）KK110083-VR より～ 

出所：ＮＥＴＩＳ 
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5.8.6 リクワイヤメント(性能要求)に基づく評価が行われる「テーマ設定型(技術公募)」 

 「テーマ設定型（技術公募）」は，平成 26 年の実施要領改定に伴って追加された方式である（図 5-13）．そ
の特徴は，現場からのニーズに基づき設定した技術テーマに対して，実務上必要とされる「要求性能（リクワ
イヤメント）」と「現場実証試験の方法」を設定し，現場検証において要求性能の達成度を確認することによ
り，新技術の現場導入に必要な評価をスピーディーに実施することを目指している．評価対象技術については，
従来方法や類似技術との「技術比較表」を作成し，その技術特性（類似技術との違い）を明らかにすることも
重要な特徴である． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.8.7 橋梁点検ロボットの NETIS評価事例の考察 

①検証条件と総合評価の必要性 

 橋梁点検ロボット技術を評価する場合，その性能が実用に耐える水準にあるかを明らかにする必要があ
る．そのためには，先に述べたように予め使用条件と要求性能（リクワイヤメント）を設定したうえで性能
の確認を行う必要がある．橋梁点検の場合，損傷（26 種類）の検出精度が重要であることは勿論であるが，
点検作業の効率性・安全性・経済性といった視点に加えて，点検対象となる橋梁の形状・規模・材質といっ
た「点検対象の違い」に加え，点検を実施する「環境条件の違い」に留意して行う必要がある． 
 公共事業に使われる新技術は，全てが NETIS に登録され活用効果調査と事後評価により有用な技術の普
及促進が図られるが，橋梁点検ロボット技術についても対象とされている．そして NETIS は，土木工事へ
の適用を想定することから，様々な特性を持つ技術が対象となる点からも，従来技術との比較を行うこと
で優位性を評価する方法は合理的であったと言える．一方で性能の比較は同一条件で実施してこそ可能で
あり，個別の条件が大きく異なる場合は，性能評価の前提となる適用条件をしっかり記録する必要がある． 

② 技術改良への対応 

橋梁点検ロボットの評価結果は，現場の課題を開発者へフィードバックし技術改良を促進に資することが
望まれる．一般にロボット技術の性能を適切に評価するためには，評価対象を明確に定義した上で，評価指
標と検証環境を規定する必要がある．とりわけ，ロボットは前述の定義のとおり様々な機能を組合せによ
って実現するため，ロボットを構成する要素技術の改良・変更により，その性能が大きく変更される．近年
では，新たな要素技術が次々製品化される日々更新されることから，ロボットの性能評価情報は，短期サイ
クルで更新できることが望ましい． 
NETIS への技術登録に際しては，「技術的に成立していること」が前提となるため，申請情報の登録に際

して開発途上の技術は登録することが出来ない．また評価情報は，現場で実際に使われることによって行
われる事後評価をベースとしていることから，現状の業務ルールに適合することも必要条件となる．橋梁
点検ロボットのように，従来，現場条件に合わせて人が工夫して行っていた作業を橋梁点検ロボットに置
き換える場合，そもそも技術的に成立しているかを評価することが課題となる． 

③ NETISにおける橋梁点検ロボットの評価事例の分析 
NETIS では，技術評価にあたり「比較する従来技術」を開発者が設定し，比較対象技術に対する新技術の

優位性を評価する方法が採用されている．ロボット技術の場合，この比較する技術が「人による作業」が
対象になるため，自ずと人と人の作業プロセスがロボットの評価基準となることが多い．例えば，次世代

図５-１３ NETIS テーマ設定型（技術公募）の技術評価フロー[10] 
 

出所：ＮＥＴＩＳプラス（先端建設技術センター）第 15 号(2019 夏)より 
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社会インフラ用ロボットの現場検証で高い評価を得た「橋梁点検カメラシステム視る（みる）診る（みる）
（NETIS KK110083-VR）」を例に示すと，橋梁点検ロボット技術が経済性，行程，品質・出来形，安全性，施
工性，環境のすべてにおいて従来技術（人の近接目視による橋梁下面の点検）に対して劣るとの評価が公
開されている（図 5-15）． 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NETIS の活用効果調査は，5 件以上蓄積されると活用効果評価が実施される．ここに事例[●]を挙げてロ
ボット技術の評価方法について述べる．事例は，平成 29 年度に活用効果評価結果が公開された橋梁点検カ
メラシステムに関する具体の記載例である．NETIS 情報の欄には，比較対象技術（従来工法）として「船上
または潜水士による目視調査」が記載されている．人の近接目視を基本とする点検手順が技術基準等にお
ける業務標準とされている場合，これを支援もしくは代替する橋梁点検ロボット技術の登録に際しては，

図５-１５ NETIS 評価情報（公表版）に見る橋梁点検ロボットの評価事例[8] 
～橋梁点検システム 視る（みる）診る（みる）KK110083-VR より～ 

出所：ＮＥＴＩＳ 
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人による作業が比較対象として設定されることが多い． 
 この事例では，橋梁点検ロボット技術の新規性が「橋梁下面の目視点検を，橋面上の安全な位置からの
遠隔操作により撮影されたビデオ画像により近接目視代替点検を行う技術」としている．撮影可能な範囲
内では，人の近接目視と同等以上の性能を有しているとしながらも，ロッドの長さである 7m を超える桟橋
の下面では死角が生じることから，点検可能範囲の拡大が求められている．条件によっては，高い性能を
発揮できる技術であっても，結果的に従来技術よりも劣るとされている． 
 これまで土木構造物の点検は，近接目視や打音検査といった人の五感を頼りに行われている．このため，
これまで橋梁点検ロボットを導入する試みにおいては，人が行った点検結果と比較することが必要と考え
られてきた．しかし，この方法では橋梁点検ロボットの持つ優位性を活かすことができないため，人に出
来て橋梁点検ロボットに出来ない部分が強調され，総じて低い評価が下されがちである． 
この事例のように人の作業を比較対象とする場合，人の作業能力が作業条件の違いによって変化するこ

とに加え，作業方法自体が人力を前提としているため，橋梁点検ロボットの優位性を引き出すような業務
プロセスを設定しないまま評価が行われている．NETIS は，多様な施工条件に対応するため，個別の性能
を正確に評価することよりも実用性を重視しシステム全体として使える技術を評価する意味において，有
効に機能している．しかし橋梁点検ロボット技術への適用については，限界があると考えられる． 

 

5.9まとめ 
本章での検討により得られた結論は，以下のとおりである． 

 
(１) 国土交通省が公募により実施した橋梁点検ロボットの性能検証では，平成 26～27 年度にかけて延べ 57 技

術を検証した．対象となった橋梁点検ロボットの種類は，飛行型ロボット，懸架型ロボット，吸着型ロボッ
ト，ポール型ロボットなどがあり，実際の鋼橋やコンクリート橋において実機を用いた性能検証が行われ
た．性能検証では，橋梁点検ロボットで概ね１スパン程度の部分的な点検を実施し，それぞれの点検ロボッ
トで撮影した画像等を基に作成された点検調書とロボットの動作状況等を評価対象とした． 

(２) 橋梁点検ロボットの性能評価は，「精度」「効率性」「経済性」について評価がなされた．評価は人の近接目
視点検と比較することを基本により行われた．橋梁点検ロボットの性能を評価するために，事前に従来方
法（近接目視）により点検が行われ，損傷図，損傷写真等の点検調書が性能評価の基準として作成された． 

(３) 人の近接目視点検の結果との比較を主体とした性能検証の結果，最も基本的な損傷であるコンクリート部
材（橋脚，床版，コンクリート桁）の「ひび割れ」の検出能力については，最大幅 0.3 ㎜程度のひび割れで
概ね 50％程度，優れたロボットで 80％程度の検出率であった．この検出率は人が検出したひび割れの数に
対するロボットが撮影した画像から検出できた割合である．この結果から比較的大きなひび割れ幅である
0.3 ㎜のものについても，目視点検の結果と比較して 2 割程度の見落としがあることが判った． 

(４) 公共事業で使われる新技術を格納したデータベースシステムである新技術情報提供システム（NETIS）は，
登録された新技術が活用されると，関わった技術者により活用効果調査が行われ，新技術に対応する従来
技術との比較により評価情報が蓄積される．橋梁点検ロボットについても活用効果調査結果が複数登録さ
れているが，開発者が「経済性」「品質・出来形」「安全性」等などで優れると自己評価している一方で，公
表された活用効果調査結果は，人の近接目視との比較により「経済性」「工程」「品質・出来形」「安全性」
「施工性」「環境」の全てにおいて従来技術に劣るとの評価が多くを占めている． 

(５) 国土交通省が公表した橋梁点検ロボットに対する要求性能は，直轄国道の橋梁点検に適用される「橋梁定
期点検要領」に示された損傷程度の評価の判定に必要な情報を取得できる性能を要求している．例えば，ひ
び割れを例にとると最大ひび割れ幅 0.2 ㎜（ＲＣ）又は 0.1 ㎜（ＰＣ）以上，床版ひび割れについては最
大 0.05 ㎜以上のひび割れについてその方向と本数を識別できることが要求される．評価に際しては，予め
近接目視で検出したひび割れの延長に対する「検出率」「的中率」で評価を行う．幅 0.1mm 以下のひび割れ
については，3 割程度しか判読できていないことから単純に人の点検をロボットに代替させる場合，現状の
橋梁点検ロボットの多くが要求水準に達していないことが判る． 

(６) NETIS は，多様な施工条件に対応するため，個別の性能を正確に評価することよりも実用性を重視しシステ
ム全体として使える技術を評価するために，開発者が示した適用範囲内で使用された全ての実績を評価対
象としており，このことから実績が豊富であり有効に機能している．一方で橋梁点検ロボットは対象構造
形式や部材種類の多様さもあり，適用範囲であっても使用条件の違いによって人の作業効率も大きく変化
する．さらに作業方法自体が人の作業手順を前提としていることから，橋梁点検ロボットの優位性に着目
した業務プロセスを設定しないまま評価が行われている．このため，活用効果調査を橋梁点検ロボットの
性能評価として判断材料にするには，限界があると考えられる． 
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6．橋梁点検ロボットの点検能力に関する考察 

6.1 人による点検とロボットによる点検 
既に製造業では多くのロボットを導入している．FA（Factory Automation）の現場では，繰返し作業の緻密さや正確さ

など，ロボットの優れた特長を活かすことで生産性向上を実現している． 
屋外で行われる橋梁点検作業では，工場内の生産作業とは異なり自然環境の影響を受けるのみならず作業条件が

一律に定まることはない．ロボットを導入する際に，これまで人が行っていた作業を単純にロボットに代替させる意図の
下，人の能力（ここでは点検能力）と単純に比較すると，ロボットに不足する機能や性能に注目しがちになり結局人と同
等の水準が実現されない限り導入することが出来なくなる． 

すなわち現行の点検要領は人による点検作業に最適化されたものであり，この点検手法の下では五感を駆使する
点検技術者に優るロボットは現時点では見当たらない．状況に応じて損傷に近づいたり離れたり，角度を変えて視たり
することができる臨機応変の動きは，現在の橋梁点検ロボットには及ばないことから，人の目は極めて高性能なセンサ
ーともいえる．しかし点検員には弱点もある．人の損傷検出能力が，どれほど優れていても，損傷位置を正確に記録す
ることは得意でない．その証左として点検業務においては，点検調書の作成が人件費の最も多くを占める作業であり外
業の人件費を上回る．点検調書は損傷展開図に引き出し線で損傷発生位置を記録することであり，損傷写真を展開
図上に紐づけることに多くの労力が費やされている． 

本研究では，橋梁点検作業におけるロボットの導入を推進するため，ロボットの持つ優位性に着目し，その不利な部
分も踏まえ，ロボットの特徴を生かした作業手順を提案する．言い換えると，単に人の点検能力（損傷検出能力）とロボ
ットの検出能力と比較するのではなく，ロボットに有利な業務プロセスを構築し，ロボットの発展段階に応じた人との補
完を前提に，総合的に点検性能を評価することが重要であると考える． 

本章では，ロボットで取得した点検画像を活用することにより損傷の位置記録精度が高まること，さらに位置記録精
度が高まることによって，過去の点検記録と照合すれば損傷の進行を把握することが可能となることなど，橋梁点検ロ
ボットの優位性を示す． 

そのため，橋梁点検において，最も基本的な損傷となる「ひび割れ」の検出について，現状の技術水準を踏まえつ
つ，人（点検技術者）による点検結果と橋梁点検ロボットによる点検結果を比較．これにより，これまで人の点検能力を
基準としていた橋梁点検ロボットの性能評価について，具体的なユースケースを想定し橋梁点検ロボットの優位性を引
き出す点検作業手順について分析を行った．本論文では，この結果に基づき，段階的な橋梁点検ロボットの導入に向
けた性能評価手法を提案する． 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図２-１ 国土交通省における橋梁定期点検の流れ 
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6.2ひび割れの位置記録能力に関する分析 
橋梁点検業務の効率化を目的に橋梁点検ロボット導入を考察する際には，変状や損傷の発生位置の記録精度

を評価することが重要である．現行の目視点検では，点検員は損傷毎に「損傷程度の評価」を行い概ね５段階
に区分する．橋梁点検におけるひび割れの評価区分と観察項目と判断基準を示す（表６-１）． 
ひび割れの程度を評価する際，発生原因が材質劣化によるものか外力性によるものか，さらには繰返し荷重

による疲労劣化なのかなどを見極める必要がある．ひび割れを特徴づける，発生位置とひび割れ方向は，引っ
張り力が作用した方向を推定するための情報となる．同様のひび割れであっても，発生する位置によっては，
対策の必要性の優先度が異なる（表６-２）．点検調書だけで正確にひび割れの位置や原因を判断することが難
しい場合は，健全性の診断に際して再度現地で目視確認することが必要とされてきた． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外観上，一見同じ様なひび割れであっても発生位置と方向によって，健全性評価に際しては意味合いがこと

なることから，構造全体や部材全体における位置関係を適切に記録する必要がある．橋梁定期点検要領では，
特に重点的に着目する必要がある箇所を示している（表６-２）．なお，ひび割れ発生位置によって発生原因や
留意点が異なる（図６-１，図６-２）．これらは，ひび割れパターンとして記録することとされている． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

表６-1 ひび割れの評価区分と損傷の程度 

評価区分 損傷の程度

a 損傷なし

b
①ひびわれ幅が小さい（ＲＣ構造物 0.2mm 未満，ＰＣ構造物 0.1mm 未満）、且つひびわ
れ間隔が大きい（最小ひびわれ間隔が概ね 0.5m 以上）

c

①ひびわれ幅が小さい（ＲＣ構造物 0.2mm 未満，ＰＣ構造物 0.1mm 未満）、且つひびわ
れ間隔が小さい（最小ひびわれ間隔が概ね 0.5m 未満）
②ひびわれ幅が中位（ＲＣ構造物 0.2mm 以上 0.3mm 未満，ＰＣ構造物 0.1mm 以上
0.2mm 未満）、且つひびわれ間隔が大きい（最小ひびわれ間隔が概ね 0.5m 以上）

d

①ひびわれ幅が中位（ＲＣ構造物 0.2mm 以上 0.3mm 未満，ＰＣ構造物 0.1mm 以上）、
且つひびわれ間隔が小さい（最小ひびわれ間隔が概ね 0.5m 未満）
②ひびわれ幅が大きい（ＲＣ構造物 0.3mm 以上，ＰＣ構造物 0.5mm 以上）、且つひびわ
れ間隔が大きい（最小ひびわれ間隔が概ね 0.5m 以上）

e ①ひびわれ幅が大きい（ＲＣ構造物 0.3mm 以上，ＰＣ構造物 0.6mm 以上）

着目箇所 内容

①端支点部
支承反力，地震，温度変化による水平力，伸縮装置からの漏水等
により損傷を受けやすい｡

②中間支点部
中問支点部(連続桁)では，負の曲げモーメント及びせん断力が最
大となり，かつ集中的な支点反力を受け応力状態が複雑となる部
分であり，ひびわれが発生しやすい。

③支間中央部
曲げモーメントが極大となる部分であり，曲げびびわれが発生し
やすい。

④支間1/4部
鉄筋の曲げ上げ点で鉄筋量が少なく，支承の作動不良等により思
わぬひびわれが発生することがある。

⑤打継目部
乾燥収縮や施工不良によるひびわれ，剥離，うき，漏水が発生し
やすい。

⑥セグメント目地部 セグメント施工の場合，打継部と同様の損傷が発生しやすい。

⑦定着部

ウェブやフランジに突起を設けてＰＣ鋼材を定着している部分で
は，引張応力の集中によるひびわれが発生しやすい。また，定着
部は後打ちコンクリートで覆われており，打継部目地より雨水が
浸透しやすく定着装置が腐食しやすい。

⑧切欠部
主桁断面が急激に変化する部分(ゲルバーヒンジ部や桁切欠部等)
では，応力集中によるひびわれが発生しやすい。

表６-２ ひび割れの発生位置と着目点 

図６-１ 支間 1/4，主桁直角方向の桁下面， 
又は側面の鉛直又は斜めひび割れ 

図６-２ 支点部，支点付近の腹部に斜めに発生 
しているひび割れ 
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6.2.1 現状の点検調書とロボットにより得られた画像の比較 

 現場検証では，点検員が作成した点検調書を基準に橋梁点検ロボット技術の性能評価がなされた．実際の点検業
務では，調書に記載する損傷の位置は，写真と野帳に記録した情報をたより作成する．具体には，点検員が現地で近
接しクラックスケールや標尺を用いて幅や長さを計測するが，損傷位置については，多くの場合測，量機器を用いず大
凡の位置を記録しているに過ぎない．そこで現場検証とは別に橋梁点検ロボットを用いた橋梁点検業務の試行で取得
した点検画像と，それ以前の過去の点検業務で作成された損傷図を比較することにより，現状の点検調書における位
置の精度を分析した．損傷写真の撮影は，人の場合ピンポイントで損傷そのものを撮影するが，橋梁点検ロボットで撮
影した画像は，損傷位置を狙って撮影するものではないため，枚数が膨大となるが網羅性は高い．（①高橋脚の事例）
と（②床版の事例）は，比較的位置関係がしっかり記録できた事例である． 
 

① 高橋脚の事例（４径間連続箱桁 PC高架橋） 

高橋脚の点検は，特殊高所技術と呼ばれるロープアクセスにより近接目視で行われる（写真６-１，写真６-２）．この事
例は，4 径間連続箱桁 PC 高架橋の第二橋脚（高さ 44m，桁高 10m）の側面の点検記録（損傷図）である．図６-５は，赤
線が近接目視で記録されたひび割れであり，青線が飛行型ロボットにより記録された画像をもとにトレースしたひび割
れである． 
 近接目視点検によって作成された損傷図（図６-５）には，図中⑦⑧⑨のひび割れのみが引き出し線により記録されて
いるが，点検調書に損傷写真が添付されたのは⑦のひび割れのみであった（写真６-３）．ひび割れ⑦について橋梁点
検ロボットが撮影した画像と比較した結果，ひび割れの位置は，実際の位置よりも下方向に 1900 ㎜ずれていることが確
認できた．近接目視点検で確認したクラックと比較すると平均 950 ㎜が上下方向に相違があることが判った．ロープアク
セスでは，橋桁を起点に作業を行うため下に離れるほど誤差が大きくなるとも考えられる． また，損傷図に記載された
ひび割れ⑦の形状は，損傷写真とは異なり，もし写真が無ければ，後年に比較することも難しいと思われる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

写真６-１ 高橋脚側面での損傷位置の記録  写真６-２ 高所特殊技術による点検の様子 

ひび割れのチョーキング 
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凡例 
赤：定期点検結果 

青：ロボット点検結果 

検証範囲 

図６-３ 検証対象の一般図 

（損傷のスケッチ）             （合成写真上にスケッチを表示） 

 
図６-４ 高橋脚における損傷位置記録精度の検証範囲 

40
00

0
 

       出所：国土交通省次世代インフラ用ロボット現場検証データを基に作成 
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図６-５ 高橋脚側面での損傷位置の比較 

写真６-３ 定期点検報告書に添付された

ひび割れ⑦の写真 

チョーキングは消失しているが，
写真のクラックは，点検が行われ
た 5 年前と特徴が一致しており，
同一のものと言える． 

位置の誤差(mm)

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦ ※

⑧ ※

⑨ ※

⑩

⑪

⑫

Ave

※0.2㎜以上のクラック

908

1900

500

2400

1200

200

200

600

500

800

500

200

1900

凡例 

赤：定期点検結果に記載のあった「ひび割れ」 

  うち，⑦⑧⑨のひび割れのみ「損傷写真」が残っている． 

青：点検ロボットが撮影した画像から検出した「ひび割れ」 

       出所：国土交通省次世代インフラ用ロボット現場検証データを基に作成 
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② 床版の事例（鋼 5径間連続トラス橋の場合） 

 この事例は，1 径間が長さ 80m×幅 12m の連続トラス橋の床板の点検記録（損傷図）である．一般的に橋梁の床版
の点検記録は，径間毎に点検範囲を区分して作成される．ここでは 1 径間を 80 分割し各パネルに対して要素番号を
付与し管理している（図６-６）．なお，要素番号図は損傷の経年変化を知るため，前回の点検記録から更新してはなら
ないとされている．各パネルのサイズは，図面にあるとおり 2,650 ㎜×5,000 ㎜である． 

床版は 5 本の鋼主桁の上に設置され，斜めの線は横構である．写真３は，床版の１パネルを比較したもので，橋梁
点検ロボットが撮影した画像から，床版のパネル 1 枚あたり９枚の画像を合成した後に作成している．赤線が近接目視
で確認されたひび割れの記録であり，青線がロボットの画像からトレースした記録である．点検員が作成した過去の点
検記録と比較すると，ひび割れの位置が最大 1700 ㎜，平均すると 500 ㎜～1000 ㎜の位置記録精度に違いが見られ
た．画像を根拠とするロボット点検の方が位置精度では，優れていることが判る．また，画像からは，損傷図には記載さ
れず判らない大小クラックの方向や間隔，貫通クラック周辺の漏水状況が確認でき，損傷進行の判定に有益な情報が
得られることが判る． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

検証範囲 

図６-６ 床版の要素番号図（事例） 

図６-７ 床版の損傷展開図（事例） 

       出所：国土交通省次世代インフラ用ロボット現場検証データを基に作成 
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図６-８は，図６-７に示した検証範囲（区画 A）について定期点検の結果と点検ロボットの画像を比較したものであり，
点検記録ロボットが撮影した画像から，床版のパネル 1 枚あたり９枚の画像を合成した後に作成している．赤線が近接
目視で確認されたひび割れの記録であり，青線がロボットの画像からトレースした記録である．点検員が作成した過去
の点検記録と比較すると，ひび割れの位置が最大 1700 ㎜，平均すると 500 ㎜～1000 ㎜の位置記録精度に違いが見
られた．画像を根拠とするロボット点検の方が位置精度では，優れていることが判る．また，画像からは，損傷図には記
載されず判らない大小クラックの方向や間隔，貫通クラック周辺の漏水状況が確認でき，損傷進行の判定に有益な情
報が得られることが判る． 

図６-８左の画像は，定期点検で作成された実際の損傷図の抜粋である．人が近接目視で確認した結果を記載して
いる．赤線で描かれたひび割れに加え，漏水と遊離石灰の範囲を囲み線で記録している．右側は，橋梁点検ロボット
で撮影した画像を合成したのち，損傷をトレースし描きこんだものである．これらを比較するとひび割れの位置に，最大
1700 ㎜の相違が確認できた．位置の違いだけでなく，漏水と遊離石灰の状態についても写真からは正確に読み取るこ
とができる．また，中央の拡大写真は，ひび割れの周りに白い析出物が見られること，その外縁を漏水が確認できること
から，貫通ひび割れの可能性も読み取れる． 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６-８ 点検員の作成した損傷図と合成画像から作成した損傷図の比較 

赤：過去の定期点検  
青：ロボットが取得した画像から作成 

       出所：国土交通省次世代インフラ用ロボット現場検証データを基に作成 
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図６-９の上段の図は，定期点検で作成された実際の損傷図の抜粋である．点検員が近接目視で確認した結果を記
載している．図６-８と同様にひび割れに加え，漏水と遊離石灰の範囲が記録されている．下段のロボットが撮影した画
像をもとに作成した損傷図と比べると，位置の違いは最大 1000 ㎜，平均 523 ㎜であった．床板のひび割れは，0.05 ㎜
以上を記録するとされているため，確認された微細なひび割れも検出していることが判る．また，床板が繰返し載荷によ
る疲労破壊の有無を確認し，予防保全が有効な場合は対策の要否を判断することになる．上段の点検記録では，膨大
な面積を目視で確認しているため全てを詳細に記録していないと考えられるが，下段の画像は，クラックの方向とパタ
ーン，格子状クラックにまで損傷が進行した場合の角落ちの有無が画像から確認できることから有効である． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６-９ 区画 B での損傷位置の比較 

位置の誤差(mm)

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

Ave

100

400

600

523

1000

700

700

900

180

100

550

       出所：国土交通省次世代インフラ用ロボット現場検証データを基に作成 
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6.2.2 ひび割れの位置記録精度に関する考察 

①近接目視によるひび割れの位置記録精度 

現行の点検では損傷の位置の記録精度について定量的な要求が示されていない．実際に橋梁点検では人が損傷
の近傍まで移動し，損傷の位置をおおまかに構造物の特徴から推定し記録が行われている．その意味では，位置記
録精度は点検員の判断に依存していると言える．比較的位置関係が明確な２つの事例の比較であるが，点検員が作
成した損傷図に記録された損傷の位置とロボットが記録したひび割れ位置の間には，相当な開差があることを確認され
た．点検対象表面に目印となる特徴が乏しく，単調で位置関係の記録が困難と思われる高橋脚（事例１）では，最大
2,400 ㎜の相違，目印となる構造物が多く比較的位置関係を記録しやすいと思われる床版（事例２）でも最大 1,700mm
の相違が確認された．ロープアクセスを必要とする高架橋の橋脚の点検では，橋桁からの距離に目当てをつけて記録
が行われている．これらは一部の点検記録に対する分析に過ぎないが，現状における損傷位置の記録精度にバラつ
きがあり，正確さに欠ける可能性を示すものでもある．  

仮にひび割れの形状や発生位置について，現状の点検方法のまま記録精度の向上だけを求めることは，点検員の
負担を相当増加させることにも繋がり合理的でないことも明らかである．特に床版のひび割れは，ひび割れ一つ一つの
位置や形状が重要ではなく，パターンとして損傷程度を判断するため，位置精度を求めてこなかった．この程度の損傷
位置の差異について疑問視することはなかったと言える．むしろ，ひび割れの形状についても，写真に写したチョーキ
ングから作成しているため，ひび割れが写らない損傷写真では形状もチョーキング画像のみが手がかりとなる． 

実務的に損傷の記録に対して位置記録精度を求めていないことから（常識的な範囲では求めているが），これまでに
作成された損傷図に記載された損傷の形状や位置について，記録精度を分析しないが，道路管理者が保有する点検
調書（損傷写真）においては，必要に応じて前回の定期点検（5 年前）に撮影した損傷写真を並べて示すことがある（図
６-１０）．これは，損傷の進行を示すニーズがあることを意味しており，過去の健全な状態との比較を含めて，位置情報
を残すことへのニーズがあることを裏付けている． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 損傷位置の記録に関する橋梁点検ロボットの優位性 

一方，橋梁点検ロボットで取得した画像は，構造物の全面（ロボットが撮影できる範囲）をカバーすることから，多数の
画像を合成処理する必要はあるが，位置精度を推定することが可能であり，損傷位置を正確に記録することに関しては，
ロボットの画像に優位性があると言える． 

なお，橋梁点検ロボットで取得した画像から損傷の位置を推定する場合，カメラの機能で個々の写真に GPS 座標を

図６-１０ 損傷写真に見られる経年変化の比較（赤枠：今回点検，青枠：前回点検） 

前回点検時の支承装置 点検時の支承装置 

国交省資料を基に作成 
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組込む方法もあるが，その場合，損傷の位置ではなく画像の撮影位置が記録されるため，損傷の位置をより正確に推
定するためには，航空写真測量と同様に複数の画像を正射変換し，それらをつなぎ合わせることが必要となる．現在の
橋梁点検では，人が撮影した損傷写真を平面図上で管理するため，手作業で行う場合相当の手間と時間を要し効率
的ではない．近年，コンピュータビジョンの分野では，カメラで撮影した複数の画像から，各画像の撮影位置を推定し，
同一地点に対するそれぞれの画像の視差から対象物全体の 3 次元モデルを生成する SｆM（Structure from Motion）と
呼ばれるソフトウエア技術が，様々な分野で応用されている．この複数の画像を SｆM 処理することで生成された 3 次元
モデルは，多くの点群データ（3 次元 point cloud）で表現され，モデルの再現精度は，カメラの画素数，焦点距離，対
象物までの距離，重複率（二方向の重複率；オーバーラップとサイドラップ）に影響される．また，こうして生成された 3
次元モデルは，画像上の特徴点を自動的に解析することで点群の相対的な位置関係を推定するため，画像上の特徴
点に位置座標を与えることで，正確な大きさや位置を特定することができる． 
そこで，橋梁点検ロボットが取得した画像から 3 次元モデルの生成の可能性について，飛行型ロボット（UAV）を用いて，
実際の橋梁を撮影した画像から検証を行い，SｆM を用いて生成した 3 次元モデルから損傷位置を良好な精度で推定
できることを確認した．SｆM 処理機能を有するソフトウエアは市場での調達が可能であり，近年はクラウド上に画像デー
タをアップロードすることにより，3 次元モデル化処理が自動で行えるサービスも事業化されている． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 分解能から見たひびわれ検出能力の分析 

6.3.1 画素寸法によるひび割れ幅推定に関する考察 

コンクリート構造物の点検では，「ひび割れ」の検出に際し「ひび割れ幅」と「ひび割れ長さ」を測ることが要求される．
一般に近接目視点検では，点検員がクラックスケール等を用いて計測した「ひび割れ幅」と「ひび割れ長さ」を損傷図
に記載し，必要に応じてチョーキングと一緒に撮影したものを，損傷写真として記録する．この時撮影される損傷写真
には，必ずしもひび割れが写っていない．これは，損傷写真から，ひび割れ幅等を計測することがないからであり，計
測は現地で行われることから写真からはチョーキングなどでひび割れの大凡の位置が確認できれば良いとされている． 

一方で，橋梁点検ロボットを点検に用いる場合は，目視点検に先立って撮影されることから，ひび割れの位置や長さ，
幅が画像から計測できることが要求される．この点が，人が撮影する画像と橋梁点検ロボットが撮影する画像の間の大
きな違いである． 

前述のとおり国交省の現場検証では，画像からひび割れの検出精度を「判読可能率」を用いて評価が行われた．こ
こで「判読可能率」とは，点検員が近接目視で記録したひび割れのうち評価対象である画像から熟練技術者 3 名が揃
って判読できる判断したひび割れの割合と定義された．橋梁点検ロボットが搭載するカメラについて，ひび割れの識別
能力を評価するならば，カメラのレンズ仕様や画素数（解像度），撮像素子（イメージセンサ）の大きさ等からも光学的な
分解能に着目して性能を評価することも考えられるが，点検現場の多様性や環境の影響を考慮し，カメラの仕様から推
定される性能ではなく，最終的な画像を評価対象として，「ひび割れ等の損傷の検出能力」を評価している． 

その結果，ひび割れの判読可能率は，平均的な橋梁点検ロボットで 50％程度，最も優れたロボットでも 80％程度に

図６-１１ 橋梁点検写真管理の難しさ 
国交省資料を基に作成 
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とどまっている．判読可能率が低くとどまっている原因の一つには，人の作成した点検記録を評価基準としていることが
ある．加えて，判読可否の判断を「プリントされた画像」あるいは「ディスプレイに表示された画像」に対して人の識別能
力によって行ったことも，要因として考えられる． 

そこで，損傷画像を画素レベルで視認できるところまで拡大し，ひび割れ幅の推定の妥当性について検証した．画
像は，画素が識別できるレベルまで拡大すると図６-１２に示すようなグリッドになる．今，画素サイズが 0.1 ㎜の画像で
0.1 ㎜幅の直線を撮影し映像化すると，①～④に示すように，①ひび割れと画素がちょうど重なるケース，②ひび割れ
が二つの画素に部分的に重なるケース（ここでは，1/3 と 2/3），③ひび割れが二つの画素に同じ割合で重なるケース
（ここでは，1/2 と 1/2），④ひび割れが画素のタイルに対して斜めに位置したケース，が考えられる．この場合，各画素
は，カラー画像の場合，R（レッド）・G（グリーン）・B（ブルー）の三原色に 255 階調で表現される．各素子の濃淡は，ひ
び割れの重なる割合によって表現される．各々の受光素子に入る光子の数に比例して色の階調が決まる． 

この場合，ひび割れ幅の推定は，色調に着目して判断することで原理的には可能と考えられるが，人の目で定量化
することは難しいし，実務上は非効率である．しかし，画像の仕様が明らかな場合は，画像認識技術や AI のディープラ
ーニングによりひび割れ幅の識別を可能とする技術開発は，いくつかの試みが報告されている． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国交省の現場実証では，点検現場を取り巻く様々な制約や環境条件を考慮し，カメラの仕様から推定される検出能

力ではなく，橋梁点検ロボットに搭載し実際に撮影した画像を対象に「ひび割れ等の損傷の検出能力」を評価した．そ
の結果，ひび割れの判読可能率は，平均的な橋梁点検ロボットで 50％程度，最も優れたロボットでも 80％程度にとど
まっている． 

判読可能率が低くとどまっている要因には，撮影条件や画角等がバラバラだったことが考えられる．加えて，この判
読可能率の評価に際して，人の作成した損傷図を評価基準とし，評価対象にうつった損傷の判読可否を「プリントされ
た画像」あるいは「ディスプレイに表示された画像」に対して，画像を拡大することなく評価を実施したことも要因として考
えられる． 

そこで，撮影位置（焦点距離）から対物画素寸法が明らかとなる前提のもと，損傷画像を画素レベルで視認できるとこ
ろまで拡大し，ひび割れ幅の推定の妥当性について検証した． 

 

6.3.2 画素寸法の違いによるひび割れの見え方 

 点検ロボットを用いて橋梁の点検画像を撮影すると，被写体との距離や角度といった撮影条件の違いによって，たと
え同一の損傷であっても見え方が大きく変化する．ひび割れ撮影時の焦点距離や撮影角度の違いに応じて１画素が
表現するひび割れの寸法も異なってくる．点検ロボットで撮影したひび割れの大きさを明らかにするためには，画像の
撮影条件から，１画素あたりの寸法（以降，「対物画素寸法」とする）を推定する必要がある．加えて前述のとおり，対物
画素寸法だけでなく，輝度や明度等の１画素で表現できる階調も重要な情報となる． 

本研究では，実際の橋梁点検画像におけるひび割れの識別能力の評価方法を考察するために，土木研究所内に

0.1 ㎜幅のひび割れ 

図６-１２ ひび割れを画素レベルまで拡大した場合の見え方のイメージ 

①  

②  

③  

④  

0.1 ㎜幅のひび割れの見え方 
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ある実橋梁のカットモデル（写真 6-４）を用いてひび割れ画像を撮影し画素寸法の違いによる見え方の違いを検証した．
なお，撮影は，主桁及び地覆部コンクリート表面のひび割れを対象に，市販の 4200 万画素のカメラ（ソニー製α７Ⅱ）
を使用し，対物画素寸法が 0.1～1.0 ㎜/pixel になるよう部材表面の法線方向に撮影距離を 6 段階に分け画像を取得
した（表６-３）． 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

写真６-４ クラックの撮影を行った土木研究所内の実橋梁カットモデル 

表６-３ クラックの撮影条件 
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① 撮影距離の違いによる見え方の違い 

 橋桁の表面にある幅 0.20mm のひび割れを正対方向に異なる距離から撮影した画像を示す（写真６-５）．ここに示す
画像は，表６-３の条件に基づき撮影した画像を市販ソフトウエアにより引き延ばし拡大したものである．これらの画像か
ら，対物画素寸法の１／３程度まではひび割れを識別できる可能性を確認できた．このように画像の撮影距離の違いに
より同じひび割れ幅であっても見え方が大きく異なり，対物画素寸法がひび割れ幅の３倍を超えると識別できない（ひ
び割れが記録できない）ことが判る．UAV などを用いて点検画像を撮影する場合は，これら画像を撮影したカメラの場
合は，点検対象に 5.0m より接近する必要があると言える．また，ひび割れの識別は，必ずしも画素寸法だけで決まるも
のではなく，明度などの画素が保持する階調の情報と合わせ評価する必要があると言える． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 回転による見え方の違い 

前項で示した幅 0.20mm の同一のひび割れを，カメラを正対方向に向けたまま，撮影方向を軸に 45 度回転させて写
した画像を示す（写真６-６）．カメラを回転させることにより画像の見え方が若干変化するものの，ほぼ同一のひび割れ
形状を再現できていることが確認できた．これらの画像から，同じひび割れを同じ距離から撮影する場合，撮影方向が
同じであればカメラが回転しても，ひび割れの識別には影響がほとんどないことが判る．この画像は対物画素寸法が
0.1 ㎜であることが予め判っているが，画像から最大ひび割れ幅を推計する場合，ひび割れ直角方向に２～４画素に跨
って黒い影の部分が判読できる． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

写真６-６ 回転によるひび割れの見え方の違い 

pixel size: 0.10mm 
撮影距離：0.8m 

（角度：0 度） 

40pixcel（4.0mm） 24pixcel（7.44mm） 

pixel size: 0.31mm 
撮影距離：2.4m 

（角度：0 度） 

pixel size: 0.64mm 
撮影距離：5.0m 

（角度：0 度） 

25pixcel（16.0mm） 

写真６-５ 距離の違いによるひび割れの見え方の違い 

ひび割れ画像を拡大した範囲 

※画像は，撮影距離 0.8m（対物画素寸法 0.1 ㎜） 
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③ 色調の違いによる見え方の違い 

同じ幅のひび割れであっても，使用材料や建設時期の違いによって色調が異なることがある．建設後時間が経過す
るとコンクリート表面が変色し黒ずむことがある．色が変色し黒ずんだコンクリートと白っぽいコンクリート表面のひび割
れの画像の比較を行った（写真６-７）．ひび割れ検出においては，コンクリート表面が変色した場合と，白っぽい場合で
は，ひび割れの見分けやすさが違うことが判る． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 撮影角度の違いによる見え方の違い 

同じ幅のひび割れであっても，角度の違いによって実際よりもひび割れ幅や長さが小さく見える．例えば，斜め 45 度
から撮影するとひび割れ幅は，画像は COS45°倍（０．７１倍）に見える．実際の画像で比較すると部材の形状は，見え
方が大きく異なる(写真６-８)．一方，ひび割れの拡大画像（写真６-９）では，画素サイズがひび割れ幅の 1／2 程度であ
ることからも肉眼では見分けることが難しいが，対物画素寸法が異なるため,角度を考慮すれば画像からひび割れの大
きさを推計できる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

写真６-７ 画素レベルでのひび割れの見え方の違い 

pixel size: 0.21mm 
撮影距離：1.6m 

（角度：0 度） 

40pixel 

（8.4mm=0.21×40） 

対物画素寸法: 0.21×1.41mm（横方向） 
撮影距離：1.6m 

（角度：斜め 45 度） 

40pixel 

（11.8mm=0.21×1.41×40） 

写真６-９ 撮影角度の違いによるひび割れ(拡大)の見え方の違い 

写真６-８ 撮影角度の違いによるコンクリート部材の見え方の違い 
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6.3.3 幾何補正によるひび割れ検出精度の確保 

前項までの分析からも，点検画像からひび割れ幅を識別することは，表面の色味やコントラストにも影響され一概に
は言えないが，概ね画素サイズの 3 分の１程度までは識別できる可能性を確認できた．画素レベルでの損傷識別能力
を分析したことで，対物画素寸法を考慮した撮影を計画すれば，UAV など飛行型ロボットに搭載した市販カメラでも，
3m 程度の離隔から 0.1 ㎜程度のひび割れ検出も可能であることが判る（ただし，ロボットの位置制御と撮影が確実に行
われることで，空間分解能と明度や彩度の諧調が確保された画像であることが前提である）． 

橋梁点検作業で把握することを求められるひび割れの検出精度は，管理者によってことなるが，直轄管理橋の PC
橋では幅 0.1 ㎜程度のひび割れまでを記録することとしている．また，RC 橋脚などでは幅 0.2 ㎜程度のクラックを検出
すればよいことから，UAV などを用いて撮影した画像からひび割れが検出できれば，実務的には相当大きな効果が期
待できる． 

しかし，UAV などを用いて画像を撮影する場合，必ずしも構造物に正対できるとは限らない．構造物表面に対して斜
め方向から撮影した画像は，見かけ上ひび割れ幅が細く見えてしまうことから，仮に幅 0.2 ㎜以上の斜め方向から撮影
する前提で全てのひび割れを検出する場合には，点検ロボットの空間解像度は，0.2 ㎜以下の損傷を検出できることが
要求される．本節では，画像の幾何補正によるひび割れ検出精度確保の可能性について考察する． 

構造物の表面に対してカメラの撮影方向が既知の場合(図６-１３)に，カメラの撮影方向ベクトルを用いてホモグラフィ
ー行列による点検画像の射影変換等により正対画像に補正することが可能である． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 画像の幾何補正については，留意すべきことがある．写真６-10 に示す補正前画像から幾何補正すると，ひび割れを
表現するための最小画像構成要素である画素のサイズが 0.3 ㎜であることから，それ以下の変化については明度など
の階調情報でしか表現されない．そこで，補正前画像をソフトウエアにより細分化（1 画素を水平方向に 10 分割）したの
ちに水平方向に幾何補正を行った（写真６-１０右）． その時の幾何補正前後の画像を拡大し比較したところ，補正前
の１画素（細分化後は 10 画素）で表現していたひび割れが 14 画素で表現されていることが確認できた（写真６-１１）．
このことから，点検画像について撮影位置や撮影方向，点検対象との距離・角度等の撮影条件を用いて，点検画像を
幾何補正することにより，ひび割れ等の大きさを推定できる可能性を確認することができた． 

【補正前画像（オリジナル）】 【幾何補正後（正対化）】 

対物画素寸法: 0.30mm 
撮影距離：1.6m 
（撮影角度：斜め 45 度） 

※0.4mm 幅は，実質的に 1／√2 倍 になってい
るため，かろうじて検出できた（0.28mm 幅相当の
サイズ）． 

対物画素寸法: 0.021mm 

撮影距離：1.6m 
 → 補正前画像の画素を 10 分割することで画
素サイズを 0.021/pixel とした上で幾何補正を行

った． 

図６-１３ 点検画像の撮影方向による補正 

写真６-１０ 斜め 45 度から撮影した点検画像の正対化補正 
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橋梁点検の実務では，ひび割れの有無を確認するだけでなく，最大ひび割れ幅やひび割れ長さ，ひび割れの方向

や間隔を確認し記録することが求められる．これらのひび割れの大きさ等を画像から推定するためには，撮影条件（カ
メラの焦点距離，対物距離，部材表面の法線と撮影方向の相対角度）を把握する必要がある．3 次元空間上における
点検画像の撮影条件の推定に関しては後述するが，本項では点検画像の分解能に着目し橋梁点検に求められる検
出精度を確保するための考察を行った． 
 

  

1pixcel 
（0.21mm=0.21×1） 

14pixcel 
（0.414mm=0.0296×14） 

写真６-１１ 画素細分化後の幾何補正によるひび割れ画像の変化 

pixel size: 0.21mm 
撮影距離：1.6m （撮影角度：斜め 45 度） 
※0.4mm 幅は，実質的に 1／√2 倍に見えている． 

40pixcel（11.0mm=0.21×40×√2mm） 400pixcel（11.0mm=0.0296×400） 
pixel size: 0.0291mm 

撮影距離：1.6m 

（撮影角度：斜め 45 度から正対視へ変換） 

【補正前画像（オリジナル）】 【幾何補正後（正対化）】 
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6.4網羅的に撮影された点検画像の優位性 
6.4.1 画像記録範囲から見たロボットの優位性 

ここでは，点検ロボットを用いて網羅的に撮影された画像について，点検成果の視点からみた優位性について考察
する．一般的に行われる人の近接目視点検では，点検員は損傷や変状を確認した箇所のみ画像を撮影するため，構
造物全体に亘って網羅的に画像が記録されることはない．人が撮影した損傷写真は，点検調書の中に矢印を用いて
展開図上に撮影位置を明記することによって管理される．これは不必要に画像を増やさない点からも，合理的な方法
であったと言える．しかし，点検を行った者以外には損傷位置を確認することが難しく，損傷の見落としや誤認などの単
純なミスについても施設管理者は確認することが出来ない状況にある．さらに 6.2 節でも述べた通り，人が行う損傷の位
置記録精度にはバラつきがあることが明らかであり，5 年毎に行われる定期点検において，前回の点検で事実と異なる
位置に記録された損傷を発見するために割かれる労力や，点検記録の修正に費やされる労力に関して改善の余地が
ある． 

本研究では，この点に着目し橋梁点検ロボットから得られる大量の画像から生成可能な“位置関係が明らかにされた
画像”のもつ優位性について整理する． 

先ず，人の近接目視点検で記録される画像と，橋梁点検ロボットを用いた画像の記録範囲の網羅性の違いに着目し，
ａ）～ｄ）の４パターンに分類した（図６-１４）．先に述べたとおり人の近接目視点検では，画像が記録される範囲が損傷
発生部位に限定されるため画像の網羅性がないことから，画像から損傷位置の推定できない（右端ｄ）のケース）．構造
物の表面を全面に亘って撮影した場合には，画像から全ての損傷について位置を確認することが可能となる（左端ａ）
のケース）．また，実際の橋梁点検は様々な環境条件の下で行われるため，飛行型ロボットで撮影する場合にも風雨や
支障物の影響により全面撮影できない場合もある（左から２・３番目，ｂ）ｃ）のケース）．この様な場合では，全ての損傷
の位置を確認することは出来ないものの，画像の相対的な撮影位置が判ることから損傷位置の推定は可能である．橋
梁点検ロボットのためのインフラマーカーなどを用いることで点検対象の画像の網羅性が乏しい場合でも損傷位置の
推定が可能である． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 次に，画像撮影範囲の網羅性に違いがあることを踏まえ，いくつかの事例を用いて点検業務における有用性を考察
する． 

まず，網羅的に撮影が行われた事例を示す（図６-１４のａ）に相当）．図６-１５は，飛行型ロボットを用いて撮影した橋
梁の点検画像を合成し作成した点検調書（旧橋梁定期点検要領に基づく損傷図（様式５））である．図中には引き出し
線によって多くの損傷位置が示されているが，そのうちの一つ写真番号 15 に示す損傷写真を図６-１６に示す．また比
較のために同一の橋梁を対象に，現在一般的に行われている近接目視点検によって作成された点検調書（旧橋梁定
期点検要領に基づく損傷図（様式５））を示す（図６-１７，図６-１８）． 
 図６-１７に示す損傷図は，橋梁の径間毎に展開図を作成し“矢印”と“引き出し線”を用いて損傷の位置を示すととも
に“損傷の種類”と“損傷程度の評価”，“写真番号”，“損傷の発生した部材番号”が記される．飛行型ロボットで撮影し
た画像から作成した損傷図（図６-１５）についても，同様の内容が記載されており同等であることが判る．さらに損傷図
において写真番号が示された損傷については，当該損傷を撮影した損傷写真が別の様式に整理される(図６-１８)． 

図６-１４ 人と点検ロボットの画像撮影範囲の違い 
の違い 

a)網羅性がある画像 

矩形の４隅が撮影範

囲に入り位置関係が

再現できる． 

【ロボットによる網羅的

な点検】 

b)網羅性が一部欠落 

矩形の４隅が撮影範

囲に入らないが，損傷

の相対位置の再現は

可能． 

c)網羅性に乏しい 

損傷の相対位置の再

現は可能．マーカーや

計測等による補正が

必要 

d)網羅性がない 

画像のみでは損傷位

置の再現は困難．別

途計測が必要 

【人による点検】 
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 飛行型ロボットで取得した点検画像を合成することによって作成した点検調書においても同様の損傷写真を作成す
ることが可能である（図６-１６）．このことからも，点検ロボットにより全面的な画像が取得できる場合には，人の近接目視
点検と同等の損傷図を作成することが可能であることが判る．さらに，この事例では損傷図に示した展開図に合成写真
を重畳することにより，個々の損傷の位置関係の正確さを担保している．目視点検により作成された点検調書では，損
傷の位置関係の正しさが担保できないことは，「6.2 人によるひび割れの位置記録能力に関する分析」において考察し
たとおりである． 

また，点検ロボットで取得した画像を合成することによって，画像の位置関係と損傷位置を推定する方法は，点検員
が作成した損傷図に比べ損傷の位置を確認できる点においては同等であるが，損傷写真の全体に対する位置関係や
撮影に漏れがある場合に容易に確認することができる点も有利な点である．特に補修の要否を現場において確認する
際には，現状で行われる平面図上に図示された矢印のみを頼りに探す場合に比べて，周辺の画像と連続的な状況を
確認できることから効率的に損傷を特定することが可能である． 

しかし，これらのモザイク画像を用いて損傷図を作成するためには従前と同じ作業プロセスに加えて写真合成処理を
行う必要が生じるため，調書作成作業だけに着目すれば経済性が低下することになる． 
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図６-１５ 飛行型点検ロボットの画像を合成し損傷図を作成した例 

国土交通省次世代インフラ用ロボット現場検証報告書より 

ルーチェサーチ作成 

15 径間番号 8 撮影年月日

主桁 要素番号 0201

ひびわれ 損傷程度 d ひびわれ0.1～0.3mm

L=400mm×2箇所

L=200mm×1箇所

L=100mm×1箇所

写真番号

部材名 メモ

損傷の種類

図６-１６ 飛行型ロボットで撮影した主桁下面の損傷画像（点検調書から抜粋） 

国土交通省次世代インフラ用ロボット現場検証報告書より 

ルーチェサーチ作成 

写真番号 15 

写真番号 15 
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図６-１７ 一般的な橋梁点検で作成される損傷図（検証用に作成されたもの） 

       出所：国土交通省次世代インフラ用ロボット現場検証報告書より 

図６-１８ 一般的な橋梁点検で作成される調書の損傷写真（検証用に作成されたもの） 

       出所：国土交通省次世代インフラ用ロボット現場検証報告書より 

写真番号 32 

写真番号 32 
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次に，網羅性に欠落がある事例を示す（図６-１４のｃ）に相当）．同じく飛行型ロボットによる高橋脚の点検で撮影範
囲に漏れがあった事例である（図６-１９）．広範囲を詳細に視る必要がある構造物の点検では，気象等の要因により網
羅的に画像取得できないことがある．撮影範囲の網羅性を個々の画像からは判断することは困難できないが，撮影し
た範囲の合成画像を作成することで相対的な位置関係を判読できる場合がある．このケースでは網羅性に乏しいもの
の，橋脚の角とコンクリート打継目の位置から点検画像と損傷の相対位置を再現することが出来たことから，画像取得
範囲を示すことが出来ている．言い換えれば，画像の欠落した範囲も確認できることから，不足した範囲の補完を含め
点検品質を管理することも可能であることが判る．このことからも撮影した点検画像を連続的に撮影することで，点検を
行った範囲と検出した損傷の位置を確認することができる点において有利であることが明らかである． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【点検ロボットが撮影した合成画像】 

画像は橋脚側面を網羅していないが，

打継目の位置からも位置関係が再現さ

れていることが判る． 

：ロボットが撮影した範囲 

図６-１９ 飛行型ロボットが撮影した高橋脚の合成画像の例 

出所：国土交通省次世代インフラ用ロボット現場検証報告書より 
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6.4.2 点検画像の網羅性を確認する方法 

次に，同じく飛行型ロボットによる鋼橋の床版部分の点検において撮影範囲の確認が困難であった事例を示す（図６
-２０）．これは撮影画像に一部欠落がある事例である（図６-１４のｃ）に相当）．単調なパターンを繰り返す構造物の点検
では，画像の特徴が乏しく撮影位置の特定が難しいケースがある．そのような場合でも連続的に撮影範囲を重複させ
ながら撮影することで位置関係を明らかにすることが可能である．この事例では，撮影した角度や床版との距離の違い
に応じて鋼材部の見え方が変化していることからも位置関係の整理に手間を要した．この事例からは，点検画像の網
羅性を確認するためには，画像の連続性や重複による補完が必要であることが判る． 

以上から，橋梁点検ロボットを用いるメリットとして，点検範囲を網羅する適切に撮影された画像を合成することで損
傷の位置関係を推定することが可能であり，人の目視点検に比べてより正確な損傷位置を示すことができる点で有利
であることが確認できた．加えて橋梁を構成する全ての部材と要素を近接目視により点検することを求める現行の橋梁
定期点検要領に対しても，橋梁点検ロボットの撮影範囲を明確に再現できる点において優位性があると言える． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 橋梁点検ロボットの損傷記録能力における優位性 

前節では橋梁点検ロボットを用いることで目視点検よりも正確に損傷位置を記録できること，ロボットを用いた場合に
点検範囲（画像を取得した範囲）を確認できる点を明らかにした．  

ここでは，橋梁点検ロボットを用いて取得した画像の撮影位置の推定に関する優位性を明らかにする．そのために，
橋梁点検において求められる損傷位置の記録精度について述べる．次に損傷の発生位置を記録するための損傷画
像の撮影位置や撮影方向・撮影範囲を 3 次元モデル上で表現管理するためにＳｆＭ（Structure from Motion）と呼ばれ
るソフトウエア技術を用いて橋梁の 3 次元モデルを構築するとともに，画像の撮影位置・撮影方向の推定精度について
検証を行うことで橋梁点検ロボットの損傷記録能力に関する優位性を明らかにする． 

図６-２０ 飛行型ロボットが撮影した鋼製桁及び床版の合成画像の分析例 
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6.5.1 橋梁点検において求められる位置記録精度 

橋梁点検ロボットを用いた点検では，人の近接目視に先立ちロボットを用い網羅的に画像を取得することで，
人による近接目視範囲を絞り込むことで効率化が図られる（図６-２１）．その際，画像から確認した損傷や変
状の位置記録精度は，人が確認すべき場所を特定するために必要な情報であり，その精度が低下すれば人の点
検効率も低下する．一方で点検ロボットの移動経路と撮影位置・撮影方向・撮影角度は，わずかな揺らぎによ
って点検画像の画像中心の座標は影響を受ける（図６-２２）．このため撮影経路や撮影位置，撮影方向を正確
に制御することは極めて難しい．  
著者の経験上，少なくとも点検員が指示された位置から，一目で損傷を視認できる程度の位置記録精度が必

要であると考え，位置記録精度として損傷がある実際の位置から概ね 10 ㎝程度の範囲を指示できる精度が必
要と考える（図６-２３）． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高架

 

床版橋 

図６-２１ 飛行型点検ロボットによる撮影イメージ 

図６-２２ 飛行型点検ロボットの画像撮影時の誤差要因イメージ 

図６-２３ 点検ロボットの撮影時の姿勢による画像の違い 
～画像の位置記録誤差が 10 ㎝程度に収まることが目標～  
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6.5.2 損傷記録精度に係る基礎的検証 

 ここでは，点検ロボットで撮影した画像について，損傷位置の記録精度を検証し点検ロボットから得られる画像の空間
解像度推定への可能性等の利点について考察する．点検ロボットにより得られた大量の画像を用いるメリットとして，
「撮影した点検画像から３次元モデルの構築が可能であること」，「３次元モデル上で点検時に撮影した画像の撮影位
置と撮影方向ベクトルを可視化できること」，「３次元モデル上で損傷の位置推定が可能であること」の３点を挙げること
ができる．次にこれらの点検画像から構築した３次元モデルの精度，画像の撮影位置・撮影方向の推定精度，３次元モ
デル上での損傷の位置推定精度について検証した結果を示し，点検ロボットで取得できる画像の損傷評価における有
用性を示すものである． 

１）取得画像から構築した 3次元モデルの精度 

橋梁部材の損傷位置を記録するためには，現状の点検調書作成時に 2 次元展開図面を作成し引き出し線を用い
て，径間番号，部材番号，損傷写真番号に関連付ける作業が必要となる．実座標で作られた 3 次元モデルと損傷の位
置座標があれば，ソフトウエア処理により大幅なる省力化が可能となる． 

そこで，画像から構築した 3 次元モデルがどの程度の精度で構築できているかを検証した．土木研究所内にある鋼
製橋梁（写真６-１２：2 径間連続鈑桁橋：橋長 40m，幅員 8m，橋脚高さ約 7.5m）を対象に，橋台，主桁下面，主桁側面
を UAV に搭載した一眼レフカメラ（Sony 製 α７Ⅱ）で撮影した，811 枚の画像を用いて 3 次元モデルを SfM により生成
処理した．撮影は，国土交通省の「UAV を用いた公共測量マニュアル（案）を参考に一定の重複率（隣接写真重複率
80%，コース間重複率 60%）の下で撮影を行った．なお，SfM による処理に際しては，811 枚に加えて，測量用反射プリ
ズムを付けたカメラで撮影した画像を 15 枚使用し，これらの画像については，撮影位置座標及び撮影方向ベクトルを
光波測距儀で計測し精度の検証を行った． 
 さらに，より効率的に 3 次元モデルを構築するために橋梁点検ロボットによる近接撮影とは別に，遠景画像を撮影す
ることにより 3 次元モデルの構築を試みた． 
飛行経路の設定は，道路橋上部の UAV による飛行は，道路利用者の安全確保のために避け，橋梁から 8m の離隔を
取り飛行経路（撮影経路）を設定した．飛行経路は，①垂直撮影（高度 40m），②斜め撮影（高度 20m），③側面上段，
④側面中段，⑤側面下段，の５経路として，垂直飛行により橋梁外周に基準点４点を設置し，基準点 4 点毎に 3 枚以
上が画像に移るように設定した（図６-２４）．撮影は，写真測量の考え方をベースとし，位置精度は「UAV を用いた公共
測量マニュアル（案）」および「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領」の±0.1ｍ以内となるように計画
した． 

このようにして撮影した遠景画像から，SfM ソフトウエア（ここでは，Pix4d 社製 Pix4Dmodel）を用いて 3 次元モデルを
構築した（図６-２５）．なお，3 次元モデルに付与した評定点４点の座標と実測値との誤差を示す（図６-２５，表６-４）．構
築した 3 次元モデルを構成する各部位においてどの程度の精度があるかを検証するために，標定点以外の検証点 38
点（上面，側面，橋脚，橋台各 5 点以上）を設定・測量し，3 次元モデル上での検証点位置と比較を実施し，後述する
が各検証点の位置ずれは，最大で X 方向：0.025m，Y 方向：0.031m，Z 方向：0.041ｍであり，いずれも±5 ㎝程度の精
度を満たしていることが確認した． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真６-１２ 検証対象橋梁（2 径間連続鈑桁橋：橋長=40ｍ，幅員=8ｍ，高さ=7.5ｍ（土木研究所内）） 
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①  

② 

③ 

④ 

⑤ 

図６-２４ 遠景画像撮影のための飛行経路イメージ 

図６-２５ 遠景撮影から構築した 3 次元モデル 
～評定点と検証点を表示（Pix4Dmodel で作成）～ 

標定点名 Ｘ(m) Ｙ(m) 高さ方向(m) 

T1 -0.002 0.007 -0.004

T2 -0.001 -0.002 0.005

T3 0.006 0.005 -0.004

T4 -0.003 -0.01 0.005

最大値 0.006 0.01 0.005

標準偏差 0.004 0.007 0.005

（水平位置と標高の制限値）　標準偏差＝0.060m / 最 大 値＝0.120m　

表６-４ 遠景画像から生成した 3 次元モデルの精度（評定点における実測値との差） 
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２） 画像の撮影位置・撮影方向の推定精度 

次に画像の撮影位置と撮影方向の推定精度について検証した．SfM ソフトウエアを用いて橋梁の 3 次元点群モデル
を構築する過程で，3 次元モデル生成に使用した画像の位置関係が推定できる．この機能を利用すれば，点群モデル
の上に，点検画像の撮影位置と撮影方向ベクトルを可視化することが可能である．撮影位置と撮影方向が推定できれ
ば，点検ロボットを過去に損傷を撮影した位置へ誘導し，同一の視点から損傷を観察することが可能となる．いわば定
点観測を可能とするものであり，損傷の進行をより正確に評価できる可能性を拡げることができる．さらに，「６．３分解能
から見たひび割れの検出能力」で述べたとおり，撮影したカメラの位置から画像の空間分解能や撮影角度を用いてひ
び割れの大きさを定量化することが可能となる． 

そこで，SfM から推定したカメラの撮影位置と撮影方向ベクトルの精度を実測により検証した．カメラ撮影位置と撮影
方向の推定精度を検証するためには，撮影時のカメラの撮影位置と被写体の位置を正確に把握する必要がある．この
ため，SfM 処理に使用する画像のうち 15 枚については，撮影方向検証用の座標値が定まっている標定点を橋台，鋼
製桁下面，鋼製桁側面に各 5 点設置し，カメラの画像中心が，標定点となるように撮影した．合わせて撮影位置を，カ
メラに測量用プリズムを取り付けることで，光波測距儀を用いて計測することにより正確な位置を把握した（図６-２６）．
SfM で構築した 3 次元点群モデルと光波測距儀で得られた画像の撮影位置情報を比較した結果，SfM で算出した撮
影位置の実測値との誤差は，最大 3.4 ㎝であり，高い精度で推定できることが判った（表６-５）． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６-２６ ３次元点群モデル上への UAV 撮影画像の撮影位置と方向ベクトルの表示 
～撮影時の視点から画像を可視化できる特長を有する～ 

水平方向 垂直方向 水平方向 垂直方向 水平方向 垂直方向

最大開差（ｍ） 0.010 0.008 0.005 0.009 0.034 0.003

標準偏差(m) 0.007 0.007 0.004 0.008 0.030 0.002

橋台 主桁下フランジ下面 主桁側面

(水平位置と標高の制限値)   標準偏差:0.060ｍ / 最大値:0.120ｍ

検証場所

表６-５ 撮影位置（実測）とＳｆＭ推定位置の差（検証結果） 
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３） 3 次元モデル上での損傷位置推定精度 

点検画像を 3 次元モデル上に表現することのもう一つのメリットは，点検時に撮影した画像の撮影位置と撮
影方向を推定できるだけでなく，損傷の位置を直接推定する出来ることにある．損傷位置情報が信頼できれば
経年変化の確認や損傷原因の検討において，診断精度向上や効率化にもつながる． 
そこで，損傷位置の推定精度を検証するため，損傷に見立てたターゲット（測量用反射シート）を橋梁表面

（上面，側面，橋脚，橋台各 5 点以上）に貼り付けることで精度検証を実施した（図６-２８）．3 次元点群モデルは，
面を形成していないため損傷位置検証においては，ターゲットの中心に相当する点が見つけられないものは対
象から除却した（図６-２９）．評定点は９４箇所設置したが 3 次元点群モデル上で中心に点を視認することがで
きたターゲットは 38 点であった．これらのターゲットについて光波測距儀を用いて測量した位置座標と比較したところ，
各検証点の位置の誤差は，最大で X 方向：0.025m，Y 方向：0.031m，Z 方向：0.041ｍであり，いずれも±5 ㎝程度の精
度を有していることが確認できた（表６-７）． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６-２７ :測量用反射プリズム付カメラによる検証 

図６-２８ ３次元モデル化の検証対象橋梁と測量ターゲット設置状況 

写真６-１３ 検証に用いた測量用反射プリズム付きカメラ 

表６-６ 実測値とＳｆＭ推定位置の違いによる撮影方向ベクトルの角度差 

X(m) Y(m) Z(m) X(m) Y(m) Z(m) X(m) Y(m) Z(m)

1 21715.974 12240.774 31.061 21713.384 12239.279 31.068 21713.394 12239.281 31.060 0.167

2 21715.975 12240.773 30.662 21713.388 12239.278 30.665 21713.397 12239.282 30.655 0.186

3 21715.975 12240.773 30.262 21713.387 12239.278 30.265 21713.400 12239.283 30.258 0.134

4 21715.978 12240.774 29.862 21713.387 12239.278 29.863 21713.395 12239.282 29.859 0.084

5 21715.98 12240.773 29.462 21713.388 12239.278 29.464 21713.396 12239.282 29.458 0.108

ターゲット

No

ターゲット位置座標
測量方向ベクトル SfM方向ベクトル

撮影位置（実測値） 撮影位置（SfM算出値）
角度差：θ

(degree)
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6.6 ロボットの特長を活かした３次元モデル上での画像撮影位置の管理 

6.6.1 ３次元モデルでの画像管理 

前節までの検証結果，点検画像から生成した３次元点群モデルが高い精度で再現できることを踏まえ，現行
の平面展開図ベースの損傷図に代わる３次元モデルを利用した点検画像管理の可能性について考察する． 
現行の橋梁点検では，損傷の位置を記録するために損傷図を作成する必要があり，損傷図に記載するために

必要な部材番号図や損傷写真番号を管理するために多くの時間と労力を費やしている．そこで，点検ロボット
により網羅的に撮影した点検画像から，確実かつ効率的な損傷状況の把握を実現するために，飛行型点検ロボ
ットと SfM（Structure from Motion）等を用いた． 

SfM により 3 次元モデルを生成する機能を有するソフトウエアは市場でも調達可能であり，これらを用いて
生成した 3 次元モデル上に写真の撮影位置を復元することが可能である． 
実務的に必要な精度を確保しつつ，どこまで効率的に損傷位置を記録できるかが重要である．さらに，SfM

により生成した 3 次元点群モデルを用いれば，構造物とのカメラ位置関係，カメラの向きを再現することがで
き，損傷の位置推定が可能となる．図６-２９は，著者らが土木研究所内にある鋼橋（単純合成鈑桁橋：３主
桁）をカメラで撮影した画像から，生成した 3 次元モデルとカメラの撮影位置，および撮影方向と画角を表示
したものである．さらには，ロボットの進入がより困難な鋼橋の主桁内部の空間で撮影された画像についても
撮影位置を表示することが可能であることを確認した（図６-３０）．  

図６-２９ ３次元モデル上に撮影位置を表示したもの 

 撮影位置・方向・画角 

図６-３０ 撮影画像と 3 次元モデルの重ね合わせ 

画像 

3 次元点群モデル 

Ｘ (m)
（水平方向）

Ｙ (m)
（水平方向）

Z (m)
（高さ方向）

橋台 0.009 0.006 0.032

主桁側面 0.010 0.006 0.028

橋脚 0.010 0.005 0.029

路面 0.006 0.010 0.023

0.025 0.031 0.041

0.011 0.009 0.029

最大値

標準偏差

各
部
位
の
平
均

表６-７ 損傷位置の推定精度 

図６-２９ ターゲットの見え方（視認できない例） 

３次元モデル 検証点 
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点検ロボットを用いる場合，画像の情報から損傷の位置関係を明確にすることが可能であるが，損傷のない部位の
画像も取得するため人の近接目視点検に比べて撮影される画像数が圧倒的に増える．損傷がない部位の画像を残す
ことへの意見に賛否はあるが，損傷がない事実は損傷発生時期を推定するための根拠になることに加え，画像が網羅
的に記録されることで見落としや記録ミスや誤認に対する確認手段としての利用価値が期待できる．特に損傷写真は，
点検員のミス等により撮影した位置が判らなくなった画像については，点検資料としての価値が著しく損なわれることに
なる．点検ロボットが撮影した画像は，網羅的に撮影することで位置関係が明確になるため，点検記録としての画像の
有用性を高めることが可能となる． 

画像に捉えた損傷の位置を推定する方法としては，①画像相互の相対的な位置関係のみから 2 次元的に推定する
方法と，②各画像の撮影位置と撮影方向から 3 次元的に推定する方法がある． 
 画像を合成することにより，その位置関係から損傷位置を推定する方法①については，国交省の現場検証で検証に
参加した飛行型ロボットの多くが，点検写真を合成したモザイク画像を点検成果として提出している．現行の損傷図に
比べ，点検画像の全体に対する位置関係や撮影漏れの確認が容易である． 
 3 次元的に損傷位置を推定する方法②については，カメラの機能で個々の写真に GPS 座標を組込む方法もあるが，
その場合，損傷の位置ではなく画像の撮影位置が記録されるため，損傷の位置をより正確に推定するためには，航空
写真測量と同様に複数の画像を正射変換し，それらをつなぎ合わせることが必要となる．現在の橋梁点検では，人が
撮影した損傷写真を平面図上で管理するため，手作業で行う場合相当の手間と時間を要し効率的ではない．近年，コ
ンピュータビジョンの分野では，カメラで撮影した複数の画像から，各画像の撮影位置を推定し，同一地点に対するそ
れぞれの画像の視差から対象物全体の 3 次元モデルを生成する SfM と呼ばれるソフトウエア技術が，様々な分野で応
用されている．この複数の画像を SfM により処理することで生成された 3 次元モデルは，多くの点群データ（3 次元 
point cloud）で表現され，モデルの再現精度は，カメラの画素数，焦点距離，対象物までの距離，重複率（二方向の重
複率；オーバーラップとサイドラップ）に影響される．また，こうして生成された 3 次元モデルは，画像上の特徴点を自動
的に解析することで点群の相対的な位置関係を推定するため，画像上の特徴点に位置座標を与えることで，正確な大
きさや位置を特定することができる．また，追尾式トータルステーション（光波測距測角儀）と IMU やジャイロを組み合わ
せることで推定する方法などが提案されている．また，特徴点となるマーカーを構造物表面に設置することで部分的な
範囲で撮影した画像にも位置情報を付与することが可能である． 
  

図６-３１ SfM により 822 枚の画像から生成した 3 次元点群モデルと UAV 撮影画像の重ね合わせ 
～3 次元モデル上で画像の撮影位置が明瞭に判る特長を有する～ 
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6.6.2 点検調書への適用性 

橋梁点検ロボットを用いた点検では，大量の画像を取得することによる取り扱いの煩雑さが懸念される反面，網羅的
に画像を取得することで再現性のある記録を残すことができる．さらに SfＭ技術を応用することにより 3 次元モデル上で
画像の撮影位置や方向ベクトルを確認することができ，災害時の緊急点検など様々な用途での利用が期待できる． 

前節では，人が撮影した撮影位置と撮影方向が電子データとして付加されていない画像データについても，予め構
築した橋梁の３次元モデルと重ね合わせることで統合管理することができることが可能であることを示した． 

点検画像の管理は，橋梁が供用される長期間にわたる管理が必要となるため，定期点検時に取得した情報だけで
なく，災害時や補修工事に際して取得した情報を管理することが望まれる．また，点検調書は橋梁を維持管理する部
署が保管するだけでなく，調査計画部門や工務部門，予算調整や占用調整などにおいても必要とされる場合がある．
そこで橋梁点検ロボットが取得した点検画像を効果的に点検調書に格納する方法について考察する． 

これは橋梁点検ロボットが取得する大量の画像情報の管理コストが増加することに対する懸念に対して，これらロボ
ットから得られる大量の画像データにより点検調書作成コストが低減できる可能性を整理する必要があるからである． 

先ず，現在の橋梁定期点検要領（2019 年 2 月改訂）に基づく点検調書を作成するために必要な情報について分析
を行い，３次元モデルを適用した場合の点検調書における画像データの管理方法について整理する． 

 

１） 点検調書が持つべきデータと様式の関連性 

 現在の橋梁点検成果は，様式１～様式 13 に整理される．その内容は，大きく二つの目的に大別できる．一つ目は，
損傷の状態，原因，対策の考え方に関する所見，及びその根拠としての把握した橋の状態，並びに対策区分の判定
や部材単位での健全性の診断及び道路橋毎の健全性の診断の結果を記入するもの．もう一つは，将来の維持管理の
参考となり，かつ維持管理計画の策定や見直しに用いるための損傷程度の評価や外観性状を記録するものである． 
 先ず，点検調書を構成する各帳票とそこに記載される情報項目について整理した結果を示す（図６-３２）．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６-３２ 橋梁点検調書の各帳票に記載される情報の相関関係 
～各帳票間で多くの情報が重複していることが判る～ 
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 （様式の分類） 
（損傷の状態，原因，対策の考え方に関する所見，及びその根拠，健全性の診断の結果） 

 様式その１：橋梁の諸元と総合検査結果 
 様式その２：径間別一般図 
 様式その３：現地状況写真 
 様式その４：部材番号図及び要素番号図 
 様式その５：状態把握の方法 
 様式その６：橋の健全性の診断に関する所見 
 様式その７：対策区分判定結果（主要部材） 
 様式その８：対策区分判定結果（様式その７以外の部材） 

（将来の維持管理の参考） 
 様式その９：損傷図 
 様式その１０：損傷写真 
 様式その１１：損傷程度の評価記入表（主要部材） 
 様式その１２：損傷程度の評価記入表（様式その１１以外の部材） 
 様式その１３：損傷程度の評価結果総括 

 
このうち損傷写真を掲載する様式は，３種類（様式３，様式６，様式 10）である．様式３に記載される写真が橋梁の損

傷画像ではなく，構造物全体や周辺状況を点検作業に先立ち記録することにより，橋梁が設置されている状況を診断
技術者や管理者と共有するためのものである．様式６の健全性の診断の根拠として用いられる写真は，様式１０の損傷
写真に記録された損傷と基本的に同一のものである（診断技術者が自ら撮影する場合は，別の画像となる）． 

これらの損傷写真には個別に「写真番号」が付与され，損傷図上に図示される損傷位置の情報に「スパン番号」「部
材番号」「要素番号」により関連付けがなされ，また現地で損傷を近接目視確認した点検員の判断により点検要領に基
づき客観的かつ機械的に「損傷の種類」「損傷の程度」が付与される． 

図６－３２に記載した各様式に赤字で記載した情報項目は，すべて「様式１０（損傷写真）」を作成する際に記録すべ
き情報項目であり，同じ情報を異なる形式（罫表等）に整理しなおしているに過ぎないとも言える．各様式は，それぞれ
の用途に応じて作成されるため必要性は十分にある資料であるが，これらの情報を連携させるための鍵が位置情報で
あることから，位置情報を持たない画像の整理を行う必要がある現行の点検調書の作成には，大変な労力が費やされ
ていたと言える．橋梁点検ロボットが撮影する大量の画像は，それを基に３次元モデル化することによって位置情報が
明らかになることから，点検調書の作成を大幅に効率化することができる． 

言い換えれば，３次元モデルを作成することで生成した位置情報と撮影方向ベクトルを利用することにより，画像デ
ータである損傷写真から，３次元モデルから判読した「スパン番号」「部材番号」「要素番号」を付与し，さらに「損傷の種
類」「損傷の程度」を付加することにより，多くの様式作成の自動化が可能になると言える(図６－３３)．なお，現在記録し
ている「スパン番号」「部材番号」「要素番号」は，損傷位置を記録するために必要としているため，撮影位置が明確に
なれば敢えて「部材種別」ごとに作成していた「部材番号表」を作成する必要性もなくなると言える． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６-３３ 3 次元モデルから画像の撮影位置の読み取り 

画像を自動的に 3 次元モデルと連携して管理することで，
画像に写っている損傷や特徴が橋梁のどこの部分にあるもの
なのかかがわかる 
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２） 現行の２次元帳票に代わるビューイメージ 

点検ロボットで撮影した橋梁点検画像から３次元モデルを生成することで，撮影した大量の画像に対して（１）画像の
撮影を位置，撮影方向を自動推定，（２）点検対象橋梁の３次元モデル（点群データ）を作成，（３）画像を３次元モデル
に関連付けて管理，（４）３次元モデルと画像を重ねて表示することが可能であることを踏まえ，これら３次元モデルを用
いた具体的な点検調書の効率化方法を述べる． 
 まず，橋梁点検ロボットの使用により増えた橋梁点検画像を効率的に整理するための要求は強い．従来の点検にお
いては，例えば，損傷が発生した位置を特定するために損傷写真の整理は，要素番号図および部材番号図を用いて，
図６-３４の様に整理される．ここからは，撮影した損傷写真の位置を示すために部材レベルで要素番号を与え整理をし
ていることが判る．部材番号表は橋梁点検ロボットで撮影した大量の画像を，このような手法で整理することは現実的で
はないが，3 次元モデルの利用により部材表などの作成を省略することが可能である． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３） 調書作成に係る省力化への寄与 

 橋梁点検ロボットが撮影した画像から３次元モデルを生成することのメリットについてまとめる．現在の点検で人が作
成する必要があった全ての帳票（様式１～様式１３）を分析した結果，撮影位置と方向ベクトルを持つ損傷画像を用い
れば，様式１０（損傷写真）を作成することで，全ての点検帳票の作成の大部分を自動化することが可能であることが判
る．現行の点検帳票は図６-３２に示すとおり，様式１０（損傷写真）を作成する際に「スパン番号」「部材番号」「要素番号」
「写真番号」を設定する必要がある．これは，点検対象橋梁の構造形式に応じ別途作成される様式４（部材番号図及び
要素番号図）に従って設定される．また，様式４を設定するためには，様式２（径間別一般図）を作成することで示される
「平面図」「側面図」「横断図」に基づき使用部材毎に「部材番号」を割り振っている．この部材番号は橋梁の完成図が
あれば比較的効率的に作成するこができるが，古い橋梁で図面がない場合には大変な労力を要する．しかし，３次元
モデル上で損傷の位置を示せるのであれば，損傷写真の位置を特定するためには全く不要の作業となるため，様式２
と様式３は省略可能である．さらに様式１０を作成する際に，「スパン番号」「部材番号」「要素番号」「写真番号」を設定
することも不要である（図６-３６）．その場合，様式１０には「損傷の種類」「損傷の程度」を各損傷画像に対して適切に付
加すればよく，様式９（損傷図）も損傷のスケッチ以外については自動で生成することが可能である．様式９（損傷図）を
３次元モデル上で位置確認した画像から作成するイメージを示す（図６－３５）． 
 様式３（現地状況写真）については，写真番号と撮影位置（メモ），撮影年月日を記録するだけでよいことから，損傷写
真と同様に３次元モデル上で管理することが可能である．また，様式１１及び様式１２については「損傷程度の評価」を

図６-３４ 部材番号表による損傷写真の位置整理（現状） 
～損傷の位置を説明するために「写真番号」「要素番号」「部材記号」が必要～ 
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記録する帳票であり，様式９及び様式１０のデータを用いて損傷のリストを作成するものであり，各損傷写真に対して損
傷の程度及び損傷に関する定量的に取得したデータが付与されることで自動作成が可能である．なお，様式７及び様
式８に係る「対策区分の判定」については，専門技術者による判断が必要な部分である． 

以上述べたとおり，画像データの利用価値に着目することで，点検調書の作成作業が大幅に効率化できる可能性を
示した． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図６-３５ ３次元モデルを用いた損傷展開図のイメージ 
～損傷位置を示すための部材番号が不要になることで大幅に調書作成工数が削減できる～ 

図６-３６ 損傷画像整理の省力化イメージ 
～位置情報を持つ画像に損傷情報を付加することで全ての調書作成（診断部分を除く）が可能～ 
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6.7 まとめ 
本章での検討により得られた結論は，以下のとおりである． 

 
（１） 橋梁点検ロボットを利用し取得した画像について，損傷位置の記録精度を確認した．橋梁点検ロボットで取得し

た画像から作成した損傷図と従来手法（人の近接目視）で作成された損傷図を比較したところ，人が記録した損
傷図には，損傷の位置に実際と大きなずれがある事が判った．ロープアクセスにより点検が行われた高さ 40ｍの
高橋脚では最大で 2.4ｍ(平均 0.9ｍ)の誤差が確認された．また，トラス橋の床版についても比較的目印が多い
ものの最大 1.7ｍ（平均 0.5ｍ）の誤差が確認された．損傷位置の記録精度においてロボットに優位性があること
が判った． 

（２） 損傷位置の記録精度については，損傷の経年変化を把握するために現行の点検調書（損傷写真）においても
前回の点検写真と並べ比較するなどニーズがあることが判った． 

（３） 損傷画像について，画素寸法の違いによるひび割れの見え方の違いについて検証した．その結果，同一仕様
のカメラで撮影した画像でも，撮影距離や撮影角度，カメラの回転，部材の色調の違いによって見え方が大きく
異なることを確認した．例えば，4200 万画素のカメラで撮影した場合，0.2 ㎜幅のひび割れの識別は，2.4ｍの離
隔距離までは鮮明に識別することが可能であるが，5ｍ以上離れると識別が難しくなる．対物画素寸法の約 3 倍
程度までひびわれの識別の限界である． 

（４） 橋梁点検ロボットで損傷画像を撮影する場合，同じカメラで撮影して点検対象との距離の違いによって 1 画素が
表現する寸法に大きな違いが生じる．このことから，点検対象部材との離隔距離を管理する必要性が明らかにな
った．一方，人が撮影する損傷画像は，撮影位置の記録が撮影者の目測を基にした野帳メモや記憶に依存す
ることが多く，損傷写真の正確な撮影位置を記録することは難しい原因と考えられる． 

（５） 橋梁点検では正対写真を撮影することが難しく，損傷写真と点検対象の間に角度がつくことがある．この場合，
画像からひび割れ長さや損傷の大きさを計測することはできないが，画像の撮影角度を用いて幾何補正するこ
とにより正対画像の生成が可能であることを確認した． 

（６） 橋梁点検ロボットを用いると，人が撮影する損傷画像に比べ大量の画像（100 倍を超える画像枚数）を取得する
必要が生じる．これらの画像の取扱いには手間と労力を要するが，橋梁点検ロボットで撮影した連続画像をソフ
トウエア処理することで，各々の画像の特徴点から 3 次元モデルを生成することが可能となり，画像の撮影位置
と撮影方向を自動的に推定できることを確認した． 

（７） 橋梁点検ロボットが撮影した画像から損傷の大きさ等を推定するため，ＳｆＭ（Structure from Motion）により撮影
位置と撮影方向を推定できることを確認した．点検ロボットで撮影した画像を基に生成した橋梁の 3 次元点群モ
デルの精度は，4 点の基準点座標を付与することで，全体として±5 ㎝程度の精度で再現できることを確認した．
また，画像の撮影位置と撮影方向について，SfM で推計した位置座標及び撮影角度と実測値の比較を行い最
大でも 3.4 ㎝程度の誤差に収まることから実用上十分な精度が確保できることを確認した．画像の撮影方向に
ついても実測値との差は最大 0.2 度の誤差に収まり実用上支障のないレベルでの推定が可能であることを確認
した． 

（８） 橋梁点検ロボットが撮影した画像から SfM により推定した損傷位置（構造物表面上）の精度について，測量ター
ゲットを９４箇所設置し位置精度を検証したところ，点群で視認できた評定点について XYZ の各方向成分いず
れも±5 ㎝以内の精度に収まったことから，管理上十分な精度であることを確認した． 

（９） 橋梁定期点検要領に基づく点検調書の作成において，損傷写真と損傷図の自動作成のための分析を行った．
SfM による損傷写真撮影位置の自動推定機能を用いることで，損傷写真登録時に着目する損傷種類と損傷程
度の評価情報を入力することにより，大部分の処理を自動化することが可能であることを示した． 
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7．橋梁点検ロボットの社会実装に向けた実証的な性能評価法の提案 

 本章では，橋梁点検ロボットを実際の点検業務で使うために必要な評価手法について考察する．第５章では，点検ロ
ボットの現場検証から，人の能力との比較をベースにした評価方法についての課題について整理した．第６章では点
検ロボットの有する特長に着眼し，ひび割れ検出能力，位置記録精度，網羅的に取得した画像の有効性について述
べた．これらの考察から，点検ロボットには優れた特長があるものの，既往の性能評価方法では，多様な現場条件下へ
の評価結果の適用性に課題を残していることが明らかである．このため，本研究では点検ロボットの性能評価に際して
次の２点を考慮する必要があると考える． 

 

① 点検ロボットの導入是非の判断は，成果物である「点検調書の品質」と「費やされるコスト」によってなされる． 
点検ロボットの有用性は，プロセス全体の効率化を是とし，近接目視作業のみに着眼すべきではない．一連の

点検作業を構成する「行く」「見る・撮る」「検出する」「記録する」といった各プロセスをロボットが支援することで得ら
れた最終成果物である「点検調書の品質」と「費やされるコスト」によって評価することができる．言い換えれば，一
部の作業プロセスに着目した性能評価において，優れた性能が確認されたとしても，点検調書の品質確保とコス
ト維持が両立しなければ社会実装は進まない． 

② ロボットの特性を考慮した様々な現場条件での検証が必要となる． 
橋梁点検は対象となる構造形式・部材，現場条件が極めて多種多様であることから，損傷検出能力に関して人

とロボットを単純比較すれば，ロボットの能力が人に及ばない条件は必ず存在する．このため限られた条件下での
性能評価は多種多様な現場条件への適用の判断根拠にはならないため，ロボットの特長を活かせる様々な現場
条件での試行が必要となる． 

 
 様々な現場条件への適用判断に資する性能評価を行うためには，点検ロボットの持つ基本性能に応じたユースケー
ス（基本的なロボットの利用方法）と要求性能（評価指標）を明確にする必要がある．当然ながら，個々のロボットの適用
可能条件（対象橋種や対象部材，想定される気象条件等）の範囲で運用することが前提となる． 

そこで本章においては，先ずロボットの特長を活かした点検方法を考察し，点検ロボットを評価する視点を明確にす
る．点検方法の設定に際しては，点検ロボットの性能に応じて適用可能な点検手順を提案する．則ち，点検ロボットで
対応できないところは，人による目視点検と組合せることで導入し易いところから実装できれば良いとの考えである．ま
た点検手順の提案に際して，必要な周辺技術についても考察する． 

 

7.1橋梁点検ロボットの特長を活かした点検方法 

7.1.1 橋梁点検ロボットを用いる場合に考慮すべき得失 

多くの点検ロボットは，ひび割れ検出率に関し現場検証の結果を見る限りでは人の能力に及ばない．よって単純に
人の役割をロボットに置き換えるだけでは効率化を実現できない．人とロボットの有利な部分を組合せ，無駄を削ること
によって，初めて効率的な橋梁点検を実現することが可能となる．点検ロボットが持つ特長である正確性・安定性・効率
性・安全性などに着目し，性能に応じてロボット技術が活かせる点検方式を提案することで，早期の社会実装により開
発投資が促され，比較的短期間での実用的なシステムの実現に可能性を見通すことが期待できる． 

先ず，国交省が行った橋梁点検ロボットの現場検証を参考に考慮すべき点検ロボットのメリットとデメリットを整理する. 

１） 点検ロボットを用いることのメリット 

橋梁点検ロボットの持つ優れた能力の一つに，「損傷の発生位置を正確に記録する能力」がある．過去の橋梁点検
ロボットの検証では，この点に着目されることはなかった．損傷の発生位置を正確に記録することは，位置決め能力を
活かしたスクリーニングの実現や，診断時にも損傷発生原因を推定する際に有用な情報を与える． 

例えば，ひび割れの発生位置やその方向からは，応力が作用した方向が判るため，どの様な外力が部材に作用し
たか大まかに推定できる．橋梁点検ロボットが持つ優れた能力の一つである損傷位置記録能力を活かす場合でも，画
像だけでなく，ロボットの効率性，記録の正確性や網羅性を活かしつつ，総合的にその能力を評価するためには，新た
なユースケースを提案し，実現場における検証を通じて，様々な現場条件における点検での有用性を裏付ける証拠を
得る必要がある． 

橋梁点検ロボットには飛行型や懸架型など様々な種類があり，点検対象の橋梁についてもアーチ橋やラーメン橋な
ど規模や形状の違いによっても点検可能範囲が違ってくる．さらには，ロボットの有する機能や性能によっても，接近方
法や点検方法が異なる．また，樹木や建物等の障害物の存在によっても，点検の効率が大きく影響を受ける． 

以上をまとめると，点検ロボットを用いるメリットとして以下の項目が挙げられる． 
 

・ 正確に損傷位置を記録できる（再現性） 
・ 画像から損傷の大きさを定量化できる（検出精度） 
・ 危険で苦渋を伴う作業を一部代替できる（安全性） 
・ 損傷をむらなく安定して検出できる（検出精度） 
・ 点検範囲を客観的に記録し点検漏れを検証できる（網羅性） 
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・ 損傷位置を用いて効率的に調書を作成できる（効率性） 
・ 足場などの仮設や高額な機材の使用を最小化できる（経済性・効率性） 
・ 位置推定を利用した調書作成の自動化（効率性） 
・ 損傷が見当たらない範囲を記録でき点検範囲を事前に絞り込める（効率性・安全性） 

 

２） 点検ロボットを用いる際に考慮すべき不利な点 

橋梁点検ロボットの導入に伴う不利な点についても十分に考慮する必要がある．国交省の現場検証の結果では，橋
梁点検ロボットの全てについて損傷検出率が，肉眼での近接目視に比べ劣る結果を示した．これは人の損傷発見能
力が優れていることによるが，点検時に様々な角度から損傷を詳しく観察し，確実に損傷状態を把握しているからであ
る．そのため，人が撮った写真は，人が特徴を認識しやすい角度から撮影されている(写真７-１左,写真７-３)．一方，ロ
ボットは構造物に正対し機械的に次々と画像を撮影するだけである（写真７-１右）． 

現状の橋梁点検ロボットは，高精細な撮影画像を遠方からモニタリングする機能を具備していないため，撮影が終了
し損傷画像をロボットから回収するまで，高精細な画像を点検員が見ることはできない． 

また，橋梁点検ロボットを用いて撮影した写真は，点検員が損傷部材名，損傷の大きさや種類，損傷程度(5 段階評
価)を判読する必要があるが，人が認識するには機械的で一つ一つの損傷の認識に時間を要する．また，大量に撮影
された画像は，一定の重複があるため，同一の損傷が複数の写真に記録されており，人が見るには量が多く位置関係
の整理にも時間がかかる． 

以上の点検ロボットを用いる際に考慮すべきデメリットをまとめると以下のとおりである． 
 

・ 微細なひび割れの検出能力が人よりも劣る（検出精度） 
・ 大量の画像を人が判読する必要がある（効率性） 
・ 画像から損傷を認識ことが困難で苦渋（効率性・苦渋性） 
・ 個々の点検画像からは損傷の全体像を掴みにくい（業務適合性） 
・ 狭隘部や複雑な構造の点検ができないことが多い（適用範囲） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３） 人が作成する点検記録としての画像の特徴 

定期点検調書記録される写真は，点検員が近接目視による確認した損傷を撮影したものであり，必ずしも一定の焦
点距離と画角のもとで，正対し撮影したものではない．過去に作成された橋梁定期点検報告書に記録された損傷写真
は，ほぼ全てが撮影条件を規定せずに撮影されたものである．このため損傷写真から，機械的にひび割れの幅や長さ
を計測することは，困難であり，出来るとしても大変な手間を要することになる．実際の点検では，近接目視時に実測し
た数値を点検員が記録して持ち帰り，損傷発生位置を損傷図上に示すとともに，損傷毎に写真の横の欄に損傷程度と
共に記している． 

また，点検調書の損傷写真には，ひびわれ自体が明瞭に映っていないものが多く，その場合チョーキングによって
示された補助線により，おおよその位置を推定できる程度である（写真７-２）．損傷図にはひび割れの形状を記載する
必要がないため，点検員がひび割れの重要度を鑑み，必要に応じて詳細な記録を作成する場合がある．例えば，コン
クリート床版のひび割れについては，ひび割れの長さや形状を正確に記録することよりも，「ひび割れの密度」や「ひび
割れの方向（格子状のひび割れの有無）」，「角欠けの有無」を診断技術者は重視している．また塩害などの損傷原因
を見極めるために錆汁による変色や，うき剥離による鉄筋露出などに着目している．点検ロボットを用いる場合は，これ
らのニーズを考慮して損傷画像に記録された損傷の状況等をわかり易く示す必要がある． 

 

写真７-１ 人が撮影したひび割れ(左)とロボットが撮影したひび割れ（右）違い 
～ 一見しただけでは，同一のひび割れと認識することは難しい． ～ 
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床板（漏水・遊離石灰） 

剥離・錆汁・鉄筋露出 
 

橋脚（漏水・遊離石灰） 

橋脚（ひび割れ）       
 

写真７-３ 点検調書に貼付された損傷写真の例 
～わかり易さを考慮し損傷を強調した画像～ 

出所：国土交通省次世代インフラ用ロボット現場検証報告書より 

写真７-２ 点検調書に貼付された損傷写真の例 
～「チョーキング」は見えるが「ひび割れ」は見えない～ 

出所：国土交通省次世代インフラ用ロボット現場検証報告書より 
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４） 橋梁点検ロボットの使用が困難な条件 

橋梁点検ロボットは，人に代わり危険な場所での作業ができる特長を有するが，個々のロボットには構造上の理由な
どから適用が困難な条件が存在する（写真７-４）．以下に例を示す． 

・ 部材が輻輳する狭隘部の点検は不可能 （主桁，横桁，横構の部材が輻輳） 
・ 上弦材の下面，下弦材の上面に検査不可の部材がある．（弦材部材の部位） 
・ 橋台，端横桁に囲まれた狭隘部．特に内桁の支承周辺 
・ 内桁の下フランジ上面 など 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.2 橋梁点検ロボットの優位性を活かした点検手順の考察 

前節で述べた橋梁点検ロボットの得失を考慮し，ここでは点検業務全体の効率化につながる，人とロボットの組合せ
による効果的な点検手順（ユースケース）を考察する．橋梁点検ロボットが有する損傷（ひび割れ等）検出能力の性能
を 2 段階に分け，点検ロボットのユースケースを考察する（図７－１）． 

第一にロボットの損傷検出性能が「近接目視に及ばないが，一定程度以上の変状は確実に確認できる」レベルにあ
る場合（レベル１）．第二にロボットの性能が近接目視で確認を求められる全ての変状を記録できる」レベルにある場合
（レベル２）を考える． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　主桁、横桁、横構部材が輻輳 上弦材の上面、下弦材の下面が不可

内桁の支承

下横構を通り抜けて床版に接近 ケースによっては内桁の支承も点検は可能

内桁の下フランジ上面

　主桁、横桁、横構部材が輻輳 上弦材の上面、下弦材の下面が不可

内桁の支承

下横構を通り抜けて床版に接近 ケースによっては内桁の支承も点検は可能

内桁の下フランジ上面

　主桁、横桁、横構部材が輻輳 上弦材の上面、下弦材の下面が不可

内桁の支承

下横構を通り抜けて床版に接近 ケースによっては内桁の支承も点検は可能

内桁の下フランジ上面

　主桁、横桁、横構部材が輻輳 上弦材の上面、下弦材の下面が不可

内桁の支承

下横構を通り抜けて床版に接近 ケースによっては内桁の支承も点検は可能

内桁の下フランジ上面

　主桁、横桁、横構部材が輻輳 上弦材の上面、下弦材の下面が不可

内桁の支承

下横構を通り抜けて床版に接近 ケースによっては内桁の支承も点検は可能

内桁の下フランジ上面

　主桁、横桁、横構部材が輻輳 上弦材の上面、下弦材の下面が不可

内桁の支承

下横構を通り抜けて床版に接近 ケースによっては内桁の支承も点検は可能

内桁の下フランジ上面

　主桁、横桁、横構部材が輻輳 上弦材の上面、下弦材の下面が不可

内桁の支承

下横構を通り抜けて床版に接近 ケースによっては内桁の支承も点検は可能

内桁の下フランジ上面

写真７-４ 橋梁点検ロボットの使用が困難な条件の例 
出所：国土交通省次世代インフラ用ロボット現場検証報告書より 

主桁・横桁・横構部材が輻輳    上弦材の下面・下弦材の上面          内桁のフランジ上面 

内桁の支承装置       鋼材が錯綜する桁内部    下横構を抜けて床版に接近   橋台側から見た支承 

図７-１ 点検ロボットの段階的な導入イメージ 
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１） レベル１のロボットを利用した点検（目視点検結果の記録装置としての利用） 

現行の橋梁点検では，点検員は手が届く位置まで点検対象部材に接近し，ひび割れ等の損傷を確認した場合はク
ラックスケール等を用いて計測した後，白墨等を使って部材表面にチョーキングと呼ばれるマーキングを施す．そして
点検報告書に記録するための損傷写真を撮影する．そこで，点検員は部材の“損傷の程度”を目視により評価し記録
を作成する． 

ロボットの性能がレベル１の場合，点検員が施したチョーキングの存在を前提にロボットにより画像を撮影する使い方
が考えられる（図７-１，青枠内）．この手順では，点検員が全ての部材に近接して目視確認を行い，必要に応じ打音検
査を行うが，点検員による写真撮影の省略，ロボットが取得した画像で計測可能な変状については，人による計測とチ
ョーキングを省略することで効率化が実現する．前項に示した損傷写真事例（写真７-２）のように，損傷写真には「ひび
割れ」は写っていないが「チョーキング」が記録されていることから，ロボットが撮影する画像にはチョーキングのみが記
録されることを想定している． 

すなわち，性能がレベル１の点検ロボットでのユースケース（ロボット手法（現状）は，ロボットの適用を人の近接目視
点検後に行われる「損傷写真の撮影」，「記録作成」といった補助的な業務に限定した利用方法であり，人が行う作業も
部分的に省力化されるにとどまるころから，ロボット導入効果も限定的なものになる． 

言い換えれば，この利用方法においては橋梁点検ロボットに対する性能評価は，第５章に述べた国交省の現場検
証で実施された方法に基づき，人が近接目視で見つけた損傷のうち，ロボットがどの程度検出（記録）することが出来る
かを「判読可能率」といった指標で評価する方法を適用することで対応可能である．まさに，人が近接目視を必ず行うこ
とから，管理者責任の面からはリスクを抑えた堅実な方法である． 

 

２） レベル２のロボットを利用した点検（目視点検範囲のスクリーニングへの利用） 

ロボットの性能がレベル２の場合，点検員が近接目視を行う前に点検ロボットを用いて部材の画像を取得することに
より，点検員が近接目視すべき範囲を絞り込むこと（スクリーニング）が可能である（図７-１，赤枠内）．ロボットが取得し
た画像には，点検員が近接目視で確認すべき変状や損傷が全て記録されているため，この方法ではチョーキングによ
る補助を必要としない．点検員は，確認すべき損傷に絞り込んで近接目視するだけでなく，写真撮影とチョーキングを
省略することができ大幅な効率化が実現する． 

ただし，橋梁点検ロボットの損傷検出能力は，ロボットに搭載したカメラの性能によるだけでなく，現場制約などの環
境条件にも影響されることから，点検ロボットを用いる場合は所定の性能が発揮されるよう慎重を期す必要がある． 

レベル２の使用方法について考えると，例えば，人よりもロボットが効率的にアクセスできる高橋脚に限定すれば，幅
0.2 ㎜程度のひび割れを検出することが可能なロボットは存在する．人が近接目視点検を行う前に，点検ロボットで画
像を撮影することで目視範囲をスクリーニングできる．仮に，チョーキング（補助線）による支援なしに幅 0.2 ㎜程度のク
ラックを検出することが難しくとも，短時間で全面を撮影できるのであれば，損傷箇所だけを人が撮影し，損傷発生位置
の記録は，点検ロボットで行っても十分効率化が図れる．人の代替で使うことに限定しなければ，様々な効率化の実現
が可能である． 

 

7.1.3 橋梁点検ロボットを用いたスクリーニングへの適用 

現状ですぐに利用可能なロボットの多くがレベル１の検出性能に留まることから，今後さらなる技術開発を促し点検
効率化を追及するためには，作業者（による従来の点検方法）とロボット（などの新技術による点検法）の各々有利な部
分を有機的に組み合わせた全体の点検システムとして追求することが重要である．例えば，ロボットが優位性を持つ位
置決め能力等を活かしたスクリーニングへの適用など，ロボット技術が活きる点検方式に対応した技術評価手法により，
技術開発を促進しつつ，社会実装しながら改善を進めるアジャイル開発に対応した導入環境が期待されている． 

そこで，先に述べた性能がレベル２のロボットを用いたユースケースにおいて，例えば狭小空間での点検などロボット
技術の性能によっては損傷の検出が難しい部位においてはロボットを用いず人が点検を行うこととし，ロボットは高い点
検効率が期待できる点検が容易な部分に限定し活用することで，橋梁点検ロボットの損傷検出精度だけに捉われず，
安全性や効率性，経済性などを勘案し，総合的な優位性を評価することが可能となる．  

ここでは，点検員が近接目視により点検すべき範囲を絞り込む「スクリーニング」について，手法の有効性と期待され
る効果について考察する．橋梁点検ロボットの性能を的確に評価するためには，前提となるロボットの性能が確保され
ていることに加え，飛行経路設定や画像解析の自動化等によってもたらされる作業効率の向上など，具体的な効果を
明確にするための検証が要求される． 

そのため，先ず点検ロボットを用いた橋梁点検における基本的な業務の流れを現行の点検手順との比較において
明らかにする（図７-２）．橋梁点検の業務範囲は，計画準備から始まり報告書を完成するところまでとする．橋梁点検は
大きく分けて，「準備段階（計画準備～協議資料作成）」「定期点検（現地での点検作業）」「報告書作成（点検記録の整
理，健全性の診断，点検調書作成）」の 3 段階から構成される．橋梁点検に点検ロボットを使用する場合には，準備段
階から関係機関との協議において点検の手順が異なるが，ここでは点検作業と記録整理に着眼して効果が期待される
作業を整理した． 

効果が期待できるポイントは４点考えられる．第一に現地での点検作業の開始時に行われる足場の設置前に点検ロ
ボットで画像を取得し，損傷状況を把握することで，近接目視が必要な範囲を事前に絞り込むことが可能となる（図７-２，
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ポイント１）．点検範囲の絞り込みによって，点検員による近接目視が必要と判断される場合のみ，近接目視点検を実
施することになる．事前の画像取得が困難な箇所については近接目視や打音検査を実施する必要がある．言い換え
れば，近接目視の要否を画像から判断できる場合は，必要に応じて近接目視は省略することが可能となり，高額なコス
トを要する足場の設置削減や橋梁点検車等の機材の使用日数を削減することが可能となる（図７-２，ポイント２）．また，
画像で損傷がないと判断できる場合は，近接目視を省略するなどにより効率化が図れる．さらに，事前に取得した点検
画像により損傷を把握できることから，点検員の作業は確認行為が主体となりチョーキングの省略や，確認としての計
測の重点化，写真撮影の省略等により大幅に効率化がなされる（図７-２，ポイント３）．その際，事前に直ちに補修する
必要があれば損傷の進行に対して抑止効果も期待できる．また，点検ロボットが取得した損傷画像は，近接目視点検
によって確認された後，ＳｆＭ等のソフトウエア処理によって撮影位置及び損傷の位置が推定（出力）され，その情報を
基にひび割れ幅や大きさなど幾何補正による精度の高い損傷程度の評価が可能となる（図７-２，ポイント４）． 

なお，従前から橋梁点検業務において最も直接人件費の工数割合が高く，点検員の作業負荷の大きかった損傷写
真を展開図に整理する作業（橋梁定期点検要領の様式５，様式６）の省力化については，再現性の高い画像データを
根拠に点検データを作成し納品することが可能となる． 
 

 
１）橋梁点検ロボットを用いたスクリーニング手順 

ここに近接目視範囲のスクリーニングを想定した橋梁点検ロボットの利用手順について示す．現行の橋梁点検
ロボットが技術的には現在も発展途上にあることから，橋梁点検ロボットによるスクリーニングは，安全性や効率性，
損傷検出精度の確保などを勘案し実施可能な範囲を対象として，技術水準の向上に応じて段階的に適用範囲が
拡大されることを前提とする。 
 

① 計画準備 
現行の定期点検では人が近接するために，橋梁点検車（上部工，橋脚上部），ロープアクセス（上部工，橋脚），

移動式吊足場（上部工），はしご・足場（上部工，箱桁内部，橋脚）など現場の条件に応じて計画される．また，作
業中の安全管理は特に重要であり，路面上や橋梁下空間の利用状況（河川，鉄道，道路など）に応じ，点検作業
の実施条件について各管理者や警察等との協議が行われる．特に飛行型点検ロボットを用いる場合，航空法に基
づき操作者が機体を見通せる必要がある．レーザー追尾方式など基地局から機体までの離隔条件や突風の影響
など，使用する橋梁点検ロボットによっては，飛行経路と地形との関係によっては制御上の死角が生じることもある
ため，各種ロボットの性能を十分理解して綿密な踏査が必要である． 

橋梁点検ロボットを用いた点検では，損傷画像等の位置についてＳｆＭ等による解析処理により推定することか
ら，前述のとおり重複率を考慮した遠景と近景の適切な画像取得計画を立案する必要がある（図７-３）． 

 
 
 
 

図７-２ 橋梁点検ロボットの優位性を活かした点検手順案 
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② 橋梁点検ロボットの選定 
橋梁点検ロボットの選定は，ロボット点検の対象範囲とする部材の構造形式や周辺状況を踏まえ，人の近接目視と

最適な組合せのもとに考慮する．その際，気象条件（風速や日照等），周辺利用状況（交通状況等）といった現場の制
約に加え作業時の安全性確保や作業効率に留意する． 

国土交通省のガイドラインでは，橋梁点検ロボット等の点検支援技術を使用する場合，現場条件や構造，設置状況
等を十分に把握したうえで，使用するロボットの選定理由と活用範囲，活用目的を「点検支援技術使用計画」として明
示することが求めている． 
1) 対象部位・部材及び対象変状 

点検支援技術により把握しようとする対象部位・部材と変状の種類を設定する．鋼橋では主桁の他に様々な鋼材の
点検が必要となるため，竣工図面や過去の点検調書を踏まえ橋梁点検ロボットの近接可否と画像撮影の可否を検討
する必要がある．形状がシンプルなコンクリート部材でも，橋脚や床版張出部などが複雑な形状を有する場合もある． 
2) 橋梁点検ロボットを用いる目的と範囲 

構造物のどの範囲に橋梁点検ロボットを活用する範囲を明示する．橋梁点検においては，例えば桁端部などカメラ
を構造物に正対させることが難しい部位や，専用物などにより点検しづらい範囲を考慮し，橋梁点検ロボットが出来な
い範囲は人が近接することとして，正確に点検できる範囲を明示する必要がある． 

また設定した範囲にある部材と部位について，変状（損傷）の把握，記録の作成，健全性の診断に有用な追加的な
情報の取得等，橋梁点検ロボット活用の目的を設定する． 
3) 橋梁点検ロボットを用いる程度 

橋梁点検ロボットで取得できる情報や精度には，それぞれのロボットで違いがあるため，活用目的を達するためのロ
ボットの活用の程度について設定する．例えば，点検支援技術のみで損傷程度の評価まで行うのか，近接目視と併用
するのか等について設定する． 

 
③ 画像撮影計画の立案 

使用する橋梁点検ロボットが決まると，点検対象橋梁の規模や構造を考慮して，ロボットによる点検撮影範囲を決定
する．ロボットによる点検が困難な範囲は，従前と同様に人が点検を実施する（図７-４）．ロボットにより撮影する場合は，
道路橋定期点検要領が橋梁の全部材の近接目視を求めていることから，人が近接目視する場合とは異なり，点検範囲
すべての画像を記録することが求められる． 

橋梁点検ロボットによっては，所要の性能を担保するために現場での精度検証が必要なものについては，その方法，
頻度等を整理した精度管理計画を立案する．例えば，ロボットによる損傷や変状の撮影は，0.2 ㎜幅のひび割れを撮
影する場合と 0.1 ㎜幅のひび割れを撮影する場合では，必要な画像分解能が異なることなるため，必要な画像を取得
するために必要な撮影経路を検討する．また、撮影位置を SfM により推定する場合には、精度良く 3 次元モデルを構
築できるよう撮影時の重複率なども考慮する． 

橋梁は径間が 100m を超えるものもあるため，橋梁点検ロボットの撮影速度や画像の重複度にも留意し，撮影スケジ
ュールを立てる必要がある． 

 
 

図７－３ 橋梁点検ロボットによる点検画像と 3 次元モデルの生成 
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④ 橋梁点検ロボットによる点検画像の撮影 
選定した橋梁点検ロボットを用いて点検を行う．撮影計画に基づき通行車両や周辺の安全確保に留意しながら画像

を撮影する．実際の橋梁は，数 100m を超える規模の橋もあり，全体を正確に記録するため，画像の撮影位置を効率
的に管理することが必要となる．橋梁点検ロボットの撮影に際しては，様々な橋種の形状に応じて工夫する(図７-５)．  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
⑤ 撮影画像による 3 次元モデルの評価 

現状の橋梁点検では，人が撮影した損傷写真を平面図上で管理するため，手作業により写真の位置関係を整理し
ている．橋梁点検ロボットで撮影した点検画像は，量も多く，人手で整理するには手間と時間を必要とするため，効率
化が課題となっている．そこで市場で調達できる SfM ソフトを活用することで，点検画像の撮影位置，撮影方向の自動
推定を行い，さらに 3 次元モデル上で，点検画像を管理する手法を提案している．これにより，損傷位置の記録と確認
作業を大幅に効率化できると考えている． 

例えば，コンクリート部材を撮影する場合 0.2 ㎜程度の損傷を識別可能な分解能で画像を撮影すると，1 ピクセル当
たり少なくとも 0.3 ㎜程度の分解能が必要となるため，100 万画素程度のカメラで撮影することを考えると，橋長 150m 程
度の PC ラーメン橋でも１橋分の全外観の点検画像枚数は 4 万枚程度となる．これらの画像の撮影位置を適切に管理
するためには，2 次元モザイクを作成すると，合成のプロセスで原理的に元画像の分解能が低下するため，合成処理を

図７－４ 橋梁点検における人とロボットの組み合わせ 

図７-５ 様々な橋種と飛行型橋梁点検ロボットによる撮影イメージ 
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行わず 3 次元モデル上で各々の画像を管理する場合，平面図に展開することは現実的ではない． 
 なお，橋梁の 3 次元モデルは BIM/CIM で作成したモデルも十分活用可能であるが，SfM ソフトより構築した 3 次元
点群モデルでも，画像や損傷の位置関係を示す上では十分に有効である． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥ 点検報告書の作成 
 現行の橋梁定期点検要領に基づき作成される報告書は，橋梁毎に作成する必要があり各道路管理者によって報告
書の様式が定められている．橋梁の径間毎に損傷種類と位置について，損傷の程度を図面上に図示するとともに，画
像を整理し，損傷のリストを作成する．このうち，損傷の発生位置を示すことが重要であり，このため，点検時に撮影した
画像の位置を部材番号等により整理する． 
 
 
２）床版橋へのスクリーニング手法適用の考察 
 次に最も一般的な橋梁構造の一つである床版橋へのスクリーニング手法適用について考察する．床版橋は，
最も一般的な橋種であり，自治体が管理する全国の橋梁の 57％を占める．このタイプの橋梁は，比較的構造が
単純で橋長 15m 以上のものの 20％(約 30,000 橋)，橋長 2m～15m 未満の橋梁の 68％(約 345,000 橋)を占める． 
前節で述べたユースケースにおいて，橋梁点検ロボットで取得した画像から点検範囲のスクリーニングを行

う場合，床版下面全面への近接目視は一定程度以上の損傷が点検ロボットにより確認された場合など，近接目
視が必要な箇所のみ点検員による目視点検を実施する（図７-７）．近接目視の点検範囲が絞られることで，直
接人件費の５割を閉める「点検作業」と「点検調書作成」のコスト低減が期待できる．橋梁点検ロボットが撮
影した画像から，点検員が近接し確認すべき損傷の有無について画像処理技術（例えば人工知能）を用いた自
動検出により判別，この結果から必要な場合のみ点検技術者が近接目視を行う．ロボット点検調書および近接
確認の結果，さらに詳細状況を把握すべき範囲について，詳細に確認（詳細確認）し，写真撮影，記録してロ
ボット点検調書を補完する． 
 点検者による点検作業のメリハリがつけられることで，「点検作業」（調査，チョーキング，写真撮影，野帳
記録）の低減と，「点検調書作成」における，データ整理，損傷図作成等の工数，費用の削減が期待できる． 
 前提条件として，ロボット点検によるそれぞれの作業が点検者による作業の削減費用以内であること，また
点検および調書の精度，品質が従来程度以上であることが必要．この場合の点検コスト低減の可能性について
は，「点検作業」「点検調書作成」にかかるコストが 50％削減すること，全体で 3 割程度のコスト削減が可能と
なる（表７-１）． 
橋梁点検ロボットを用いたこの点検手法が従来手法と異なる点は，従前の点検手法において「点検作業」で

は，近接目視により損傷の計測を行った後，内業で点検調書を作成している．このため点検調書に記載される
損傷画像には，チョーキングが判読できるものの 0.2mm 程度のひび割れ等が確認できない場合もあり，必ずし
も画像で残すことが要求されていない．一方，画像を使った点検では，スクリーニングの根拠としても，画像
から損傷が確実に読み取れる必要があり，この点が，従来点検と全くことなる．この画像の取得には，橋梁点
検ロボットに搭載されたカメラ等を想定するが，点検員がズーム機能を使って手動でカメラ撮影する方法も考
えられるが，いずれの場合も“捉えるべき損傷”の画像を確実に取得する必要がある． 
 さらに従来手法では，実態として「点検調書作成作業」の中で，まず近接目視で収集した記録写真や野帳の
整理（写真の取捨選択や，位置との関連付け等）した後に，各調書を作成している．この作業量は，損傷の数

図７-６ SFM による 3 次元モデルの生成 
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に比例し，市販ソフトが使う場合も多いが，損傷図や損傷写真(旧橋梁定期点検要領の様式６相当)は個々に手
作業で行われ工数が費やされる．特に点検業務全体のコストに占める割合が大きい機材費（橋梁点検車，高所
作業車，梯子など）については，スクリーニングによるコスト低減の可能性が期待できる． 
 また，このケースにおいて効率化・工数低減を実現するために点検データの効果的な納品方法について工夫
が必要となる．橋梁定期点検要領に基づく点検では，直接原価（直接人件費＋直接経費）に占める比率は，い
ずれでも「点検調書作成」が最も高く，つづいて高所作業車，梯子の場合には「点検作業」，橋梁点検車の場合
は「機械経費」が高い．従って，画像 AI での点検支援では「点検作業」，「機械経費」の費用削減とともに「点
検調書作成」のデータ整理，損傷図作成等の工数削減を可能とする納品方式に変更する必要がある． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図７-７ ロボット等による点検範囲のスクリーニングのイメージ 

表７-１ 橋梁点検費用の試算例 
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7.1.4 評価のためのユースケース 

橋梁点検ロボットの利用場面は，点検対象や使用する橋梁点検ロボットによって異なるため，ユースケース
毎に評価する必要がある．ここでは，現状の近接目視点検の手順である，点検員が手の届く範囲に近づき，目
視確認，打音（ハンマ等），現地での計測・記録（チョーキングと写真撮影，野帳への記録）において，ロボッ
トの利用場面を４種類のユースケースとして設定した．その各々について以下にまとめる． 
 

１）近接目視点検結果（チョーキング）の撮影と記録 

使用する橋梁点検ロボットの損傷検出精度が近接目視には及ばないが，チョーキングと一定程度以上（0.2 ㎜
幅より大きなひび割れ等）の損傷について確実に画像を記録することができる性能を有する場合のユースケー
スＡを設定する（図 7-9）． 
この場合のロボットの使用は，点検員による近接目視点検（目視，打音，計測，チョーキング）が終了した

後に点検ロボットを用いて，損傷と同時に点検員が構造物表面に残したチョーキングを記録する．従来は点検
員が行っていた作業（図 7-8）のうち，写真撮影や野帳への記録の省略が可能となることに加え，損傷展開図作
成のための記録作業の省略が可能となる．さらに，人の近接目視点検に前にロボットを用いることで，点検員
が確認すべき変状を事前に把握することでポイントを押さえた効率的な点検作業が可能となる． 
このユースケースの効果は，橋梁点検員による近接目視点検後の損傷箇所のチョーキングを橋梁点検ロボッ

トが記録することで，「現地作業時間の短縮」「点検調書（損傷写真）の作成効率化」「規制時間の短縮」「コス
ト縮減」等が期待できる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２）人の近接目視に代わり橋梁点検ロボットを使用して損傷写真を記録 

橋梁点検ロボットの損傷検出精度が人の近接目視点検と同等水準に達している場合のユースケースＢを設
定する（図 7-10）．ロボット使用の前提として，チョーキングがない状態で，点検ロボットで撮影した画像
のみから近接目視確認する必要のある全ての損傷を判読できる条件を満たす必要がある． 
この場合のロボットの使用は，点検員が近接目視点検を行う前に点検ロボットを使用し，目視で確認すべ

き全ての損傷等を画像に記録する．従来は点検員が近接目視によって行っていた「損傷状況の把握」「損傷程
度の評価」について，点検画像を判読することにより実施することが可能となる．損傷の程度に応じて近接
目視や打音を行う必要があるが，写真撮影・チョーキングを省略することで点検作業の大幅な効率化が実現． 

このユースケースの効果は，ロボットで撮影した画像を使い橋梁点検員が損傷状況の把握，損傷程度の評
価を行うことで，「現地作業時間の大幅な短縮」「規制時間の短縮」「点検コストの縮減」などが期待できる． 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

図７-８ 従来の点検手順 

図７-９ 近接目視点検後にロボットを用いて撮影と記録を行う手順（ユースケース A） 

図７-１０ 近接目視点検の前にロボットを用いて撮影と記録を行う手順（ユースケース B） 
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３）橋梁点検ロボットが撮影した損傷写真から損傷展開図を自動作成 

使用する橋梁点検ロボットの損傷検出精度が，人の近接目視点検と同等水準に達している場合のユースケ
ースＣを設定する（図 7-11）．  
近接目視点検では，点検員が手の届く範囲に近づき，目視確認，打音（ハンマ等），現地での計測・記録

（チョーキングと写真撮影，野帳への記録）を実施する．損傷を視認した場合には，損傷写真を撮影し，現
場点検作業の終了後に，内業で点検写真の撮影した位置等を確認し，点検対象の展開図上に矢印と引き出し
線を用いて，損傷の種類や，損傷の程度，写真番号などを整理する． 
さらに，点検で撮影した画像の位置関係を再現できる精度で画像を取得することにより，損傷展開図の作

成プロセスを一部または全部を自動化することを想定．ロボット使用の前提として，橋梁点検ロボットの損
傷検出精度がチョーキングのない状態で，点検ロボットが撮影した画像のみから近接目視確認する必要のあ
る全ての損傷を判読できる条件を満たす必要がある． 
このユースケースの効果は，橋梁点検ロボットによる事前計測（規制不要）に加え，橋梁点検員による近

接目視点検後の損傷箇所のチョーキングを橋梁点検ロボットが記録することで，「現地作業時間の短縮」「点
検調書（損傷展開図）の作成効率化」「規制時間の短縮」「コスト縮減」等が期待できる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）橋梁点検ロボットが撮影した損傷写真から損傷の種類や損傷程度を自動判別 

 使用する橋梁点検ロボットの損傷検出精度や損傷種類の判別精度が，人の近接目視点検と同等水準に達し
ている場合のユースケースＤを設定する（図 7-12）． 
この場合の橋梁点検ロボットは，取得した損傷画像から損傷種類の判別，損傷程度の評価をソフトウエア

により自動化する．点検員が損傷を近接目視で見つけた場合に記録する画像数に対し，橋梁点検ロボットが
取得する画像は，損傷の有無にかかわらず撮影されるため，大量のロボット取得画像から，効率的に損傷の
種類と損傷程度の評価を実施する．これまで人が行っていた，目視確認，打音（ハンマ等），現地での計測・
記録（チョーキングと写真撮影，野帳への記録）をロボットが実施．損傷を視認した場合には，損傷写真を
撮影することに加え，現場点検作業の終了後に，内業で点検写真の撮影した位置等を確認し，点検対象の展
開図上に矢印と引き出し線を用いて，損傷の種類や，損傷の程度，写真番号などを整理する． 
このユースケースの効果は，橋梁点検員に代わりロボットを用いて撮影した画像から自動で損傷状況の把

握，損傷程度の評価を行うことにより，「近接目視，及びチョーキングに係る現地作業時間の短縮」「規制時
間の短縮」「点検コストの縮減」などが期待できる． 

 

 

 

 

 

  

図７-１１ 近接目視点検前後にロボットを用いて撮影と記録を行い，損傷展開図作成の

自動化までの手順（ユースケース C） 

図７-１２ 近接目視点検前後にロボットを用いて撮影と記録を行い，損傷展開図作成の

自動化までの手順（ユースケース D） 
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7.1.5 橋梁点検ロボットの社会実装に必要となる技術 

 前項に示したユースケースを橋梁点検ロボットによって実現するために，ソフトウエア技術の有効活用について考慮
する必要がある．一連の橋梁点検作業を効率的に進めるためには，橋梁点検ロボット単体だけでなく，損傷画像デー
タを可視化する技術の洗練も欠かせない．ここでは，点検ロボット単体の性能向上だけでなく，データ処理技術の利用
を含む橋梁点検システムに必要となる技術について考察する． 

次に示す技術は，いずれも点検ロボットの導入に際して不可欠な技術であり，ロボットの性能評価に際しても一体的
に扱うことが前提となる技術である．例えば，点検調書の作成時に，撮影位置の推定や，撮影漏れを確認する際にこれ
ら技術と連動しなければロボットも点検システムとして成立しない． 

 

１） 橋梁点検ロボットが取得した大量の画像を管理する技術 

ロボットで点検画像を撮影すると，点検で要求される 0.2 ㎜程度のひび割れが記録するため，1 ピクセル＝0.1 ㎜
相当で記録しようとすると，3677 万画素の 1 眼レフカメラで撮影範囲 736 ㎜×491.2 ㎜で記録する必要がある．この
場合，高さ 50m×幅 5m の橋脚 1 本（4 面）を撮影するためには，ラップ率を 50％として，5500 枚の画像を撮影する
必要がある．いくつかの橋梁点検ロボットに搭載されているカメラには 100 万画素クラスのものも見られることから，膨
大な画像を処理確認する必要が生じている． 

近接目視によって記録される１橋梁あたりの損傷写真の数は，橋梁の規模にもよるが多くても数 100 枚程度であ
る．一方で橋梁点検ロボットは，損傷の有無に関わらず構造物表面を全面近接画像により記録することから，１橋梁
あたり１万枚を超える大量の画像を扱う必要がある． 

これらの画像データ（動画及び静止画）は，橋梁点検成果物の一部として撮影位置等を明らかにする必要から，
画像データに“メタデータ”と呼ばれる管理情報を合せて管理する必要がある．このため国土交通省では２０１９年３
月に「点検支援技術（画像計測技術）を用いた３次元成果品納品マニュアル【橋梁編】（案）」を公表し，画像にＥｘｉｆ
（Ｅｘｃｈａｎｇｅａｂｌｅ ｉｍａｇｅ ｆｉｌｅ ｆｏｒｍａｔ）情報として撮影日時やカメラ仕様，ＧＮＳＳ情報などを格納する他，点検写
真のメタデータとして，写真の中心位置座標・カメラ中心位置座標・撮影方向（オイラー角，四元数）・写真寸法・写真
の四隅の座標等について格納することを求めている．これらの撮影方向や撮影位置座標は，6.2 及び 6.3 節で考察
したとおり画像からひび割れ等の損傷の大きさを正確に推定するためにも必要な情報である．橋梁下の点検ではロ
ボットの位置をＧＮＳＳ測位では精度を確保できないが，6.5 節で示したように 3 次元モデルから推定することが可能
である． 

これら大量の画像を必要に応じて管理者が閲覧するために，画像データを効率よく納品し管理することが必要と
なる．本研究では，Ｗｅｂ上のクラウドサービスとしてＳｆＭによる３Ｄモデル構築が可能なＲｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔ社のクラウドサ
ービスやＰｉｘ４Ｄ mapper（Ｐｉｘ４Ｄ社）等を用いて，橋梁点検画像データからモデリングを行った（図７-１３）． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また，橋梁点検画像データは損傷の経年変化を把握するためにも 3 次元的な損傷位置を特定するだけでなく時
間的・空間的な管理が必要となる．これを実現する基盤システムは地図情報システムをベースにクラウド上でデータ
共有が可能な国土交通省のインフラ情報プラットフォームなどが公開されている． 

 

  

図７-１３ クラウドを利用した大量の橋梁点検画像の保管技術のイメージ 
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２） 画像から損傷を自動検出する技術 

 点検ロボットが取得した点検画像は，微細な損傷を検出するため近接画像であり，人が目で損傷の有無を近接目視
と同等の精度で確認する場合には，必要に応じて画像を実物大のサイズまで拡大することが必要になる． 

前項に示すように人が近接目視すべき範囲をスクリーニングする際，個々の画像について損傷の有無を確認する必
要があり，これを人が肉眼で行うことは，時間効率的に考えても現実的ではない． 

そこで，人が大量の画像を目視で確認する代わりに，画像から損傷を自動検出する技術が必要となる．これは，点検
ロボットの社会実装において欠くことのできない技術である．既に土木構造物の点検画像から人工知能（ＡＩ）等を用い
てひび割れを検出する技術は数多く研究がなされ既に一部の技術が実用化されている． 

ただし，画像から損傷を自動検出するためには，6.3 節及び 6.5 節にて考察したとおり点検画像の撮影位置と撮影
方向を用いて，あらかじめ画像の対物画素寸法を明らかにする必要があり，これができる場合にのみ損傷の自動検出
が可能となる． 

国土交通省では，ロボットによるインフラ点検のためのＡＩ開発を促進するための教師画像データの整備を進めてい
る（図７-１４）． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３） データ統合管理により調書の自動出力や自動解析する技術 
点検の目的は，橋梁の健全性の維持であることから，点検調書を作成するだけではなく，その先の診断と措置（補修

や維持管理）を考慮する必要がある．個別の橋梁に関する点検報告書と，管理者が管理すべき多数の橋梁の健全性
把握に資する調書を統合処理するとともに，点検記録が補修や維持管理までの一連の記録と連携し，メンテナンスサイ
クルに資する情報管理につながらなければ点検ロボットの導入は進まない． 

例えば，現在の点検調書をクラウド上で共有することにより膨大な橋梁の損傷画像や損傷傾向を，維持作業を行う
出張所職員や補修設計や予算計画を担当する職員の業務に最適化したビューをダッシュボードを用いて構築すること
が容易に可能である（図７-15，7-16）． 

 

高精細画像

ｱﾉﾃｰｼｮﾝ情報

図７-１４ 国交省が進めるインフラ点検ロボットのための教師画像データ整備 

出所：国土交通省資料 
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図７-１５ ダッシュボードを用いた橋梁点検データのビューイメージ（地図での検索） 

図７-１６ ダッシュボードを用いた橋梁点検データのビューイメージ（損傷データの検索） 
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４） 3 次元モデルをベースにした点検データ管理技術（点検調書の３Ｄ化） 

現行の橋梁点検調書では損傷位置を正確に記録するための要求精度が明らかにされていない．６．２節に述べたと
おり，点検員が目視をベースに作成した記録を基に調書を作成している．橋梁の健全性を診断する際の根拠となる“損
傷状態の記録”については，施設管理者が定める様式に基づいて平面展開図上に簡略記号を図示し，損傷写真は引
き出し線を用いて写真番号を記載する方法等が用いられている．この方法では，位置の記録に関する要求精度や損
傷位置を計測する方法も定められていないため，６．２節の分析に示すとおり図示された損傷の位置が実際の位置と異
なって記録されることがある．損傷の位置記録精度がこれまで明確にされなかった理由については，実務的には点検
に必要な技術力と知識を有する点検員が，近接目視によって損傷を確認しているため，点検の目的は完遂されており，
むしろ精緻な記録を作成する労力を割くよりも重大な損傷を見逃すことがないよう効率的に作業することが重視されて
きたからであると思われる． 
 ６章で考察した通り，ロボット技術の適用により効率的に損傷画像の撮影位置を推定することが可能であることをから
も，今後は損傷の位置管理が可能な３次元モデルをベースとした点検データの管理技術の実現が望まれる（図７-１７）． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
図７-１７ 3 次元モデルをベースにした点検データの共有と統合化イメージ 
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7.2 橋梁点検ロボットの評価の観点 
 本節では橋梁点検ロボットの評価の視点について考察する．第 5 章に述べたとおり，これまでの橋梁点検ロボットの
評価では，すぐに使える技術を見極めるために「１．検出精度」・「２．効率」・「３．経済性」を評価項目としている．しかし
これらの評価指標だけでは，第６章で述べた「ロボットの優れた特長」を引き出すための評価には不十分であることが明
らかである．人の作業を単純にロボットで置き換える場合は，これらの指標だけで評価することも考えられるが，ロボット
が取得した画像データの価値に着目することこそが重要であると考える．これまでの人の眼を信頼した点検手法は，Ｇ
ＰＵ（Graphics Processing Unit）による深層学習やＭＥＭＳ（Micro Electro Mechanical Systems）等の登場によりロボット
技術が現在の水準に達する以前に考案されたものであり，画像から損傷を自動検出する AI(Artificial Intelligence)や自
律化されたフィールドロボットの登場に適応するためには，点検ロボットが取得した電子データの利用価値を考慮した
点検手法を考慮すべきである．ここで点検ロボットが取得した「電子データ」と述べたのは，本研究で扱った「点検画像」
は人が撮影した「点検写真」とは明らかに異なる価値を有することを強調したいからである．点検ロボットに搭載された
デジタルカメラで撮影した画像には，ＧＮＳＳやＩＭＵ等のセンサーにより位置や姿勢のデータを付加することが可能で
あり，連続撮影による重複した画像の特徴点からは被写体の 3 次元情報を推定することが可能である．これら電子デー
タは橋梁点検ロボットを用いることで得ることができ，点検ロボットから得られた電子データを活用することにより点検に
必要な「情報」を得ることが可能であることの一端を第６章で示した．まさに点検ロボットの優れた特長を引き出すことで，
「屋外の点検作業（外業）」のみならず「点検報告書の作成（内業）」を含む橋梁点検業務全体の効率改善に繋がると考
えている． 
 そこで，評価に求められる視点は次の２点存在すると考えた．先ずは「ロボット単体の性能評価」の視点，これは橋梁
点検ロボットの優位性を引き出すために必要な視点である．もうひとつは「総合的な評価」の視点，これは橋梁点検プロ
セス全体の品質確保と効率化のために必要な視点である． 
 

7.2.1 橋梁点検ロボットの持つ優位性に着目した評価 

 本研究では橋梁点検ロボットの評価にあたり，ロボットから得られる「電子データ」の後工程での利用価値に着目し評
価項目を新たに追加した（図７-１８）． 

追加した評価項目は，検出精度に関わる指標として「4．位置の記録精度」「5．網羅性」「6．画像の精度」の３項目．
これにより直接的には，損傷位置の記録が改善され，前節に示した点検ロボットによるスクリーニングが可能となる．ま
た，「損傷の位置精度」と「画像の網羅性」に加えて「画像の精度」が確保されることにより同一箇所での経年変化の確
認が可能になるなど，これまでの点検調書の内容を超えた情報の集積が可能となる． 

さらに損傷を写した画像の位置記録精度や画像そのものの精度が確保されることにより，点検調書作成プロセスに
おける「損傷写真」や「損傷リスト」に係るレポート作成の自動化が可能となる．点検ロボットの性能が向上すれば，「効
率」や「経済性」の評価においても，「屋外の点検作業（外業）」のみならず「点検報告書の作成（内業）」を含む橋梁点
検業務全体を対象とすることから，「2.効率（点検調書作成の効率化）」と「3.経済性（調書自動化）」を追加した． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図７-１８ 橋梁点検ロボットの持つ優位性に着目した評価項目 
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 これまでの橋梁点検では，点検員が作成する点検報告書には，損傷図と呼ばれる平面展開図に矢印と引き出し線で
損傷種別と発生位置を記録している．損傷には，損傷ランクを付与することになっているが，点検対象の全表面を画像
に記録していないため，見落としが生じても確認する方法はない． 
 橋梁点検ロボットは，これまでの 100 倍を超える数の画像を取得することにより損傷の位置を正確に記録することが可
能であるが，その作業を人手で行うことは点検業務の効率を低下させる．これまでの点検ロボットの評価では，納品方
法については，現在運用されているペーパーベースの様式で評価を行ってきた．本研究では，3 次元モデルで表現す
ることの有効性に着目し 3 次元モデルでの自動処理を前提とした性能評価を提案することとした．なお，橋梁点検は対
象部材も多岐に及ぶため，評価に際して以下の視点を取り入れることで，ロボットの部分的活用や人とロボットが分担し
て点検を行う場合の判断材料となる評価を実施する． 
 

（１） 橋梁点検ロボットが，近接目視範囲の絞り込み（スクリーニング）に有効であることが確認できる性能評価 

（２） 人が目視確認した損傷位置を正確に記録できることを確認できる性能評価 
 

位置精度を高めることで，目視点検範囲の絞り込みが可能となることに加え，ひび割れの発生位置や方向を正確に
記録することで診断精度の向上が期待できる．これらの効果が得られる根拠として，検出能力から見た損傷の記録精
度（検出率），損傷位置の記録精度に関する従来点検手法との比較，作業効率から見た有効性（目視点検との作業効
率の比較）が挙げられる．これらの点を踏まえて，橋梁点検ロボットの社会実装による効率的な点検の実現に加え，客
観的で再現性のある点検記録を残すことを目指すため，ロボットの持つ優位性に着目した新たな評価方法の基本方針
を次のとおり考案した． 
 

① 自然環境条下の橋梁での性能評価を実施【共通】 
国交省が実施したコストや安全性，検出精度，効率といった現場検証における総合的な評価の視点に加え，ス

クリーニングへの適用などロボット技術の優位性に着目した評価を行う．なお，評価は人との比較ではなくベンチ
マーク（基準値）評価とすることで，結果に汎用性を持たせ様々な現場条件への導入判断に資する評価とする． 

② 点検ロボットシステム「単体の評価」と，点検に係る「総合的な評価」の実施【共通】 
ロボット単体の性能に着目し，国交省が定めた性能カタログの各種性能の実地確認に加え，標準的な現場条件
における作業コストや作業効率を含む総合的な評価の 2 つの視点から評価を行う． 

③ 橋梁３次元モデルの精度評価【要素・単体】 
納品対象となる橋梁 3 次元モデルの精度評価を行う．損傷画像の撮影位置・撮影角度，損傷位置の精度につい
ても対象とする． 

④ 損傷画像の精度評価【要素・単体】 
点検画像の撮像能力，およびその管理方法，空間解像度（標準対物画素寸法）と輝度（彩度）の階調を評価する． 

⑤ 損傷位置の再現性評価【要素・単体】 
損傷の進行（経時変化）を比較するため損傷位置の推定精度を評価する． 

⑥ 3 次元モデルでの点検画像交換を前提とした性能評価【要素・単体】 
点検ロボットのメリットを享受するために不可欠な 3 次元モデルでの点検画像管理，画像交換を前提とした作業効
率や点検精度の評価を行う． 

⑦ 点検作業全体の自動化率の評価【要素・単体】 
ロボットの異動経路計画，機械操作，画像の整理，調書作成作業における自動化率を評価する． 

⑧ 作業効率の評価【総合】 
現場点検作業（準備～撤収まで），点検調書の作成，3 次元モデル化までの処理に係る効率を評価する． 

⑨ オペレーション性の評価【総合】 
外業の必要人員，要求される高度技量・資格要件，準備・補助作業の多少・難易度を評価する． 

⑩ 点検成果品質の総合評価【総合】 
橋梁点検成果となる損傷画像については，点検調書作成までの全てのプロセスで使用する技術（例えば，点検ロ
ボット，画像センサー，測位センサー，3 次元処理ソフトウエア）を複合した，最終的な成果品質で評価を実施する． 
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7.2.2点検用センサー・プローブシステムとしてのロボットの評価 

橋梁点検ロボットの点検用センサー・プローブシステムとしての優位性に着目した評価は，ロボットの持つ，移動機能，
位置姿勢特定機能，損傷検出機能，記録機能などの基本的な性能について行う． 

ロボットが取得した画像から橋梁 3 次元モデルを生成することで，損傷画像の撮影位置や損傷位置を高精度に推定
できることが，原理的には明らかになった． 

これまでの人の点検結果（損傷図）との比較による性能評価では，結果的に個体差のある人間の視力を上回る評価
は難しい．言い換えればロボットの強みを引き出せる前提条件が出来ていなかった． そこで，橋梁点検ロボットが撮影
した画像を個別に評価するだけでなく，取得データ全体に着目し，橋梁点検ロボットで取得した網羅的な点検画像を
用いて，画像の撮影位置，損傷の発生位置をより正確に推定できることを評価する．位置情報を正確に推定できること
で，これまで人手に依存していた，画像の撮影位置の整理作業を自動化することが可能となり，大幅な内業(点検調書
作成)の効率化においてロボットの有効性を評価できることが判った． 

また，橋梁点検ロボットが構造物表面を網羅的に撮影できることを評価する．これにより，画像の分解能が 0.1 ㎜幅の
クラックを識別できるほど精密でなくとも，スクリーニングとして点検画像を取得することで，人による近接目視範囲を絞り
込むことが可能であること．床版コンクリートのひび割れや，PC 構造物については，幅 0.1 ㎜程度のひび割れについて
も記録を作成することとされているが，多くの部材については，橋梁点検ロボットを用いて幅 0.2 ㎜程度のひび割れ相
当の損傷までを調書に記録している．網羅的に画像を残すことで，損傷等がまったく確認されなかった範囲について
は，近接目視を省略することが可能となる． 

このように橋梁点検ロボットが撮影した範囲を画像で確認することで，大幅な省力化が期待できる． 
橋梁点検ロボットの単体性能の評価に際しても，その評価は，ロボットの機能や使用意図に応じて異なることを考慮

する．図 7-20 に示すように橋梁点検ロボットの性能は，移動機能や損傷検出機能の組合せである．例えば，検出機能
を計測精度で評価する場合，強風下での橋脚のひび割れ検出率（赤枠：①）や，移動機能を効率性で評価する場合，
ある気温での床版のうきを検出する場合の所要時間（青枠：②）のように，同一ロボットの持つ性能は，その機能と発揮
される目的性能を勘案し総合評価を行う． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図７－２０ 橋梁点検ロボットの性能評価に必要な情
報 

図７-１９ 総合的な評価の対象とする点検プロセスプロセス 



91 

 

１）点検用センサー・プローブシステムとしてのロボットの性能評価方針 

（方針１）自然環境条下の実橋梁において性能評価を実施すること 

橋梁点検ロボットの性能評価は，橋梁の構造形式や規模が個別橋梁で異なることや，ロボット毎に構造物へのア
クセス方法や点検経路が異なることから，条件を固定せず必要に応じて条件選択が可能な実橋梁において性能評
価を可能とする必要がある． 

また屋外の実物大橋梁で性能試験を行う利点として，時々刻々変化する自然条件の影響を考慮することが可能
な点が挙げられる．また，過去の性能検証では，季節や時間帯の違いによっても環境条件が変化するため，作業効
率や検出率などの性能評価に影響が及ぶことが判っている． 

床版下の点検は，GNSS の信号も入らず精度の高い測位が難しいうえ，橋梁を構成する部材は複雑且つ多様な
形状を有している．このため点検ロボットが取得する画像についても，多くの場合が正対画像を撮影することが難し
いため，３次元モデルを構成するためには適切な撮影経路で一定以上の重複率の下で画像を取得する必要がある． 

また，橋梁の大きさも重要な検証条件になる．例えば 50m を超える橋脚高を有する橋梁を点検する場合，点検ロ
ボットの操作も 50m 程度離れたところから行う必要がある．橋梁構造は鋼橋，コンクリート橋，桁橋，アーチ橋，トラス
橋など様々な形式が存在する．性能検証のためだけに実橋梁のスケール感を再現することは困難であるため，性能
評価試験を実施した場合，橋梁の諸元情報に加えて，風速や気温，天候などの環境条件は自然環境条件とし，記
録することが必要となる．実際の点検現場に近い条件を再現することで的確にロボットの点検性能を確認することが
できる． 

 

（方針２）検出精度は，様々な条件へ適用可能なベンチマーク方式での性能評価を実施すること 

これまで点検ロボットの性能検証は，第５章でも述べたとおり人の近接目視点検の結果と比較することにより行わ
れてきた．この検証方法は施設管理者に対して「同等以上の能力がある」と言えることから，一見説得力がある様に
見えるが，人の点検結果が正確であることが前提となる．例えば，１００箇所のひび割れのうち１割が正確に記録でき
ていないとすれば，理論的に９０％の検出率を有するロボットの検出率は約８割に低下する． 

ここでは第６章の考察を踏まえ，点検ロボットの検出精度を，ロボットで記録した画像の「空間分解能」と「輝度の階
調」で定量的に評価することを提案する．点検ロボットへの要求として，一定の幅をもったひび割れの見落としがない
ことや，一定幅以上のひび割れを確実に捉えることが重要になることが既に述べたユースケースからも明らかである． 

このとき考慮すべき点として点検ロボットのひび割れ検出精度は，同じ点検ロボットに搭載された同じカメラであっ
ても，カメラが被写体に接近すれば損傷画像の「空間分解能」は高い精度を示すことになるが，点検ロボットの離隔
が定まらず損傷との距離が変動する場合は，損傷画像の空間分解能もばらついて定まらなくなる点である（図７-１４）． 

これまでの検出精度の評価は，このようなロボットの特性を考慮し，点検プロセスを対象とせず，提出された損傷画
像のみを評価の対象としてきた．結果的に「空間分解能」の情報が欠落した「単なる画像」に損傷が見えるか否かを
判定し検出率を評価していたと言える．実際には，その大きさを画像から判断する術を考慮していなかったのである． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
なお，「空間分解能」を評価するためには，「損傷との距離」と「損傷との角度」がおおよそ推定できていることが前

提となる．実際の橋梁にひび割れ幅がそれぞれ異なる既知のひび割れを複数指定（１００㎡あたり１箇所以上）し，こ
れをベンチマークとして点検ロボットが撮影した画像と空間分解能について評価することとする．この検証において
は，点検範囲の画像が網羅的に撮影できていること，画像取得経路が適切に設定され３次元モデル上で位置が明

(a) pixel size: 0.10mm 

撮影距離：0.8m 

(b) pixel size: 0.31mm 
撮影距離：2.4m 

(c) pixel size: 0.64mm 
撮影距離：5.0m 

図７-１４ ロボットの移動経路が空間分解能に与える違い 
～同一のカメラ・ロボットでも損傷の見え方は刻々と変化する～ 

(a) 

(b) 
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確にできることが前提となる．則ち損傷検出精度の評価は，何らかの方法でロボットの撮影位置と対損傷距離が推定
できる点検ロボット・システムでなければならない． 

 

（方針３）橋梁点検ロボットが，必要な距離まで橋梁に接近し所定の範囲を網羅的に撮影できることを評価する．  

 橋梁点検ロボットは，少なくとも検出精度を評価する前提として，とある構造形式の橋梁の所定の範囲を，適切な距
離まで近づいた状態で網羅的に画像を取得することが重要である．国交省が実施した現場検証で評価項目とされた
コストや安全性，検出精度，効率といった評価の視点に加え，橋梁点検ロボットがスクリーニングで求められる最低限
の空間分解能をもった画像を取得した証拠として，橋梁点検ロボットの移動経路（画像撮影位置）を評価対象とする． 
 点検ロボットが予め計画した経路を飛行し撮影した場合，点検画像と３次元点群モデルだけでも網羅性の不足す
る範囲や離隔が適切でない画像が一目で確認できることからスクリーニングへの適用可否を評価することが可能で
ある．これらの画像撮影は人では大変な労力を要するため，ロボット技術の優位性に着目したことで可能となったも
のである．なお，評価は人との比較ではなくベンチマーク（基準値）による精度評価の前提となるが，評価結果は
様々な形状の橋梁に対する適用可否の判断に資するものであると言える． 
 例えば，図 7-22 は飛行型点検ロボット（デンソー製）が岐阜県にある各務原大橋を撮影した画像 502 枚から生成し
た 3 次元モデルである．これらの画像（jpeg 形式）に位置情報は付与されていないが，計画どおり正確な飛行経路に
おいて構造物との距離に異常がなく撮影されたことを一目で把握することが可能である． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２）点検用センサー・プローブシステムとしてのロボット単体に対する評価項目 

 前節では点検用センサー・プローブシステムとしての橋梁点検ロボット単体に着目した性能評価について定めた．こ
こでは，方針に基づいてロボットの評価項目について定めた．以下に項目を挙げる． 
（項目１）橋梁３次元モデルの精度 

点検画像を納品するための橋梁 3 次元モデルの再現精度を評価する．本研究では点検画像から作成した橋梁 3 次
元点群モデルを生成することが可能であることを示したが，レーザー計測や設計データを用いても構わない．橋梁点検
ロボットで取得した点検画像と損傷位置を管理する目的とする次元モデルであり，その大きさと位置関係について，主
要な部材の諸元を用いて評価する．なお性能評価に際しては，少なくとも４点以上の評定点とその座標を提供し点検ロ
ボットがＧＮＳＳなどの測位システムを使用するか否かに関わらず直交座標系により３次元モデルによる精度評価を行う． 

なお６．５．２節に示した通り，橋梁構造が複雑になれば３次元モデル構築の難易度も増すため，形状に関する精度
検証は，概ね橋梁を構成する各面２点程度を検証点として設定する．例えば単純な形状のＰＣ高架橋の場合では，１
径間あたり１０点程度で評価することになる． 
 
（項目２）損傷画像の位置精度 

損傷画像は，橋梁定期点検要領では様式１０に調製仕様が定められている．６．２節で述べたとおり損傷画像は対
策区分の判定及び健全性の診断根拠となる重要な情報であるとともに，スクリーニングにおいて使用する場合は，点検
範囲を指示する根拠となり，将来的には橋梁点検ロボットを損傷位置へ誘導する位置決め指示に必要な情報となる． 

損傷画像の位置精度については，「撮影位置」「撮影角度」の精度を評価対象とする．なお性能評価に際しては，基
本方針で述べたとおり，画像の空間分解能を推定するために必要な情報であることから，ベンチマークとしたひび割れ
について精度を検証する． 

 
（項目３）損傷画像の空間分解能と諧調 

損傷画像は，その位置精度に加えて空間解像度（標準対物画素寸法）と輝度（彩度）の階調を評価する．ひび割れ

出所：デンソー製橋梁点検ロボットの画像から著者が作成 

図７-２２ ロボットの移動経路から空間分解能と網羅性を評価 
～画像から撮影位置を推定できることでスクリーニング性能を確認できる～ 
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の検出精度を評価するためには，撮影位置から推定した損傷を写した部分の画素寸法が重要である．性能評価に際
しては，ベンチ-マークのひび割れの実測値との比較により精度を検証する． 

実際の橋梁には，０．３㎜幅を超えるひび割れは，いわゆる微細ひび割れに比べて少ないため，模擬クラックシート
等を用いて評価することができる．次に輝度の階調については，６．３節に示した通り空間解像度と合わせて，ひび割
れ幅等を推定する際に重要な情報である． 
 
（項目４）損傷位置の精度 

損傷位置の記録精度は，損傷の経年変化を比較することを可能とする．その評価に際しては，橋梁の３次元モデル
の精度評価と同様に評定点を用いて評価することが可能である．要求精度については，現地で人が損傷を探す場面
を想定すると直径２０㎝程度の範囲であれば，一目で視野に入ることからも，３次元モデル上での位置要求精度はおお
むね１０㎝程度の誤差までは実務上支障がないと考えられる．  
 

３）ロボット単体の性能評価法についてのまとめ 

これまで第 6 章では橋梁点検ロボットの点検能力を分析し，これまで着目されていなかったロボットの持つ位置記録
精度の優位性について述べたが，現行の点検では損傷の位置の記録精度について定量的な要求が示されていない．
実際に橋梁点検では人が損傷の近傍まで移動し，損傷の位置をおおまかに構造物の特徴から推定し記録が行われて
いる．例えば，6.2 節の分析に示したようにロープアクセスを必要とする高架橋の橋脚では，橋桁からの距離に目当てを
つけて記録が行われている．6.2 節の結果は，一部の点検記録に対する分析に過ぎないが，現状における損傷位置の
記録精度にバラつきがあり，正確さに欠ける可能性を示すものでもある．その対策として 6.5 節の考察では，ロボットで
取得した画像を解析することで損傷の位置を精度良く記録することが可能であることを示した．今後ロボットやＡＩ・ＩＣＴ
の活用が進めば，位置決めなどの用途において位置精度が重要性を増すと言える．そこで本研究では，撮影した画像
の位置情報の重要性に着目した性能評価の実施を主張するものである． 
 また，橋梁点検における成果物である「点検調書」の可用性を高めることが重要である．6.6 節で述べたとおり，現在
の点検調書は，損傷の位置を平面展開図と部材番号表や写真番号により管理しているため，膨大な労力が費やされ
ている．その一方で，点検調書から損傷を確認するために必要な記録精度に達していない．本研究では，調書の作成
には品質が重要であり，その作成は多くのコストを費やす作業であることからも「効率性」「経済性」の両面から評価を行
う必要があると考える．前節でも述べたとおり，点検調書には確認された損傷とその位置情報を紙面管理するために，
複数の様式を部材番号・写真番号・損傷番号等に関連づけて作成する必要があり複雑なものとなっている．特に複雑
な構造を持つ橋梁については，2 次元図面に表現することもあり調書の枚数も膨大なものとなる．橋梁点検ロボットが撮
影した画像を従来の手法で管理することは，相当のコスト増を招くことから，本研究では点検画像の管理を 3 次元モデ
ルにより行うことを前提とする．3 次元モデルの有用性については，6.6 節に示したとおりである．このため，点検調書作
成に係る「効率」および「経済性」の評価については，橋梁定期点検要領の定められた紙ベースで様式の作成を比較
の対象とせず，6.6 節に例示したとおり，3 次元モデルにて必要な情報が閲覧できれば要件を満たすこととして扱うこと
とした． 

 

7.2.2 総合的な評価（点検プロセス全体の品質確保と効率化） 

橋梁点検ロボットを用いた点検では，取得した大量の画像データの取扱いが懸念される一方で，ＳｆＭ等で生成した
3 次元モデルを用いた撮影位置の自動推定が可能であることを示した．このように従前の業務プロセスでは行われてい
なかった新たな業務プロセスを前提にしなければ，ロボット技術の導入効果を適切に評価することはできない． 

橋梁点検ロボットの総合的な評価は，ロボット単体の優位性に着目した評価だけではカバーできないプロセス全体
への効用に着目して行う．前述のとおり，橋梁点検ロボットの活用で「屋外の点検作業」のみならず，点検ロボットから得
ることのできる電子データを活用することにより画像の撮影位置などの推定が可能となることから，「点検報告書の作成
（内業）」についても，情報処理技術の発展により更なる効率化が期待できる． 

例えば，損傷を写した画像の位置記録精度や画像の分解能等が確保されることにより，図７-６に示したとおり点検調
書作成の効率化や点検調書作成の自動化が可能となることからも，橋梁点検ロボット単体がもたらす直接的な利用効
果（「点検作業の効率化（外業）」や点検時間の短縮による「経済性」など）に加えて，これらを評価すべき項目として検
討する． 

総合的な評価は，これまでに実施された技術評価でも着目されており，5.8 節に示した NETIS においては「経済性」
「工程」「品質」「安全性」「施工性」「周辺環境への影響」などを評価対象として，従来技術と比べて「極めて優れる」「優
れる」「同等」「劣る」の 4 段階で評価されている．ここでの従来技術は，「人の近接目視点検」である．また，次世代イン
フラ用ロボット（橋梁点検ロボット）の現場検証でも，5.4 節に示したように「調書作成・支援」「効率」などを評価項目（基
本要件）として，点検調書に必要な情報が取得できる前提の下で，調書作成に係る手間や費用の削減について定量
的な評価指標が設定された．さらに，現場検証から得られた知見を踏まえて精緻化された評価項目・評価指標（表５-４）
および要求性能（表５-５）では，「損傷写真の整理」や「損傷図の作成」において自動化に着目した評価項目を設定し
ている．しかし，この性能評価においては，指標の設定は「損傷写真の自動整理機能の有無」や「損傷の検出率や的
中率」といった精度に関する評価とコスト（内業及び外業），作業時間（内業及び外業）の部分的な評価に止まっている． 
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総合的な評価に期待される視点は，橋梁点検ロボットを新たなユースケースの下で，調書作成までなどの点検プロ
セス全体への導入効果を明らかにすることにある． 

 
 

１）ロボットを用いた点検プロセス全体の性能評価方針 
（方針４）人とロボットの分担を想定した点検プロセス全体の作業効率を評価 
  橋梁点検の作業効率は，橋種や現場条件によっても異なる．また点検ロボット毎に点検可能な範囲，部材要素も異
なる．作業効率は，本来数多くの橋梁点検作業について実績を統計的手法で処理することによって明らかにできるが，
橋梁点検ロボットの多くが全ての橋種や全部材要素の点検を行える訳ではなく，ロボットの得意な部分に限定した活用
についても評価することが必要である． 
 橋梁点検ロボットの作業効率については，例えば矩形断面の高橋脚のみを対象とするものや，ＰＣ高架橋の箱下駄
内部のみを対象とするものもあるため，作業効率の評価においては，橋梁点検ロボットのみでなく人とロボットの組み合
わせ作業による効率改善効果を導出することとする．評価に際しては，人とロボットの役割分担を明確にするとともに，
点検調書作成においても，人の点検結果とロボットによる点検結果を組み合わせて点検の成果物を作ることが重要で
ある．検証は，実橋梁において一連のプロセスを点検作業から点検調書の作成までの作業効率を評価することにより
行う． 
（方針５）橋梁点検ロボットの扱い易さ（オペレーション性）を評価 
 橋梁点検ロボットの扱い易さは，「施工性」「安全性」「周辺環境への影響」と密接に関連する．橋梁点検は野
外で行われ，様々な制約条件や環境条件に晒される．ロボットの性能評価の難しさは，確認できた性能の再現
性をいかに担保するかにある．自然条件下の橋梁での性能評価を実施することで，飛行型点検ロボットは風速
変動の影響を受けふらつくことが予想される．点検の品質に関しては，このような条件で撮影された画像が，
画素レベルで適切に損傷を捉えているかは勿論，画像取得範囲から点検の網羅性が確保されているかといった
点については，点検ロボット単体の性能として損傷画像の位置記録精度や画像の分解能等により評価すること
とした．一方で，精度の確保された損傷画像の取得は，ロボットが正確な経路を辿って点検を行わない限り為
しえないが，オペレータに高度な操縦技術が要求されることや，立ち入り規制や仮囲いなど安全確保のための
措置が要求されるケースが考えられる．5.4 節で示した「安全性」「安定性」「作業性」「汎用性」といった評価
項目について検証することが必要である． 
 橋梁点検ロボットの扱い易さ（オペレーション性）については，点検経路作成や遠隔操縦の自動化（自律制
御の実現）による必要人員の数，機材の設営から撤去に要する時間，点検データの調書作成の自動化による作
業プロセスの省略の程度などを評価することにより行う． 
 

２）ロボットを用いた点検プロセス全体への評価項目 

（項目５）3 次元モデルでの点検画像交換を前提とした調書作成プロセスの効率化 
点検ロボットから取得した大量の点検画像を人力で帳票に整理することは経済性からも現実的でない．点検ロボット

のメリットを活かすためには，６．６節に示すように点検調書を自動化するソフトウエア技術を実装する必要がある．そこ
で，橋梁定期点検要領に基づく調書「様式１０（損傷写真）」「様式９（損傷図）」「様式１３（損傷程度の評価結果総括）」
について，その調書作成プロセスにおける入力項目が自動化される割合を評価する． 
 
（項目６）点検作業全体の効率化 

実際に橋梁点検ロボットを利用する場合，飛行型点検ロボットでも，懸架型点検ロボットに関わらず，橋梁の点検で
は，橋梁構造の複雑さに程度に応じて，より高度な操作に習熟したオペレータの技量が不可欠である． 

点検ロボットの移動経路の計画立案，簡易なプログラムによる自律飛行機械操作，点検画像の整理，調書に必要な
損傷程度の評価などの作業における自動化の割合を評価する． 
 
３）ロボットを用いた点検プロセス全体の性能評価モデルについてのまとめ 

橋梁点検は野外で行われ，様々な制約条件や環境条件に晒される．ロボットの性能評価の難しさは，確認できた性
能の再現性をいかに担保するかにある．自然条件下の橋梁での性能評価を実施することで，飛行型点検ロボットは風
速変動の影響を受けふらつくことが予想される．このような条件で撮影された画像が，画素レベルで適切に損傷を捉え
ているかは勿論，画像取得範囲から点検の網羅性が確保されているかといった検証を行う必要がある． 

これまでの橋梁点検ロボットの精度評価は，人が作成した点検記録との比較をベースとしていたため，他の現場へ導
入する際の判断材料とすることが難しかったが，橋梁 3 次元モデルを用いることで撮影位置と撮影方向が判ることから，
風速の影響を受けた場合に，対物画素寸法（解像度）の変化に対しても，検証点（ベンチマーク）における評価が可能
となる方法を提案することができた．さらに，外業のみならず，ロボットを用いた橋梁点検では，損傷等の位置情報に着
目し，一定の位置精度を有する点検記録の自動作成が原理的に可能であることが判った．現状の点検記録では，損
傷展開図に図示された引き出し線の先端部（矢印）の位置のみで損傷の位置を管理しているため，実際の損傷写真の
位置は明確にされていない．損傷写真の位置が明確になることで，これまで人手を要していた点検調書を構成する様
式間の紐づけ作業（照合）を削減することが可能となり，大幅に点検調書を作成するプロセスの効率化が可能となる．ま
た，損傷の位置が明確になることで，現状よりも効率的な点検と管理を実現することが可能となる． 
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7.3 橋梁点検ロボット技術の社会実装に向けた具体的な性能評価手順 
これまでの検討を基に，さまざまな条件下で行われる橋梁点検実務への点検ロボットの導入判断と，開発者に対す

るフィードバック，改良進化した技術の適切な評価，点検ロボットの導入に適した業務モデルの構築，技術基準類への
反映に資する橋梁点検ロボットの性能評価手順を提案する（図７-２３）． 

前述のとおり，橋梁点検ロボットに期待できる導入効果は，ロボットが行う点検画像の取得だけにとどまらず，点検調
書作成の効率化や自動化による省力化やコスト効果につても評価対象に含めた． 

また，多様な現場条件への適応性を評価するために“実橋での実証を通じた性能評価法”を提案するとともに，ロボ
ットの性能に応じて，様々な利用方法に対応できるようユースケースに対応して総合的な評価を実施することとした． 

これまでの性能評価方法では，環境条件や人の判読能力のばらつきを考慮する必要性があった．ある条件下で行
われた性能評価の結果が，全ての現場での性能を担保するものではないことから，様々な現場条件で橋梁点検ロボッ
トを検討するにあたり，安心して技術導入するために必要な情報を明らかにすることと，現場が心配するリスクに対して，
評価ができていることが重要である． 

加えて，更なる技術の進歩やニーズの顕在化に合わせて，評価方法がフレキシブルに進化させることが出来なけれ
ばならない点も，評価方法を考案する上で重要な視点であると考える． 

提案する実証評価方法は，新たな点検システムの機能・性能を評価するために，「橋梁点検ロボットの優位性が活か
せるユースケース」「システムの有用性を確認するための評価項目と評価方法」を示している． 

本論文では，橋梁点検ロボットの実証的評価法を構成する基本的な考え方である，「検証手順」「検証フィールド」
「評価項目と評価指標」「要求性能」「評価の根拠（エビデンス）」「評価対象技術の特定」の６項目について述べる． 

 

 
図７－２３ 本研究が対象とする橋梁点検ロボットの性能評価の位置づけ 

 
 

7.3.1 評価手順の基本的な考え方 

 橋梁点検ロボットの性能評価が公正明大かつ客観的に行われるように，検証手順は定量的な評価に努め再現性が
確保できるよう配慮すべきである． 

１） 事前準備（評価基準となるベンチマークの設置と計測等） 
性能評価は，橋梁点検ロボットを実橋梁の点検作業に用いることで「精度」「効率」「コスト」を明らかにするも

のである．このうち「精度」に関しては，ロボットが取得する損傷画像の「位置記録精度」と「空間分解能」「階調
の確保」について確認するため，評価者は事前に模擬クラックや測量用位置マーカーなどのベンチマークを
設置し，その位置情報を測量等により正確に記録する． 

２） 橋梁点検ロボットによる損傷の検出と記録 
橋梁点検ロボットの性能評価を受けるために開発者は，実際の橋梁において予め設定したユースケースに

基づいて点検を実施する．評価対象となる橋梁点検ロボットの強みが最大限に発揮できるよう事前に評価者と
ユースケースの設定について調整する．また評価者に提出する検証中のデータを確実に取得し整理する．評
価者は，作業時間や点検状況について正しく客観的な情報を収集する． 

３） データの提出と保管 
橋梁点検ロボットで収集したデータ，及び評価者が記録したデータについては，開発者と評価者が同じもの

を保管することとし，評価結果も合わせて共有する． 
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7.3.2具体的な実証評価法 

 前節で橋梁点検ロボットの性能評価を行うための基本的な考え方を示した．一方で性能評価の結果は，橋梁点検業
務でのロボット導入の適否の判断材料となることから，確認した性能に対して検証条件と再現性が確保できるようにする
必要がある．そのため，検証に先立ち「性能を検証のためのフィールド」，「ユースケースと要求性能」，「評価項目と評
価指標」について述べる． 
 
１）検証のフィールド 

①実橋梁での検証  

検証フィールドの選定は，評価結果を左右する重要なポイントである．前述のとおり実際の橋梁点検は様々
な環境条件下で行われるため，様々な構造形式に対し実物大スケールで行う必要がある．検証条件を代表す
るフィールドを再現することは極めて現実的でないため，性能検証は可能な限り実橋で行うこととし，橋梁点検
ロボットの開発者の設定するユースケースの特性を考慮して慎重に選定する必要がある．選定に際しては，ロ
ボットの適用範囲内での有効性を確認するため，現場で想定されるリスクを明らかにし，利用者の導入判断の
材料となるように適切な条件を確保することが重要である．  

②開発者に対して提供すべき事前情報  

橋梁点検ロボットの開発者には，通常の定期点検に先立って点検者が収集すべき「橋梁の諸元」「過去の点
検記録」など橋梁点検に必要な一通りの情報を提供する必要がある．また，損傷写真の撮影位置や撮影方向，
損傷の位置，3 次元モデルを納品する必要から基準点（最低４点，規模に応じて設定）の情報を提供する．  

③評価者による事前の準備  

橋梁点検ロボットの性能評価を的確に行うため評価者は，ロボットのユースケースに応じた検証フィールドを
提供する必要がある．橋梁点検ロボットの性能水準を踏まえ，道路管理者にとってのメリットが（ロボットの導入
効果が）期待できる条件を選定する必要がある．例えば，人がロープアクセスにより実施している高橋脚など，
比較的ロボットの導入効果が期待できるフィールドであることが望ましい．また，精度検証のための点検データ
の作成は，過去の検証では対象部材単位で従来手法（人の近接目視点検）により橋梁定期点検要領に基づき
点検調書を作成していたが，画像の位置記録精度や分解能により性能評価する場合には，橋梁構造や規模を
勘案して，ユースケースに応じて数か所をランダムに選定しベンチ-マークとすればよい．  

④ 検証フィールドの事例（土木研究所の実施事例）  

橋梁点検ロボットが撮影した点検画像の精度や運動性能について全ての点検画像を保存し評価結果の再
現性を担保するため、性能検証に先立ち評価基準となるベンチマークの設置と計測等を実施した．検証フィー
ルドとする土木研究所内南ループ橋にベンチマークを設置した．ベンチマークの設置に際しては，測量法第 
34 条に基づき，測量精度，使用する測機器，観測方法等の規格を統一した技術基準である「作業規定の準則」
を遵守して行った．  

具体には，検証フィールドの周辺（土木研究所敷地内）に電子基準点を用いて２級基準点（２点）を新規に
設置した．さらにこれを用いて４級基準点（4 点）を設置，高さについては国家水準点から３級水準測量により
求めた．また，4 級基準点から光波測距儀を使い橋梁の主桁や横桁，床版（いづれも桁に囲まれた空間内）
にベンチマーク（検証点）を設置した．検証点の設置数は，各面の４隅を含む４点以上を設置している．これ
により点検対象面が確定し 低限の精度（２㎝以内）を担保した（写真７-５）．  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 7-5 桁内部に設置した検証点とクラックスケール 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

クラックスケール 
検証点  
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２）要求性能（ユースケースに応じて設定） 
要求性能（リクワイヤメント）は，橋梁点検ロボットを使用する際の判断基準値となる重要な項目である．特に損

傷写真について，現状では人が近接目視後に撮影した損傷写真にはチョーキングは判読できるものの肝心の
損傷が判読できないものもある．人が損傷を目視確認して記録を作成する場合には支障ないとされるが，橋梁
点検ロボットで撮影した画像に判読できる損傷が見当たらない場合，ロボットが撮影した画像の記録能力（精度）
を把握していない限り，スクリーニングは勿論，ユースケースＡ（図７-５）に示した目視点検後（チョーキングあり）
の写真記録にすら使用できない．チョーキングすら記録できない場合があるからである．  

言うなれば要求性能は，ユースケース毎に設定しロボットを使用する際の判断基準として用いられるものであ
る．国土交通省が公表した，橋梁点検ロボットに関する要求性能は表５-５に示す通り，ロボットが撮影した画像
を利用して「損傷図を作成」や「損傷程度の評価区分の判定」を行うために必要な目安を示している．これらの目
安は，橋梁定期点検要領において定められた損傷程度の評価区分に対応するものであり，例えばＰＣ橋の幅０．
１ｍｍ以上のひび割れを幅０．１ｍｍ刻みで判読できることを求めているが，あくまで画像を人が目視で判読でき
るかといった視点で記述されている．  

本研究では，橋梁定期点検要領が要求する「損傷程度の評価区分の判断」に使用できる画像精度（表５-５
（Ａ－４）損傷程度の評価区分の自動判別）をロボットに要求することとした．このためには，幅０．２㎜程度のひ
び割れが確実に検出できれば，橋梁の健全性診断に必要な精度を有しており，スクリーニングに使用可能とし
て考えている．  

また，ユースケースの設定においては，ロボットの点検対象部材や範囲を明示することも重要である．狭隘部
の画像撮影可否など，評価対象ロボットの運動性能の違いが判断できるように留意する必要がある．写真 7-6 
は，鋼橋の橋桁内部空間を飛行し点検中の飛行型点検ロボットである．  

  
※ユースケース設定例  

（点検対象）  
鋼製橋梁の主桁（各フランジ上下面）・横桁・横構などの鋼部材，床版下面，支承装置，橋脚と橋台  

（利用場面）  
人による目視点検に先立ち構造物の表面画像をロボットにより撮影することで近接目視点検範囲のスクリ

ーニングを行う（ユースケースＢ）． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

写真７-６ 桁内狭隘空間の点検する飛行型点検ロボットの例  

 
３）評価項目と評価指標 

①評価項目 
評価項目は，評価対象技術の特長を定量的に表現するための重要な情報である．橋梁点検ロボットの基本

性能は，評価対象技術の開発者によって提示されるカタログ集（表 4-1）が参考になる．実橋梁において検証
により示す評価項目は，ロボットの仕様に基づく客観的性能ではなく，当該橋梁点検ロボットの使用方法（ユー
スケース）を踏まえたものでなければならない．  

実橋梁での性能評価に際しては，具体のユースケースに基づき評価項目を選択する．現在，国土交通省が
公表している橋梁点検ロボットの性能評価項目は，第５章の表 5-4 に示すとおり「精度」「効率性」「経済性」の
３分類であり，精度に関しては「損傷写真の記録」「損傷写真の整理」「損傷図の作成」「損傷程度の評価区分
の自動判別」としている．これら精度に関する評価項目は，人が近接目視により作成した点検調書との比較を
想定しているものであり，ユースケースとして専門的な知識と技能を有する技術者が近接目視を行った上で健
全性の診断を別途行うことを前提としている． 

本研究では，7.1 節において述べた橋梁点検ロボットの特長を踏まえたユースケースにおいて，ユーザーが

  
      

      
      

      
      

    
  

    
  

  

小型点検ドローン  
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導入判断に必要となるであろう「損傷画像の位置記録精度」「損傷画像の品質（空間分解能と輝度（彩度）の階
調）」「損傷画像の品質（正対画像）」「3 次元モデルの精度」「損傷画像の網羅性」などの評価項目を新たに追
加し，橋梁点検ロボットの評価項目として作成した．これを表 7-2 に示す． 

②評価指標 
評価指標は，評価項目と合わせてユーザーが橋梁点検ロボットの点検対象における適用性を判断する際の

重要な判断材料になる．7.1 節で示したユースケース A（図７-５）では，チョーキングを前提に橋梁点検ロボッ
トを使用するとしているが，仮にロボットの損傷検出能力が高ければ，チョーキングなどを使用せず損傷写真の
撮影に橋梁点検ロボットを使用することができる．  

つまり評価指標の設定は前述の評価項目に対応しているが，同じ指標を用いてもユースケース毎に性能値
の持つ意味が変わってくることになる．現在，国土交通省が公表している橋梁点検ロボットの性能評価項目は
表 5-5 に示すとおりである．精度に関しては「損傷写真の記録」「損傷写真の整理」「損傷図の作成」「損傷程
度の評価区分の自動判別」について設定している．これら精度に関する評価項目は，人が近接目視により作成
した点検調書との比較を想定しているものであり，橋梁点検ロボットで取得した画像の撮影位置については，人
が判断することを前提としている．  

本研究では，前述のとおり橋梁点検ロボットの画像から撮影位置を推定し徹底した効率化を実現するため
に，「損傷画像の位置記録精度」「損傷画像の品質（空間分解能と輝度（彩度）の階調）」「損傷画像の品質
（正対画像）」「3 次元モデルの精度」「損傷画像の網羅性」などの追加評価項目に対応した定量的な評価指
標を設定した．これを表 7.3 に示す．  

 

7.3.3実証的性能評価において考慮すべき事項 

道路橋の定期点検は全ての道路管理者に義務付けられ，５年毎に近接目視点検を行い健全性の診断を行うこと
とされている．このため，橋梁点検ロボットの要求性能は，各道路管理者が定める点検方法に必要な要求性能を満
足する必要がある．言い換えると橋梁点検に係る技術基準類への整合が必要である． 

本研究で設定した損傷画像の評価指標は，橋梁点検ロボットによる点検作業の効率化と省力化を進めるため３
次元モデルによる点検画像の管理を想定したものである．損傷画像の評価指標を設定した．損傷画像の位置記録
精度は概ね 10cm の誤差に収まれば実用上問題はないと考えるが，各管理者と協議に基づいて決める必要がある． 

 
１）評価の根拠 

① 評価基準 
橋梁点検ロボットの性能評価での評価基準は，検証フィールドの特徴（橋種，点検対象範囲，規模，周辺の

環境条件など）や想定するユースケースに応じて異なってくる．国土交通省が実施した現場検証における最大
幅 0.3mm のひび割れ検出能力が検出率で平均 50％，優れた性能を示したロボットでも 80%程度であったこと
からも，ひび割れ検出能力の評価基準の設定に際しては，実用性を十分に考慮する必要がある． 

橋梁点検ロボットのユーザーや施設管理者にとっての不安要素は，ロボットを用いて取得した画像に損傷や
変状の「見落とし」や「誤検出」がどの程度生じるかである．橋梁点検では，構造物の種類によって，同じロボッ
トを用いても点検の品質に違いが生じることが想定される．点検ロボットを用いて取得した画像は，近接目視と
異なり，光学カメラの映像を点検後に解析して得られるため，少なからず人の検出した変状や損傷と同じにな
るとは限らない．橋梁点検ロボットを人の代替手段として考える場合には，信頼性(検出率)の目標をどこにする
か判断することは難しい．仮に 90％の検出率を求めたとしても，管理者にとって 10％の見落としが許容し難い
問題として捉えられる可能性があるからである． 

損傷検出能力が十分に高くないと判断された場合であっても，点検範囲のスクリーニングにおいて効果を発
揮することが可能である．例えば，橋梁の第三者被害防止措置のために落下する危険がある部位の全面に対
して実施されるコンクリート部材の「うき・剥離」検出を目的とする打音検査において，打音範囲の絞りこむため
に有効と判断された新技術（赤外線カメラを用いたコンクリート構造物のうき・剥離検出システム）は，検出率の
定義を「うき・剥離」の位置で評価するのではなく，その範囲で評価することにより，検出率 100％となり点検へ
の適用が進んだ． 

2015 年度に行われた「うき・剥離」の検出技術の検証における損傷種類別の検出精度は，対象コンクリート
面の打音検査で確認されたうき・剥離 90 箇所の全てを検出した．また，当該技術で検出した 350 箇所のうち
90 箇所が従来法により損傷と確認されたことから，新技術の適用条件の範囲内では検出率 100%（精度），ヒッ
ト率 26％（効率）の評価を得た（付録参照）． 

 
 
 
 
 
 



99 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一方，本研究では点検ロボットに搭載したカメラの損傷検出能力は，画像の空間分解能と輝度の階調を確

保したうえで，ロボットによる撮影位置と撮影角度の管理を適切に行うことで確保できると考えた．点検前にカメ
ラの性能に応じて撮影計画（撮影時の離隔距離と角度（基本は正対））を立案することで，論理的には 100％の
検出が可能となる．撮影位置がずれた場合などは，撮影位置を管理することで，精度が確保できない位置等
から撮影した画像を棄却することが可能となる． 

② 評価者 
点検ロボットの評価は，これまで人との比較において行われ，人が検出した変状に対して，ロボットがどの程

度検出できるかを第三者により証明（評価）することが要求されてきた．また，橋梁点検ロボットの性能評価は，
これまでフィールドを提供できる道路管理者（国交省や地方自治体など）によって行われており，点検業務の
委託者でもあることから，ロボット開発者が自ら実施した性能評価はカタログと見做され，客観的な性能評価方
法としても認められなかった．福島県が整備した福島ロボットテストフィールドでは，橋梁点検ロボットのための
テストサイトが整備されている．このような施設についても，客観的でオープンな性能評価方法の下で性能評
価が進むことが期待される． 

③ 性能評価に関する記録の作成 
橋梁点検ロボットの適用性をユーザーが判断するためには，性能カタログ等のロボットの仕様に関する情報

に加えて，橋梁点検ロボットの性能評価結果，性能評価の根拠となるユースケースや評価項目，および画像
やこれを基に作成した損傷図等データについては，すべて評価記録として残すことが必要である．  

国交省の現場検証では，橋梁点検ロボットの評価結果について公表されたが，点検業務への適用性を判
断するためには，検証フィールドの詳細や取得解析した画像データを提示が必要である．特に撮影した損傷
画像と生成した 3 次元モデルについては，損傷画像の「位置記録精度」「損傷画像の品質（空間分解能と輝度
（彩度）の階調）」「損傷画像の品質（正対画像）」「3 次元モデルの精度」「損傷画像の網羅性」の全てが必要で
あり，部分的な画像だけでは，網羅性の確認や 3 次元モデルの精度についての確認が難しい．少なくとも橋梁
点検ロボットとして実用レベルにある技術については，「点検支援技術（画像計測技術）を用いた 3 次元成果
品納品マニュアル（橋梁 編）（案）」に基づく成果品に相当する情報が望ましい． 

④ 評価結果の公表範囲 
 性能評価の根拠データの公表については，一つには開発者へのフィードバック情報，一つにはユーザーに
対する導入可否の判断材料を提供する意味において重要な意義がある．橋梁の管理者にとって，点検結果
の詳細が判る情報を一般公開することに対しては，管理責任上難しい部分もあることから，橋梁の特定ができ
ないよう工夫が求められる． 
 

２）性能の再現性を重視した評価対象技術の特定 
①NETIS（新技術情報提供システム）における技術特定 

橋梁点検ロボットに限らず新技術は，現場での試行錯誤を繰返し改良が進められる．NETIS に登録可能な
技術は，技術の成立性が確認されており，その適用範囲において従来技術に比べ活用効果が同等以上と見
込まれるものと定義されている．このため開発中の技術では登録できない．橋梁点検ロボットは，第 4 章で定義
したとおり「損傷に近接する機能」「損傷状態を把握する機能」「損傷程度を評価する機能」「点検情報を記録
する機能」を有するものを点検ロボット技術と定義しているため，ロボットを構成する多くの要素技術は常に見
直しが行われ進化している． 

本研究では，橋梁点検ロボットの性能検証の対象となるロボット技術については，NETIS に登録された技術
だけでなく，開発中の技術についても評価対象とすることに加え，同一の橋梁点検ロボットであってもその使用
方法によって評価項目と性能評価値が異なることを前提にしている．言い換えれば，同一技術が，適用条件の

表 7-4 検出率とヒット率の概念 
      出所：国土交通省次世代ロボット導入検討委員会資料 

「検出率」：１－β   （式１）       （※打音必要箇所の未検知(β)の無い割合） 
「ヒット率」：１－α   （式２）       （※システムの打音必要判定箇所の内，真に打音必要の割合） 
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違いによって性能評価結果が異なることを想定している．このため，NETIS への掲載技術の評価に際しては，
評価項目の設定を含め，必ずしも活用効果調査と同じ評価にならないことから，①ユースケース，②適用範囲
（検証フィールドの条件），③評価の根拠となる損傷画像及び 3 次元モデルについて，参考情報として掲載す
ることを推奨する． 

② 性能カタログ集への登録による技術特定 
橋梁点検ロボットの活用を促進するために，国土交通省が現場検証等により実用性を評価した技術につい

ては，国土交通省が作成した「点検支援技術 性能カタログ（案）」において公表し，新技術利用のガイドライン
（案）において橋梁点検業務において橋梁点検ロボットの導入判断に係る確認プロセスが明確にされている．
この性能カタログに掲載される技術についても，実用段階にある技術が対象とされている． 

本研究では，橋梁点検ロボットの性能評価の前提として同一技術であっても使用方法によって性能評価値
が異なることから，性能カタログ掲載技術についての性能評価結果の提示に際しても，①ユースケース，②適
用範囲（検証フィールドの条件），③評価の根拠となる損傷画像及び 3 次元モデルについて，参考情報として
掲載することを推奨する． 
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評価項目 評価項目の説明 

精

度 

損傷写真の記録 点検員が評価対象技術により取得した写真等※１に基づき，「損傷程度の評価※２」の評価区

分を適切に判別できる精度を有しているか 

※1 チョーキングが無い状態での損傷程度の評価区分の判別を想定 

※２ 「橋梁定期点検要領（平成 26 年 6 月国土交通省道路局国道・防災課）」付録における

損傷程度の評価区分に基づく 

損傷写真の整理 損傷写真に写真番号，径間番号，部材名，要素番号，損傷の種類を自動で整理する機能を

有する． 

損傷図の作成 当該技術により取得した写真等に基づき，損傷図※３を自動作成することができるか．なお，

「損傷程度の評価区分の記載」については評価の対象外とする 

※３ 損傷図には損傷の種類，発生位置，範囲・状況のスケッチや写真で記録するとともに，

代表的な損傷の寸法を記載する． 

損傷程度の評価区分の自動判別 評価対象技術により判別した損傷種類，損傷程度の評価区分が，点検者が近接目視により

実施した評価区分※４と一致するか   

※４ 予めベンチマーク損傷に対してなされた損傷程度の評価区分 

損傷画像の位置記録精度 評価対象技術により取得した損傷画像の撮影位置又は，損傷の位置について，その位置に

関する記録精度を評価する．精度評価は，損傷位置が測量により計測した真値との差異をも

って評価する. 

損傷画像の品質（空間分解能と輝度

（彩度）の階調） 

評価対象技術により取得した損傷画像の空間分解能および輝度（彩度）の階調が適切に確

保されていることを評価する．空間分解能は，損傷画像の一画素あたりの寸法が一定水準以

上であることを確認することによって評価する．また，空間分解能と階調の組合せにより，損傷

種類毎に設定したベンチマークについて「損傷程度の評価」の評価区分が判読できる精度を

有しているかにより評価する． 

損傷画像の品質（正対画像） 評価対象技術により取得した損傷画像を，撮影位置と撮影角度等の情報を用いて幾何補正

できる場合に評価する．幾何補正により生成した画像を正対画像とするとき，正対画像の品質

評価は，一律の空間分解能と輝度（彩度）の階調が確保されている事を評価する． 

3 次元モデルの精度 評価対象技術により取得した損傷画像をすべて管理できる範囲を網羅した橋梁 3 次元モデ

ルの精度を評価する．精度評価は，指定された基準点と評定点（各面毎に２点程度）の位置

が，測量により計測した真値と 3 次元モデル上に再現された位置との差異をもって評価する． 

損傷画像の網羅性 評価対象技術により取得した画像が，その品質を満足する前提で適用範囲を網羅的にカバ

ーしていることを評価する．網羅性の評価は，作成したモザイク画像等により 60％の重複率を

有する範囲の割合により評価する． 

効

率

性 

作業時間比率（外業） 評価対象技術を導入したことによる従来技術との作業時間比率（外業） 

作業時間比率（内業） 評価対象技術を導入したことによる従来技術との作業時間比率（内業） 

損傷図作成に要する時間 評価対象技術により取得した画像を用いて，損傷図と同等の情報を画面に表示するために要

する作業時間（コンピュータによる処理時間を含む） 

損傷写真の整理に要する時間 評価対象技術により取得した全ての画像を，損傷写真と同等の情報を画面に表示するために

要する作業時間（コンピュータによる処理時間を含む） 

点検調書（全様式）の作成に要する

時間 

価対象技術により取得した画像を用いて，損傷図や損傷写真を含むすべての帳票と同等の

情報を表示するために要する作業時間（コンピュータによる処理時間を含む） 

経

済

性 

コスト比率（外業） 評価対象技術を導入したことによる従来技術とのコスト比率（外業） 

コスト比率（内業） 評価対象技術を導入したことによる従来技術とのコスト比率（内業） 

表７-２ 橋梁点検ロボットの評価項目 



102 

 

 

評価項目 評価指標 

精

度 

損傷写真の記録 判読可能率 （ベンチマーク損傷※５のうち，当該技術で記録した画像にて判読可能な損

傷数）／（予め設定したベンチマーク損傷※５の数）          

※５ 位置・大きさ等を計測済みの損傷，または同等の模擬損傷 

損傷写真の整理 機能の有無 損傷写真の整理機能の有無 

損傷図の作成 検

出

率 

評価対象技術で自動検出できた

ひびわれ延長/近接目視で検出し

たひびわれ延長 

当該技術で自動検出できたひびわれ延長/予め設定したベンチマーク損傷
※５（ひびわれ）の延長 

※５ 位置・大きさ等を計測済みのひびわれ，または同等の模擬損傷 

評価対象技術で自動検出できた

損傷数/近接目視で検出した損傷

数 

ベンチマーク損傷※５のうち，当該技術で自動検出できた損傷数/予め設定

したベンチマーク損傷※５の数 

※５ 位置・大きさ等を計測済みの損傷，または同等の模擬損傷 

的

中

率 

近接目視で検出したひびわれ延

長/評価対象技術で自動検出した

ひび割れ延長 

ベンチマーク損傷※５（ひびわれ）の延長/当該技術で自動検出したひび割

れ延長 

※５ 位置・大きさ等を計測済みのひびわれ，または同等の模擬損傷 

近接目視で検出した損傷数/評価

対象技術で自動検出した損傷数 

予め設定したベンチマーク損傷※５の数/当該技術で自動検出した損傷数 

※５ 位置・大きさ等を計測済みの損傷，または同等の模擬損傷 

損傷程度の評価区

分の自動判別 

正解率 当該技術による評価区分とベンチマーク損傷の評価区分が一致する損傷

箇所数/予め設定したベンチマーク損傷※５の数 

※５ 位置・大きさ等を計測済みの損傷，または同等の模擬損傷 

損傷画像の位置記

録精度 

位置記録の誤差平均(㎝) 評価対象技術により取得した損傷画像の撮影位置又は，損傷の位置につ

いて，その位置に関する記録精度を評価する．精度評価は，損傷位置が測

量により計測した真値との差異をもって評価する. 

損傷画像の品質（空

間分解能と輝度（彩

度）の階調） 

空間分解能（㎜/ピクセル） 

輝度（彩度）の階調 

評価対象技術により取得した損傷画像の空間分解能および輝度（彩度）の

階調が適切に確保されていることを評価する．空間分解能は，損傷画像の

一画素あたりの寸法が一定水準以上であることを確認することによって評価

する．また，空間分解能と階調の組合せにより，損傷種類毎に設定したベン

チマークについて「損傷程度の評価」の評価区分が判読できる精度を有し

ているかにより評価する． 

損傷画像の品質（正

対画像） 

幾何補正精度 

空間分解能（㎜/ピクセル） 

輝度（彩度）の階調 

評価対象技術により取得した損傷画像を，撮影位置と撮影角度等の情報を

用いて幾何補正できる場合に評価する．幾何補正により生成した画像を正

対画像とするとき，正対画像の品質評価は，一律の空間分解能と輝度（彩

度）の階調が確保されている事を評価する． 

3 次元モデルの精度 評定点の平均誤差(㎝) 評価対象技術により取得した損傷画像をすべて管理できる範囲を網羅した

橋梁 3 次元モデルの精度を評価する．精度評価は，指定された基準点と評

定点（各面毎に２点程度）の位置が，測量により計測した真値と 3 次元モデ

ル上に再現された位置との差異をもって評価する． 

損傷画像の網羅性 網羅率(%) （評価対象技術により取得した画像の表面積（重複率 60%以上の範囲）／

（撮影対象範囲の表面積） 

効

率

性 

作 業 時 間 比 率 （ 外

業） 

作業時間比率（外業） （適用条件内は当該技術で実施し，適用条件外は近接目視で実施した場

合の作業時間（外業））／（全部材，全損傷種類，全作業を近接目視で実施

した場合の作業時間（外業）） 

作 業 時 間 比 率 （ 内

業） 

作業時間比率（内業） （適用条件内は当該技術で実施し，適用条件外は近接目視で実施した場

合の作業時間（内業））／（全部材，全損傷種類，全作業を近接目視で実施

した場合の作業時間（内業）） 

損傷図作成に要する

時間 

損傷図作成時間(h) 評価対象技術により取得した画像を用いて，損傷図と同等の情報を画面に

表示するために要する作業時間（コンピュータによる処理時間を含む） 

損傷写真の整理に要

する時間 

損傷写真整理時間(h) 評価対象技術により取得した全ての画像を，損傷写真と同等の情報を画面

に表示するために要する作業時間（コンピュータによる処理時間を含む） 

点検調書（全様式）

の作成に要する時間 

調書作成時間(h) 価対象技術により取得した画像を用いて，損傷図や損傷写真を含むすべて

の帳票と同等の情報を表示するために要する作業時間（コンピュータによる

処理時間を含む） 

経

済

性 

コスト比率（外業） コスト比率（外業） （適用条件内は当該技術で実施し，適用条件外は近接目視で実施した場

合のコスト（外業））／（全部材，全損傷種類，全作業を近接目視で実施した

場合のコスト（外業）） 

コスト比率（内業） コスト比率（内業） （適用条件内は当該技術で実施し，適用条件外は近接目視で実施した場

合のコスト（内業））／（全部材，全損傷種類，全作業を近接目視で実施した

場合のコスト（内業）） 

表７-３ 橋梁点検ロボットの評価指標 
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7.4 まとめ 
本章では橋梁点検ロボットの社会実装に向け，ロボットの利用方法を考察し，そのための実証的な性能評価法を提

案した．点検ロボットの持つ特長を活かした点検方法（ユースケース）を提案し，点検作業(外業)だけでなく点検ロボット
により取得したデータの利用価値に着目することで点検調書作成作業（内業）にも考察の範囲を拡げ，橋梁点検ロボッ
トの取得する画像に対する評価項目を具体化した． 

橋梁点検においては，これまで損傷位置を正確に記録するルールがなかった．このため橋梁点検では，点検員が
橋梁の健全性を診断する際の根拠となる“損傷状態の記録”について，施設管理者が定める様式に基づいて平面展
開図上に簡略記号を図示し，損傷写真は引出線を用いて写真番号を記載するなどの方法により多大な労力をかけて
損傷の位置関係の記録に努めてきた． 

本研究によって橋梁点検ロボットが取得する大量の画像から損傷の正確な位置の再現性に着目したことにより，構
造物の健全性を評価するために必要な，損傷の正確な位置の記録精度を向上することが可能となり，維持管理の効率
性や信頼性の改善に効果をもたらすことが可能となる． 

本章での検討により得られた結論は，以下のとおりである． 
 
（１） 橋梁点検ロボットの持つ優れた能力と大量の画像を人が判読する必要性や微細なひび割れの検出能力が現状

では人よりも劣ることなど，橋梁点検ロボットを用いる際に考慮すべき得失を踏まえ，ロボットの持つ特長を活かし
た点検手順を考案した． 

（２） また，点検ロボットの損傷検出精度を「近接目視には及ばないが，一定程度以上の変状は確実に確認できる（レ
ベル１）」と「近接目視で確認を求められる全ての変状を記録できる（レベル２）」に分け，損傷検出精度に応じ橋
梁点検ロボットを用いた段階的な導入イメージを整理した． 

（３） 橋梁点検ロボットを用いて人の近接目視点検範囲の絞り込み（スクリーニング）に使用する場合の点検手順を検
討し，４種類のユースケースを設定し期待される効果を考察した． 

（４） 橋梁点検ロボットの社会実装に今後必要となる技術として，①橋梁点検ロボットが取得した大量の画像を 3 次元
モデル上で撮影位置により管理する技術，②画像から損傷を自動検出する技術，③データ統合管理により調書
の自動出力や自動解析する技術をリストアップしそれらについて考察を加えた． 

（５） 橋梁点検ロボットが取得した大量の画像から撮影位置を正確に推定できる特長を活かし，これまでの評価項目
である「検出精度」「効率（点検作業の効率化）」「経済性（点検作業時間の短縮）」に加え「損傷位置の記録精度」
「点検範囲の網羅性」「画像の精度」「効率（点検調書作成の効率化）」「経済性（調書の自動化）」を新たに追加
提案した．これらは，画像の位置情報を用いた調書作成の自動化と省力化に必要な評価項目として，3 次元モ
デルを前提とした業務モデルの実現を可能とするものである． 

（６） 橋梁点検ロボットの性能評価を行うための基本方針を設定し，「橋梁点検ロボット単体の性能評価」と点検プロセ
ス全体の品質確保と効率化を考慮した「総合的な評価」について，評価方法を提案した． 

（７） 「橋梁点検ロボット単体の性能評価」については，個体差のある人の点検結果と比較するのではなく，橋梁点検
ロボットにより取得した画像の再現性に着目しベンチマーク方式が有効でありその方法を示した．また，３次元モ
デルによる点検データの管理を見据え，３次元モデルの精度や損傷画像の位置精度，損傷画像の空間分解能
や階調，損傷の位置精度を評価対象とすることを提案した． 
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8.結論 

本研究では，橋梁点検ロボットの社会実装に資する技術評価方法について考察を行った．これまでに国土交通省
がロボットの導入のために実施した現場検証の取組みの結果や，現状のロボット技術の研究開発動向などを踏まえ，
現状の技術水準を考慮した段階的な実用化を可能とするために橋梁点検ロボットの有する強みを分析し，ロボットの強
みを活かした効率的な橋梁点検のユースケースを検討した．  

点検員の目視点検を中心に行われてきた橋梁点検においては，損傷位置を正確に記録するルールがなかったが，
本研究において橋梁点検ロボットが取得する大量の画像から損傷の正確な位置の再現性に着目したことにより，損傷
位置の記録精度を向上することが可能となり，ひいては維持管理の効率性や信頼性の改善に効果をもたらすことが可
能となることを明らかにした．  

このため，これまでの橋梁点検ロボットの評価で主に行われていた「人の能力との比較」に代わり，橋梁点検ロボット
の持つ優位性に着目した評価項目として，ロボットの高い再現性に着目し「損傷位置の記録精度」「点検範囲の網羅性」 

「画像の精度」に加え，3 次元点群モデルを利用することで実現可能な「点検調書作成の効率化」「調書作成の自動
化による経済性」について評価項目として設定した．  

また，橋梁点検ロボットに求める要求性能（リクワイヤメント）と社会実装に有効な技術評価についても提案し，その評
価方法の一部を試行することで提案の有効性等について考察を行った．  

本研究に取り組んだ結果，橋梁点検ロボットの損傷検出精度は人を代替できる水準には到達していないが，点検ロ
ボットは損傷の位置特定精度などにおいて，極めて優れた性能を有することが判った．これまで橋梁点検では，損傷位
置の記録精度に関してルールが整備されていないため，点検記録に残された損傷の位置にはかなりの誤差があること
も確認された．一方で，構造物の健全性を評価するためには，損傷を正確に記録することにより，維持管理の効率性や
信頼性の改善に効果がある．  

従来の橋梁点検では，橋梁の健全性を診断する際の根拠となる“損傷状態の記録”については，施設管理者が定め
る様式に基づいて平面展開図上に簡略記号を図示し，損傷写真は引出線を用いて写真番号を記載する方法が用い
られてきた．この点検調書には，位置の記録に関する要求精度が定められていないことや，損傷の位置を計測する方
法も定められていないため，図示された損傷の位置が実際の位置とは異なって記録されることも多く見られる（筆者の
分析によると，橋脚で 2m 程度，床版で 1.5ｍ程度の誤差が見られる）．この記録精度に関しては，点検に必要な技術
力を有する点検員が，近接目視によって損傷を確認しているため，点検の目的は十分に果たされてきた．むしろ精緻
な記録を作成するための労力よりも，重大な損傷を見逃すことがないよう効率的に作業することが重視されてきたと言え
る．  

本研究では，橋梁点検ロボットの持つ損傷の検出精度に加えて，位置特定精度にも着目した性能評価方法を提案
することにより，一定の精度を有する点検記録を作成することが可能となり，現状よりも効率的な点検の実現を可能とし
た．  

また，橋梁点検において， も基本的な損傷となる「ひび割れ」の検出について，現状の技術水準を踏まえつつ，人
（点検技術者）による点検結果と橋梁点検ロボットによる点検結果を比較．これにより，これまで人の点検能力を基準と
していた橋梁点検ロボットの性能評価について，新たなユースケースを想定しロボットの優位性を引き出す作業につい
て分析を行った．  

人を単純に橋梁点検ロボットに代替させる考え方に代わる，人とロボットの各々有利な部分を有機的に組み合わせ
た全体の点検システムとして，橋梁点検ロボットが優位性を有する位置決め能力を活かしたスクリーニングへの適用な
ど，橋梁点検ロボットを用いて早期に実現可能な具体的な点検方式を提案した．さらに，これらの優位性を含め，ユー
ザーからも信頼される客観的な技術評価手法を提案した． 
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9．今後の展開と展望 

道路橋の点検は，近接目視を基本とし，必要に応じてクラックスケール等により，ひび割れの位置，方向や間隔，ひび
割れの幅や長さ等を計測し，その結果を基に健全性の診断と，補修等の対策区分を判定することが，橋梁定期点検要
領や道路橋定期点検要領などで定められている．これまで，ロボットの導入に際しては，“人の代替”か“人の支援” の
どちらを目指すかといった議論がなされてきた．  
点検員による点検では，点検中に見つけた損傷について，その状況に応じ観察し記録することが可能であり，人に備
わった極めて高性能なセンシング能力を発揮する．別の言い方をすると，技術者の眼は，様々な角度や距離から損傷
（ひび割れ等）の状態を特定し，また，錆汁や析出物の有無も同時に確認できることから，損傷原因特定につながる
様々な情報の記録が可能である．  
一方，現状の点検ロボットで画像を取得する場合は，そのような臨機応変の対応は難しく，大量で画一的な画像データ
を取得することにより目視で確認すべき損傷（一定の大きさを有する損傷等）を抽出し，正確な記録を作成できる利点
がある．  
現状の点検記録は，その多くが大まかな位置と損傷種別とその状態区分（大抵が 5 段階評価）を記録している．橋梁点
検においては，点検で発見された損傷情報を総合的に判断して，補修等の措置を判断する“健全性の診断”を行って
いる．このため，位置記録精度は，かなり曖昧であるものの信頼に足る点検品質を実現していると言える．  
本研究では，橋梁点検分野へロボット技術導入が進まない要因の一つであった，橋梁点検ロボットの性能を的確に評
価するシステムの構築を試みた．土木分野以外から参入する開発者にとっても，一品生産的で多様な構造を持つ橋梁
を対象に，屋外の自然環境下で使用される点検ロボットの開発目標を設定することが難しかった．  
そこで本研究では，ロボットをスクリーニングに用いることを提案した．ロボットの導入を段階的なものとし第一歩をスクリ
ーニングに用いることで，人が目視で確認すべき範囲を絞り込むことで効率化を実現する．そのスクリーニングに用いる
際に必要な性能値と評価方法を提案することで，ロボット点検の実用化を可能とした．  
全国に 70 万橋以上存在する橋梁の点検においてロボット技術の有用性を確認するためには，適切なユースケース
を定め実証評価を行い，システム開発者には要求と橋梁点検ロボットが稼働する環境を示し，ユーザーには利用の効
果を示すことこそが重要である．   
本研究で提案したロボットのユースケースでは，人の目視による点検を必要とするため，さらにロボット技術が進化した
近い将来に実現が期待される橋梁点検ロボット像は，「人の点検を完全代行できる自律点検ロボット」である．そのため
には，構造物表面を効率的に撮影するための経路生成と制御技術当の開発が必要とされる．現時点では人の近接目
視を代替するほどの検出精度（解像度），記録精度には到達していないため，本研究で直ちに実現が望まれる人の近
接目視と併用することで，点検の効率化を実現するユースケースを設定し，その実現のための実証的評価方法を考案
した．  
考案した手法を具体的な事例に適用し，その妥当性については継続的に検証を受ける必要がある．現在，国交省が
推進している橋梁やトンネル構造物点検へのロボット技術や人工知能（AI）技術の導入に際しては，技術開発を担う企
業等から，開発した新技術を適用した新しい業務モデルを設定することが難しく，既存手順の一部を置き換えにより改
良する程度の適用が大多数を占めている．今後，革新的な新技術を用いて，業務モデルそのものを大胆に変えること
により，新技術導入の可能性を拡げるために，本研究では，橋梁点検ロボットの適用を例に挙げ，その適用に欠かせ
ない人工知能（AI）の教師データの開発，評価方法を合わせ提案することにより，現在進めている官民研究投資拡大
プログラムでの試行および検証結果と合わせて手法の有効性を検証したいと考える．  
これまでに考案した下記のアイデアについて，それらの有用性について，社会的受容性，社会実装の実現性，コスト，
精度，生産性の要素を 適化するものであることの論拠を整理し考察したいと考える．  
なお，今後の公共土木事業における新技術導入プロセスの改良を大きなテーマとして，ロボット技術等の先進技術の
導入において，現状の課題がどこにあって，自らが提案した実フィールドでの技術評価が，民間企業の開発者に開発
のモチベーションを与えるのみならず，既存の業務に安住することなく，新しい業務モデルを生み出すための機会にな
ると考える．この提案によりロボット技術については，今年度からようやく導入が始まった段階であるが，着実に効果が
表れつつある．  
公共土木事業を中心としたインフラ整備に係る建設産業は，整備されたインフラが世代を超えて供用されることから，技
術導入に慎重な姿勢を保持し続けてきましたが，Society5.0 に代表される社会環境の変革に日本が乗り遅れないため
には，新しい技術を導入に際し，その技術が有する潜在的なポテンシャルを 大限に引き出せるような仕組みが必要で
あり，ただ単に人を前提とした業務プロセスを，再定義することによる技術検証手法を提案し，全国の実証フィールドに
おいて試行することにより，導入を加速させたい． 
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12．付録 

（付録４） スクリーニングの概念を取り入れた技術評価事例 
（コンクリート構造物のうき・剥離を検出可能な非破壊検査技術の評価） 

 

本資料は，第三者被害防止措置要領に基づくコンクリート部材の打音検査範囲のスクリーニングに適用された非破
壊検査技術の評価事例である．本事例は，次世代社会インフラ用ロボット現場検証委員会（橋梁維持管理部会）にお
いて審議され，橋梁点検技術では性能要求（リクワイヤメント）に基づく初めての評価事例であり，公表資料を基に若干
の補足を加えたものである． 

 
（評価結果の公表資料） 
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 （補足） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「検出率」：１－β   （3） 

（※打音必要箇所の未検知(β)の無い割合） 
 
「ヒット率」：１－α  （4） 

（※システムの打音必要判定箇所の内，真に打音必要の割合） 
 
 
 
この事例では，点検ロボットによる損傷（うき・剥離）の検出性能を評価するために「検出率」と「ヒット率」という２つの指

標が定義された． 
これらの指標について，既存の統計的品質管理概念との整合について表に示す．JIS「品質管理」の用語では，「検

出能力」は測定方法全体の性能を表しているとの参考解説の他は，「検出力」を１－β と定義している．ただし，この１
－β は測定対象の真値の捕捉確率となっているため，人間の測定との比較を前提とした性能評価では，「検出力」とい
う用語の使用は誤解を生む可能性があり，新たに検出率として式（１）を定義し，検出範囲における真値の割合をヒット
率として式（２）に定義した． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

表 検出率とヒット率の概念 
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（付録５）  

次世代社会インフラ用ロボット現場検証委員会 橋梁維持管理部会の実施した現場検証条件について 

平成 28 年 3 月 30 日報告書などより抜粋 

評価結果の公表資料の所在：http://www.mlit.go.jp/common/001125338.pdf 

 

１．国土交通省が実施した現場検証における橋梁点検ロボットの公募について【公募条件】 

 現場検証においては，検証対象として募集した[１]～[10]の技術について，橋梁点検においてロボット技術が全て
を満たすべき要件を「基本要件」として設定した．さらに，現在の橋梁維持管理で課題となっている項目で，効果が期
待される項目について「公募技術に期待する項目」として設定された． 

 

［１］ 鋼橋において，桁の「腐食，亀裂，ゆるみ･脱落，破断，防食機能の劣化」について，点検要領に基づく近接目視
点検の支援ができる技術・システム 

 
【基本要件】 

① 「橋梁定期点検要領 平成 26 年 6 月発出」（以下，「橋梁定期点検要領」という），「道路橋定期点検要領 
平成 26 年 6 月発出」（以下，「道路橋定期点検要領」という）及び「橋梁における第三者被害予防措置要領
（案）平成 16 年 3 月国土交通省道路局国道・防災課」（以下，「第三者被害予防措置要領」という）（これら３
つの要領について，以下，「橋梁点検要領等」という）における桁の「腐食，亀裂，ゆるみ･脱落，破断，防食
機能の劣化」の全てまたは一部について，近接目視を主体とする点検の支援を通じて，「橋梁点検要領等」
の規定に定める点検調書の作成またはその支援ができる．なお，ここでの「支援」とは，従来点検の全ての代
替には至らぬものの従来点検と組合せて補完的に行うことで，全体として点検の効率化，省力化あるいは高
度化を図ることができることをいう．ただし点検精度を低下させるものであってはならない． 

② 「橋梁点検要領等」に基づく損傷評価に必要な全てまたは一部の情報を得ることができる．ここでいう損傷評
価に必要な情報とは，「橋梁点検要領等」に規定される各損傷の程度の判定で求められる状況が識別できる
画像あるいはその他のデータをいう．例えば，「腐食」に対しては，損傷の深さと損傷の面積の状況が，深さ
においては板厚減少の有無，面積については，局部的か否かが識別できる情報が得られること．また，コン
クリートの「ひびわれ」に対しては，最大ひびわれ幅と最小ひびわれ間隔のそれぞれの情報として，ひびわれ
幅に関しては 0.1mm 単位で識別できること，ひびわれ間隔については平均的な間隔として数十 cm 程度の
単位で読み取り可能であることが要求される．その他の各損傷評価で要求される一般的性状については，
「橋梁点検要領等」に基づくこととした． 

③ 足場の設置等をしなければ，点検のために人が近づけない部位や，狭隘部など人が近づき難い箇所を点検
できる．なお，当該箇所へのアプローチ方法は特段限定しない． 

④ 現場での点検作業や点検結果の記録，整理作業および調書作成に掛かる費用や手間を削減することがで
きる． 

⑤ 現場での点検作業における安全確保がなされている．この場合，公募技術本体における安全対策に限らず，
危険箇所に対する立ち入り禁止等の措置も含む． 

【公募技術に期待する項目】 
⑥ 点検において，外乱（強風，外光（太陽光）や照明など）の影響を受け難いこと． 
⑦ 損傷状況の把握，評価が，より効率的あるいは正確になること． 
⑧ 現場への搬入，設置及び撤去が容易なこと． 
⑨ 今回の検証現場以外でも，より多くの現場において効果を発揮すること． 
⑩ 性能保証範囲が明確であり，且つ，それを客観的に示せること． 

 

［２］ コンクリート橋において，桁の「ひびわれ，剥離･鉄筋露出，漏水・遊離石灰，補修･補強材の損傷，うき，定着部の
異常」について，点検要領に基づく近接目視点検の支援ができる技術・システム 

 
【基本要件】 

① 「橋梁点検要領等」における桁の「ひびわれ，剥離･鉄筋露出，漏水･遊離石灰，補修･補強材の損傷，うき，定
着部の異常」の全てまたは一部について，近接目視を主体とする点検の支援を通じて，「橋梁点検要領等」の
規定に定める点検調書の作成またはその支援ができる． 

② 前述［１］の②～⑤に同じ． 
【公募技術に期待する項目】 

③ 前述［１］の⑥～⑩に同じ． 
 

http://www.mlit.go.jp/common/001125338.pdf
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［３］鋼橋・コンクリート橋の床版において，「床版ひびわれ，剥離･鉄筋露出，漏水･遊離石灰，抜け落ち，補修･補強材
の損傷，うき」について，点検要領に基づく近接目視点検の支援ができる技術・システム 
 
【基本要件】 

① 「橋梁点検要領等」における床版の「床版ひびわれ，剥離･鉄筋露出，漏水･遊離石灰，抜け落ち，補修･補強
材の損傷，うき」の全てまたは一部について，近接目視を主体とする点検の支援を通じて，「橋梁点検要領等」
の規定に定める点検調書の作成またはその支援ができる． 

② 前述［１］の②～⑤に同じ． 
【公募技術に期待する項目】 

③ 前述［１］の⑥～⑩に同じ． 
 
 
［４］鋼橋においては，桁の添接部のボルトやリベットの「ゆるみ･脱落，破断」について，コンクリート橋においては，桁の
「補修･補強材の損傷，うき，定着部の異常」について，点検要領に基づく打音検査の支援ができる技術・システム 
 
【基本要件】 

① 「橋梁点検要領等」におけるボルトやリベットの「ゆるみ･脱落，破断」，コンクリート橋においては，桁の「補修･
補強材の損傷，うき，定着部の異常」の全てまたは一部について，打音検査を主体とする点検の支援を通じて，
「橋梁点検要領等」の規定に定める点検調書の作成またはその支援ができる． 

② 前述［１］の②～⑤に同じ． 
③ 打音検査に伴い，錆，コンクリート片等の落下物が生じる場合については，落下物を回収できるか，または落

下することを前提に安全対策を講じるものとする． 
 
【公募技術に期待する項目】 

④ 前述［１］の⑥～⑩に同じ． 
⑤ 「第三者被害予防措置要領」における「応急措置」（コンクリート部材のうきなどで剥落の恐れのある範囲をハン

マーでたたき落とす 等）ができること． 
 
 
［５］鋼橋・コンクリート橋の床版において，「うき，補修･補強材の損傷」について，点検要領に基づく打音検査の支援が
できる技術・システム 
 
【基本要件】 

①  「橋梁点検要領等」における床版の「うき，補修･補強材の損傷」の全てまたは一部について，打音検査を主
体とする点検の支援を通じて，「橋梁点検要領等」の規定に定める点検調書の作成またはその支援ができる． 

② 前述［４］の②～③に同じ． 
 
【公募技術に期待する項目】 

③ 前述［４］の④，⑤に同じ． 
 
 
［７］コンクリート製橋脚･橋台において，「補修･補強材の損傷，うき，定着部の異常」について，点検要領に基づく打音
検査の支援ができる技術・システム 
 
【基本要件】 

①  「橋梁点検要領等」におけるコンクリート製橋脚･橋台の「補修･補強材の損傷，うき，定着部の異常」の全てま
たは一部について，打音検査を主体とする点検の支援を通じて，「橋梁点検要領等」の規定に定める点検調
書の作成またはその支援ができる． 

② 前述［４］の②～③に同じ． 
 
【公募技術に期待する項目】 

③ 前述［４］の④，⑤に同じ． 
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［８］鋼橋及びコンクリート橋の支承部(支承本体,アンカーボルト,落橋防止システム,沓座モルタル,台座コンクリート)，お
よび桁端周辺の狭隘部において，支承本体の「破断，遊間の異常，支承部の機能障害，変色･劣化，土砂詰まり，沈
下･移動･傾斜」，鋼製部材の「腐食，亀裂，ゆるみ･脱落，破断，防食機能の劣化」，コンクリート部材の「ひびわれ，剥
離･鉄筋露出，うき，漏水･滞水，変形･欠損」について，点検要領に基づく近接目視の支援ができる技術・システム 
 
【基本要件※１】 

①  「橋梁点検要領等」における支承本体の「破断，遊間の異常，支承部の機能障害，変色･劣化，土砂詰まり，
沈下･移動･傾斜」，支承部を構成する鋼製部材の「腐食，亀裂，ゆるみ･脱落，破断，防食機能の劣化」，及び
コンクリート部材の「ひびわれ，剥離･鉄筋露出，うき，漏水･滞水，変形･欠損」の全てまたは一部について，近
接目視を主体とする点検の支援を通じて，「橋梁点検要領等」の規定に定める点検調書の作成またはその支
援ができる． 

②  前述［１］の②～⑤に同じ． 
 
【公募技術に期待する項目】 

③  前述［１］の⑥～⑩に同じ． 
④ なお，桁端周辺の狭隘部とは，橋台や掛け違い部の橋脚上に位置する主桁の端部周辺を意味し，直接目視

することができない範囲（例えば支承のパラペット側の側面など）まで含めて目視を支援できる技術を求める． 
 
 
［９］鋼橋及びコンクリート橋の支承部(支承本体,アンカーボルト,落橋防止システム,沓座モルタル,台座コンクリート)，お
よび桁端周辺の狭隘部において，ボルトの「ゆるみ･脱落，破断」，コンクリート部材の「うき」について，点検要領に基づ
く打音検査の支援ができる技術・システム 
 
【基本要件】 

①  「橋梁点検要領等」における支承部のボルトの「ゆるみ･脱落，破断」，コンクリート部材の「うき」の全てまたは
一部について，打音検査を主体とする点検の支援を通じて，「橋梁点検要領等」の規定に定める点検調書の
作成またはその支援ができる． 

②  前述［４］の②，③に同じ． 
 
【公募技術に期待する項目】 

③ 前述［４］の④，⑤に同じ． 
 
 
［10］鋼橋・コンクリート橋において，点検者を点検箇所に近づけることができる技術・システム 
 
【基本要件】 

①  「橋梁点検要領等」に基づく点検の実施における技術とする． 
②  橋梁路面上の通行車両，歩道上の人，橋下の車両や人，点検者，その他の第三者にとって安全な装置で

あるものとする． 
③ 従来の方法（足場の設置や橋梁点検車の利用等）と比較して，点検作業効率や安全性が向上し，且つ，それ

らの効果に対する経済性が妥当である． 
 
【公募技術に期待する項目】 

④ 現状の橋梁点検車と比較して，交通の阻害を，より小さくできること． 
⑤ 現状の橋梁点検車と比較して，アプローチ性が高いこと． 
⑥ 現場への搬入，設置及び撤去が容易なこと． 
⑦ 今回の検証現場以外でも，より多くの現場において効果を発揮すること．（汎用性） 
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２．橋梁点検ロボットの現場検証の評価結果について 

 国交省による橋梁点検ロボットの検証は，平成 26 年度及び 27 年度において実施された．平成 26 年度の検証は，
新浅川橋（東京都八王子市），浜名大橋（静岡県湖西市），国総研内橋梁（茨城県つくば市）で行われた．予め点検
技術者が近接目視による点検結果を用意しておき，各ロボット技術の開発者から提出されたコンクリート桁や鋼桁，
床版の損傷に関する点検結果と照合することで評価が行われた．また点検効率や安全性についても評価が行われ
た．浜名大橋で行われた検証では，風速が速かった（平均 5～8m/sec，最大で 16m/sec）ことから，安定して飛行でき
ないロボットが続出した．平成 27 年度の検証は，蒲原高架橋（静岡市）と幸久橋（茨城県那珂市）で行われた．前年
度の検証結果を踏まえて技術改良されたロボットが多く，前年度と同様に点検技術者の点検結果とロボットの点検成
果を比較することで損傷等の検出精度が検証された．さらに損傷程度の検出精度の他にも，調書作成支援や橋梁点
検箇所へのアプローチ性や作業効率など１０項目の検証が行われ，最終的に以下に示す 4 段階での総合評価が実
施された． 

 
Ⅰ.試行的導入に向けた検証を推奨する． 
Ⅱ.課題の解決を前提に，試行的導入に向けた検証を推奨する． 
Ⅲ.課題への対応結果により，試行的導入に向けた検証を推奨する． 
Ⅳ.今回は十分な検証ができていない． 

 
2-1．ロボット技術に対する評価 
 実際の橋梁点検を模擬して行った現場検証の結果，国土交通省は各ロボット技術に対する評価結果を公表した．公
募要領に示された基本要件および期待項目について，下表に示す観点･方法により評定を実施した．各評定について
は，検証現場における固有の諸条件下（構造，桁下の使用条件，周辺環境など）での実施結果に基づくものであり，ま
た，比較する従来手法は直轄国道を対象とした「橋梁定期点検要領」に基づいている．従って，諸条件や適用する点
検要領の要求内容等が異なると，評定は変わることに留意を要する．なお，各評価項目については，良好～不可まで
の 4 段階で評価し，評価できないものは評価から外されている． 

項目 内容 評価の観点・方法 

基本要件① 
調書作成･支援 

「橋梁点検要領等」の規定に定める
点検調書の作成またはその支援が
できる． 

提出された損傷図(点検調書その５)および損傷写真(点 
検調書その６)について，「橋梁定期点検要領」で求めら 
れる仕様との整合性，写真の鮮明さなどから判定する． 

基本要件② 
損傷情報の収集 

「橋梁点検要領等」に基づく損傷評
価に必要な全てまたは一部の情報
を得ることができる． 

提出された損傷図に「橋梁定期点検要領」に基づく損傷評価に必
要な情報が記録されており，その根拠が損傷写真から読み取ること
ができるかを，検出された損傷個数等で定量的に評価する． 
（○：検出率 60%以上，△：同 30～59%，×：同 29%以下 
検出率以外の指標で×がある場合は 1 ランクダウン） 

基本要件③ 
アプローチ性 

足場の設置等をしなければ，点検の
ために人が近づけない部位や，狭隘
部など人が近づき難い箇所を点検で
きる． 

現場検証状況，提出された点検調書および性能等に関するヒアリ
ング内容等から，対象部位の損傷情報が得られる工夫の有無とそ
の有効性について定性的に評価する． 

基本要件④ 
効率 

現場での点検作業や点検結果の記
録，整理作業および調書作成に掛
かる費用や手間を削減することがで
きる． 
（なお，点検作業に伴う交通規制に
よる社会的損失を加味した費用※で
評価する．） 

提出された点検調書と，それを参照して「橋梁定期点検要領」で求
められる点検調書を作成するのに必要な点検員による点検に掛か
る費用，手間の合計値を従来点検による費用・手間と比較して定量
的に評価する．提出された点検調書の作成に掛かる費用，手間
は，提出された工数等集計結果に基づく． 
（◎：従来比 20%以上削減，○：同 19%削減～5%増加，△：同 6～10%
増加，×：同 11%以上増加） 

基本要件⑤ 
安全性 

現場での点検作業における安全確
保がなされている． 

現場検証状況，提出された性能等に関するヒアリング内容等から，
点検作業員，第三者，周辺構造物などに対する安全性を定性的に
評価する． 

期待項目⑥ 
安定性 

点検において，外乱（強風，外光（太
陽光）や照明など）の影響を受け難
いこと． 

現場検証状況，提出された点検調書および性能等に関するヒアリ
ング内容等から，取得情報に対する安定性を定性的に評価する． 

期待項目⑦ 
効率･正確さ 

損傷状況の把握，評価が，より効率
的あるいは正確になること． 

現場検証状況，提出された点検調書および工数等集計結果等か
ら，点検員の手間の削減，精度向上への効果を定性的に評価す
る． 

期待項目⑧ 
作業性 

現場への搬入，設置及び撤去が容
易なこと． 

現場検証状況より，搬入，設置撤去に要する時間，手間，設備など
から定性的に評価する． 

期待項目⑨ 
汎用性 

今回の検証現場以外でも，より多く
の現場において効果を発揮するこ
と． 

現場検証状況，提出された性能等に関するヒアリング内容等から，
現場条件，構造などへの汎用性を定性的に評価する． 

期待項目⑩ 
性能保証 

性能保証範囲が明確であり，且つ，
それを客観的に示せること． 

現場検証状況，提出された性能等に関するヒアリング内容等から，
性能保証に対する妥当性を定性的に評価する． 
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※点検作業に伴う交通規制による社会的損失を加味した費用 
従来点検では橋梁点検車の使用を仮定し，橋梁点検車の設置のための交通規制により生じる走行時間延長費用とす
る．なお算定では，24 時間交通量約 2 万台，大型車混入率 24%の時間交通量データを使用した． 

 

◎ 

良好 

〇 

可 

△ 

課題が残る 

× 

不可 

－ 

評価できない 

可に比べて更 
なる有効性が 
認められる． 

実用レベルで 
ほぼ問題ない 
程度である． 

実用レベルで 
容認できるが，
改善が望まれる
課題がある． 

実用上，限定 
的な使用に留 
まる． 

十分な検証がで
きていないなど
の理由で，今回
の評価対象外． 

 

2-2．応募技術に対する個別評価 

 評価対象となった技術については，それぞれ対象技術の名称と共に，技術概要と主要技術構成，検証実施項目等
について明示し，評価結果として技術に対する総合評価，課題，想定される適用範囲，期待される活用場面，期待さ
れる改良・開発事項について定性的にフィードバックが行われるとともに，前に述べた基本要件と期待項目について評
価結果を記載したものが公表された．なお，これらの評価の根拠データについては，研究開発途上の技術もあることか
ら非公開とされ，開発者のみに情報提供されている． 

なお，各技術に対する評価結果の公表は，現場検証で確認した事項を挙げ，橋梁点検に対する支援効果の程度を
踏まえ，総合的な評価結果として以下の 4 クラスで評定． 
 

 Ⅰ．試行的導入に向けた検証を推奨する 
 検証において，点検支援（点検情報の取得･記録）での効果を有する可能性が高いことが確認され，試行的導
入に向け更に種々の条件を想定した検証が望まれる技術． 

 Ⅱ．課題の解決を前提に，試行的導入に向けた検証を推奨する 
公募で求める基本要件との整合性や，安全性，信頼性などにおいて若干の課題が残り，現状では点検支援（点
検情報の取得･記録）での効果が限定的となることが判明した技術． 
現場検証で確認された課題の解消により，早期に実用レベルでの支援効果が得られる可能性があることから，課
題の解決を前提として試行的導入に向けた種々の条件を想定した検証が望まれる． 

 Ⅲ．課題への対応･結果により，試行的導入に向けた検証を推奨する 
現場検証では，公募で求める基本要件との整合性や，安全性，信頼性などの基本的な要素に係る課題があるこ
とが判明した技術．試行的導入に向けて，確認された課題への対応と，その結果の検証が必要である． 

 Ⅳ．今回は十分な検証ができていない 
現場検証では，機器・システムの不調や開発途上などの理由により，提案されたシステムでの検証に十分なデー
タが得られなかった技術．今後の開発状況をみて検証の可能性を検討する必要がある． 

 
なお，総合評価の結果に応じて，「課題」，「想定される適用範囲」，「期待される活用場面」，「期待される改良・開発

事項」等のコメントを記している．なお，「試行的導入に向けた検証」とは，実際の点検業務と同一の環境下で検証を行
う「試行的導入」に向け，ロボット技術による支援の内容・効果，検証方法を具体化するため，及び，各技術の課題への
対応状況等を確認するため，適宜，必要な現場検証を行うことをいう． 
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2-3 現場検証に対する有識者委員会の評価（総評） 

国土交通省が平成 26 年度から平成 27 年度の 2 箇年にかけて実施した橋梁点検用ロボット技術の現場検証の結
果を審議した有識者委員会である「次世代社会インフラ用ロボット現場検証委員会橋梁部会（委員長：藤野陽三先生）」
は，ロボット技術の評価結果公表にあたり次のように総括した． 

現場検証では，多種多様な形態の橋梁点検ロボット技術の開発・改良が進んでおり，それらのロボット技術が人によ
る点検を様々な形で「支援」する可能性が確認された．現場検証を実施したロボット技術は，『移動機構』として「飛行型，
懸架型，車両型，ポール型，吸着型等」，『センサー』として「カメラ，赤外線等」，『データ処理』として「損傷自動抽出・
解析，オルソ化，3 次元化等」と，これらの組合せにより多種多様に構成されていた． 
これらの各種ロボット技術による，一連の点検作業における支援には，いくつかの働きとその効果とがあり，その主要な
ものとして次を掲げた． 
 
(点検を支援する際のロボット技術の主要な働き) 

・ 「人が近接することが困難な点検箇所へ近接」（行く）し，「写真や動画等を取得」（見る・撮る）する働き 
・ 複数の画像データ等から「損傷を見つけ出し，必要な情報（寸法や損傷の状態）を把握」(検出する)し，その後

の再点検のために「損傷の程度や位置等を確認しやすく整理」(記録)しておく働き 
 
（点検に対するロボット技術による支援の主要な効果） 

・ 人が点検する前に，橋梁の全体的な損傷状況を把握することで，「重点的に把握すべき箇所を認識」し，「重大
な損傷の早期発見・対策」につながり，橋梁の安全性の向上に資する効果 

・ 「点検調書を作成」する際に，ロボット技術により取得され，その位置がわかり易く整理された「写真を効率的に
利用」する効果 

・ 点検調書で利用する写真の他にも，場所と時間の情報が付与された写真データと共に，平面或いは立体のモ
デルとして記録し，次回の点検において，「損傷程度の進行等の経年変化を把握しやすく」する効果 

 
また，以下は，取得写真等の精度と各インフラの管理者が求める点検内容に依り，必ずしも断定できないが，より大きな

 公表されたロボット技術の評価結果の例（ルーチェサーチ㈱） 
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効果が生じる可能性がある． 
・ 高所で危険，或いは，膨大な資器材を必要とする等，人が近づくことが困難な点検箇所について，ロボットにより

取得した写真等より，人が近接するべきかどうかを判断し，状況により人の近接を省き，「安全性向上・効率化」
する効果 

 
２年間に亘る現場検証では，こうした各種ロボット技術が，一連の点検作業における「行く」，「見る・撮る」，「検出す

る」，「記録する」の各過程について，いくつかの支援の可能性が確認され，また，実用上の課題も明らかになった． 
今回の現場検証を通じて，多種多様なロボット技術の点検における支援の可能性は確認できたものの，限られた場所
及び時間での検証であったため，実際の点検作業における効果や課題は，十分に検証できていない．例えば，相当
に高い場所や河川の水上部，トラスやアーチ構造の橋梁等の接近困難な箇所への近接，実際は必ずしも同一ではな
い現場条件(日照，風速，交通状況等)の違いによる影響，点検実務に見合う作業量に掛かる時間及び費用等は，十
分に確認できていない． 
そのため，実際の点検業務と同一の環境下で検証を行う「試行的導入」に向けた準備として，今回の現場検証・評価の
結果を踏まえ，ロボット技術による支援の効果を具体化し，適宜，必要な現場検証を行い，検証項目や内容，方法につ
いて，引き続き検討を進めることが求められる． 
 
●点検のプロセスにおけるロボット技術の支援の可能性と課題 
さらに二年間の現場検証から，各種のロボット技術が，点検作業における『行く』，『見る・撮る』，『検出する』，『記録す
る』の各過程において，いくつかの支援の可能性が確認され，また，更なる活用に向けた課題も明らかになったと評価
した． 
 

『行く』は，必要な情報を取得できる位置に接近することである．ここでは移動可能の広さ，動きの安定性の他，安全
性，操作性，効率などを評価した．検証の結果，『行く』機能は概ね実現されており，【機構】により幾つかの特徴を有す
ることが確認された． 

【飛行型】（無人航空機）は，移動範囲の広さ，速さに優位性がある一方で，主桁などで囲まれた空間への進入や安
定性（特に耐風安定性），安全性については課題が見られた．しかしながら，2 カ年の現場検証を通じて安定性は大
幅に向上し，また，空間認識や自律制御技術の導入，飛行体をフレームで囲み点検対象物への接触を可能とする等
の改良がなされ，適用範囲の拡大が見込まれる． 

【懸架型】は，主桁や高欄からカメラ等を搭載した梁を吊り下げるもので，梁に代えてワイヤーを用いる技術もあった．
いずれも点検作業を橋上でおこなうことができるため，桁下の地形や環境への適応性は高い．現地での搬入や組立の
ためには全体的に軽量化が必要な反面，移動・回転・伸縮等に必要な機構が重装化し，その改良に課題が見受けら
れた．ただし，中には，タブレットに接続された数台の市販カメラを単純な梁に設置し，手動で動かす簡素な構造もあっ
た． 

【車両型】と呼ぶ搭乗型の台車あるいは特殊車両をベースとしたシステムは，他の機構と比較して安定性で優れてい
た．これらは安定した車体から伸びる多関節アームや梁を用いて点検箇所に接近する方式で，移動範囲としては，広
範囲を速く動くことは不得手であるが，損傷情報を丁寧に観察するのに有効な技術と言える． 

【ポール型】は，移動可能範囲は狭いが，簡便性に優れる技術と言える．携行性を優先して多くの機能は盛り込めな
いが，ソフトウエア的に機能を付加する技術もあり，実用性は高い技術と言える． 

【その他の移動機構】として，壁面や橋桁に吸着して固定・移動するロボット技術もあった．これらは新しい機構として
橋梁点検ロボットへの適用の可能性を示すことができたが，実用までには小型化や信頼性の向上など，更なる改良が
必要と考えられる． 

 
『見る･撮る』では，目視検査の支援を目的としたカメラと打音検査を支援する打音装置などがあり，鮮明な画像の取

得や損傷を見分けるデータの採取が求められる． 
『見る･撮る』は，応募技術により品質に差が見られたが，幾つかの技術については点検情報の取得に実用的なレベ

ルであることが確認された．鮮明な画像の取得では，解像度やレンズなど「カメラ本体の性能」の他，移動機構に装着
する際の「マウント方法」や「撮影方法での工夫」が品質を左右する． 
一般的には「カメラ本体の性能」はカメラの大きさや重さと比例するため，搭載する移動機構の性能や撮影対象の特性
を踏まえた選択が必要である．今回は飛行型でも高性能カメラを搭載するものが多く，カメラの高性能化に合わせて進
化する可能性が見て取れた．カメラの「マウント方法」は様々あり，単に移動機構に固定したもの，雲台に免震機構を有
するもの，短軸あるいは多軸可動軸を持つものがあった．また，「撮影方法」については，一定時間間隔で撮影するも
の，カメラから電送された画像を確認しながら撮影（シャッター操作のみ）するもの，同じく画像を確認しながらカメラの
操作（ズームや方向転換，シャッター操作）できるものに分かれた． 
幾つかの技術では，これら機能をバランス良く実現し，従来の点検員による撮影画像と比べても遜色ない画像が得られ
ているものもある一方で，記録として不十分な画像も幾つか見られた．今回の評価結果を踏まえた改良を待ちたい． 
「打音検査装置」については，叩く，集音するといった機構は，ほぼ実用段階であることが確認された．ただし，被検査
物表面の状態（風化状況や砂塵などの付着）やノイズの影響などについては十分な検証に至っていない．今後も継続
して検証する必要がある． 
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『検出する』については，画像や打音などのデータから損傷を識別し，損傷の程度を表す定量的(サイズや長さ等)，

定性的(色や表面状態等)な情報を解析することである．今回検証をおこなった範囲では，画像からコンクリートのひび
われを自動検出し，ひびわれ幅や長さなどの情報を得られるものもあったが，実用的な精度には至っていない． 
今回の検証技術の中では，画像から手作業で損傷を抽出，測定をおこなう応募者が多かったが，開発中あるいは開発
予定との回答も多く聞かれた． 
「打音」については，今回いくつか自動解析技術の検証を実施し，一部支援の可能性も見られたものの，検出した損傷
を記録する方法についての対処が望まれる．なお，打音検査装置に代わる装置として，赤外線カメラによる損傷検出
技術については，適用条件に制約はあるが，一定の損傷の検出は可能であることが確認された． 
『検出する』作業は，今回の検証により点検作業全体の中で費用，手間の占める割合が大きく，この改良は効率の向上
に大きく貢献することが見込まれる．画像利用，解析技術は異分野でも発展が見込まれる技術であり，そこで培われた
技術の展開も含めて，今後の改良が期待される． 
 

『記録する』について，今回の検証範囲では各応募者から提出された点検調書に記された損傷図と損傷写真が記録
としての品質を有するかどうかで判定した．多くは一定の品質を有しており，点検への支援効果が認められた．ただし，
一部の損傷写真で鮮明さが欠ける理由で記録として不十分なものも見られた． 

なお，現場検証では，最新版の橋梁定期点検要領に基づく紙媒体の調書を基本として求めたが，近年の情報通信
技術の進歩を鑑みると，コンピュータ上で画像データやＣＡＤ等の電子媒体の調書の実現も期待される．今回の検証
でも一部の応募者より，撮影した二次元画像を三次元化したモデルが，参考資料として提出された． 

今後，こうした最新技術を活用した管理方法についても検討されていくことが期待される． 
 
以上 
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（付録６） 目視点検による損傷位置の記録精度検証データ 

図６-７ 図６－８に関連する他のデータ 
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（付録６） 目視点検による損傷位置の記録精度検証データ 

図６-４ 図６－５に関連する他のデータ 
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（付録６） 画像を利用した損傷記録の精度に係る基礎的検証データ 
 

図６-２５ 遠景撮影から構築した 3 次元モデル の根拠 

  

Phantom4pro

焦点距離
センサー

サイズ横

センサー

サイズ縦
画素数横 画素数縦 素子サイズ 画素数

9.0mm 13.2mm 8.8mm 5472 3648 0.0024mm 19961856

撮影距離 撮影幅 撮影高
隣接写真

重複率

写真間基

線長率

80%

撮影間

隔

コース重複

率

コース間基

線長率60%
コース間隔 地上画素寸法

40.0m 59m 39m 80% 0.20 11.7m 60% 0.40 23.5m 10.7mm

撮影距離 撮影幅 撮影高
隣接写真

重複率

写真間基

線長率

80%

撮影間

隔

コース重複

率

コース間基

線長率60%
コース間隔 地上画素寸法

14.0m 21m 14m 80% 0.20 2.7m 60% 0.40 8.2m 3.8mm

撮影距離 撮影幅 撮影高
隣接写真

重複率

写真間基

線長率

80%

撮影間

隔

コース重複

率

コース間基

線長率60%
コース間隔 地上画素寸法

9.0m 13m 9m 80% 0.20 1.8m 60% 0.40 3.5m 2.4mm

撮影距離 撮影幅 撮影高
隣接写真

重複率

写真間基

線長率

80%

撮影間

隔

コース重複

率

コース間基

線長率60%
コース間隔 地上画素寸法

8.0m 12m 8m 80% 0.20 1.6m 60% 0.40 3.1m 2.1mm

撮影距離 撮影幅 撮影高
隣接写真

重複率

写真間基

線長率

80%

撮影間

隔

コース重複

率

コース間基

線長率60%
コース間隔 地上画素寸法

9.0m 13m 9m 80% 0.20 1.8m 60% 0.40 3.5m 2.4mm

.

sonyα7Ⅱ

焦点距離
センサー

サイズ横

センサー

サイズ縦
画素数横

画素数

縦
素子サイズ 画素数 対象橋梁

土木研究所内橋梁
（L=40ｍ、W=8ｍ、H=7.5m）

35.0mm 35.9mm 24.0mm 7952 5304 0.0045mm 42,177,408 使用カメラ SONYα7Ⅱ

撮影距離 撮影幅 撮影高
隣接写真

重複率

写真間基

線長率

80%

撮影間

隔

コース重複

率

コース間基

線長率60%
コース間隔 地上画素寸法 撮影距離 ３．０ｍ

3.0m 3m 2m 80% 0.20 0.6m 60% 0.40 1.2m 0.4mm 地上画素寸法 ０．４０ｍｍ／ピクセル

ひび割れ幅 ０．１５ｍ以上を確認可能

センサ諸元

画角横

（垂直方向）

画角H10m縦

（斜め方向）

センサ諸元

画角横

（垂直方向）

画角H7m縦

（横方向）

画角H2m縦

（30°上方

向）

画角H20m縦

（斜め方向）
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表６-５ 撮影位置（実測）とＳｆＭ推定位置の差（検証結果）の根拠 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

水平位置 標高 水平位置 標高 水平位置 標高
〔m〕 〔m〕 〔m〕 〔m〕 〔m〕 〔m〕

最大値 0.010 0.008 0.005 0.009 0.034 0.003
標準偏差 0.007 0.007 0.004 0.008 0.030 0.002

画像No
３軸の基準(橋台側面実測値＋UAV) x Y Z x Y Z x Y Z Horizontal 〔m〕 Vertical 〔m〕
NO GCP DSC00101.JPG 21713.384 12239.279 31.068 21713.39001 12239.28102 31.061044 0.0060 0.0020 (0.0070) 0.006 0.007

DSC00098.JPG 21713.388 12239.278 30.665 21713.39396 12239.27982 30.657234 0.0060 0.0018 (0.0078) 0.006 0.008
DSC00093.JPG 21713.387 12239.278 30.265 21713.39629 12239.28233 30.258677 0.0093 0.0043 (0.0063) 0.010 0.006
DSC00088.JPG 21713.387 12239.278 29.863 21713.39283 12239.28026 29.85657 0.0058 0.0023 (0.0064) 0.006 0.006
DSC00086.JPG 21713.388 12239.278 29.464 21713.39393 12239.27856 29.457218 0.0059 0.0006 (0.0068) 0.006 0.007

最大値 0.010 0.008
標準偏差 0.007 0.007

橋梁主桁下フランジ下面 画像No
NO GCP x Y Z x Y Z X 〔m〕 Y 〔m〕 Z 〔m〕 Horizontal 〔m〕 Vertical 〔m〕

DSC00082.JPG 21689.626 12225.373 30.062 21689.62097 12225.37471 30.069343 -0.005 0.002 0.007 0.005 0.007
DSC00079.JPG 21690.144 12225.673 30.056 21690.14145 12225.67538 30.063698 -0.003 0.002 0.008 0.003 0.008
DSC00075.JPG 21690.666 12225.973 30.045 21690.66429 12225.97602 30.053086 -0.002 0.003 0.008 0.003 0.008
DSC00072.JPG 21691.182 12226.273 30.041 21691.1819 12226.27669 30.04915 0.000 0.004 0.008 0.004 0.008
DSC00067.JPG 21691.706 12226.575 30.03 21691.70604 12226.57927 30.039463 0.000 0.004 0.009 0.004 0.009

最大値 0.005 0.009
標準偏差 0.004 0.008

橋梁主桁側面（南側ウェブ） 画像No
NO GCP x Y Z x Y Z X 〔m〕 Y 〔m〕 Z 〔m〕 Horizontal 〔m〕 Vertical 〔m〕

DSC00044.JPG 21692.976 12234.359 33.902 21692.9186 12234.43107 33.902012 -0.057 0.072 0.000 0.092 0.000
DSC00047.JPG 21692.455 12234.061 33.898 21692.3891 12234.13296 33.900791 -0.066 0.072 0.003 0.098 0.003
DSC00054.JPG 21691.935 12233.766 33.901 21691.87193 12233.8367 33.902563 -0.063 0.071 0.002 0.095 0.002
DSC00058.JPG 21691.419 12233.464 33.903 21691.35584 12233.5358 33.903731 -0.063 0.072 0.001 0.096 0.001
DSC00060.JPG 21690.897 12233.160 33.900 21690.83546 12233.23141 33.900737 -0.062 0.071 0.001 0.094 0.001

最大値 0.098 0.003
標準偏差 0.095 0.002

橋梁主桁側面（北側ウェブ） 画像No
NO GCP x Y Z x Y Z X 〔m〕 Y 〔m〕 Z 〔m〕 Horizontal 〔m〕 Vertical 〔m〕

DSC00044.JPG 21692.976 12234.359 33.902 21692.95592 12234.34112 33.900436 -0.020 -0.018 -0.002 0.027 0.002
DSC00047.JPG 21692.455 12234.061 33.898 21692.42682 12234.04244 33.89898 -0.028 -0.019 0.001 0.034 0.001
DSC00054.JPG 21691.935 12233.766 33.901 21691.91042 12233.74585 33.900515 -0.025 -0.020 0.000 0.032 0.000
DSC00058.JPG 21691.419 12233.464 33.903 21691.39578 12233.44544 33.900071 -0.023 -0.019 -0.003 0.030 0.003
DSC00060.JPG 21690.897 12233.160 33.900 21690.87661 12233.14204 33.896593 -0.020 -0.018 -0.003 0.027 0.003

最大値 0.034 0.003
標準偏差 0.030 0.002

【論文掲載表】
表6-5

現地測量とSFMの撮影位置
橋台 橋梁裏面 橋梁側面

水平位置と標高の制限値：標準偏差は0.060ｍ、最大値0.120ｍ

現地測量の撮影位置 SfMの撮影位置 現地測量とSFMの差

現地測量の撮影位置 SfMの撮影位置 現地測量とSFMの差

現地測量の撮影位置 SfMの撮影位置 現地測量とSFMの差

現地測量の撮影位置 SfMの撮影位置 現地測量とSFMの差
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表６-６ 実測値とＳｆＭ推定位置の違いによる撮影方向ベクトルの角度差 の根拠  

X Y Z X Y Z X Y Z

1 21715.974 12240.774 31.061 21713.384 12239.279 31.068 21713.394 12239.281 31.060

2 21715.975 12240.773 30.662 21713.388 12239.278 30.665 21713.397 12239.282 30.655

3 21715.975 12240.773 30.262 21713.387 12239.278 30.265 21713.400 12239.283 30.258

4 21715.978 12240.774 29.862 21713.387 12239.278 29.863 21713.395 12239.282 29.859

5 21715.98 12240.773 29.462 21713.388 12239.278 29.464 21713.396 12239.282 29.458

X Y Z X Y Z

1 -2.590 -1.495 0.007 -2.580 -1.493 -0.001 0.167

2 -2.587 -1.495 0.003 -2.578 -1.491 -0.007 0.186

3 -2.588 -1.495 0.003 -2.575 -1.490 -0.004 0.134

4 -2.591 -1.496 0.001 -2.583 -1.492 -0.003 0.084

5 -2.592 -1.495 0.002 -2.584 -1.491 -0.004 0.108

カメラ位置 写真位置（ターゲット） 撮影ベクトル成分 ベクトル長

Xb Yb Zb Omega Phi Kappa Xa Ya Za Xa-Xb Ya-Yb Za-Zb ｜AB|

TS 1 21713.384 12239.279 31.068 21715.974 12240.774 31.061 2.59 1.495 -0.007 2.990514003

2 21713.388 12239.278 30.665 21715.975 12240.773 30.662 2.587 1.495 -0.003 2.98790947

3 21713.387 12239.278 30.265 21715.975 12240.773 30.262 2.588 1.495 -0.003 2.988775334

4 21713.387 12239.278 29.863 21715.978 12240.774 29.862 2.591 1.496 -0.001 2.991871989

5 21713.388 12239.278 29.464 21715.98 12240.773 29.462 2.592 1.495 -0.002 2.992238794

Xb’ Yb’ Zb’ Omega Phi Kappa Xa Ya Za Xa-Xb’ Ya-Yb’ Za-Zb’ ｜AB'|

PIX4D 1 21713.394 12239.281 31.059835 90.338141 -59.84366 0.122182 21715.974 12240.774 31.061 2.579544 1.49254 0.001165 2.980222182

2 21713.397 12239.282 30.655383 90.201122 -59.85008 0.338415 21715.975 12240.773 30.662 2.577917 1.491071 0.006617 2.978085387

3 21713.4 12239.283 30.258421 90.132809 -59.77824 0.217673 21715.975 12240.773 30.262 2.574888 1.490033 0.003579 2.974938548

4 21713.395 12239.282 29.858665 90.266917 -59.83067 0.289626 21715.978 12240.774 29.862 2.58265 1.491815 0.003335 2.982549939

5 21713.396 12239.282 29.458449 90.328874 -59.87287 0.587925 21715.98 12240.773 29.462 2.583596 1.491392 0.003551 2.98315789

SFM推定方向角と実測方向角の差

ターゲット

No

ターゲット位置情報
測量方向ベクトル SfM方向ベクトル

測量方向ベクトル

撮影位置：測量計測値 撮影位置：SfM算出値

ターゲット

No

角度：θ

(degree)

SfM方向ベクトル

点A（ターゲット：損傷位置）=（Xa，Ya，

点B（撮影位置）＝（Xb，Yb，

点B’（SFMで推定した撮影位置）

＝（Xb’，Yb’，Zb’）

｜BA||B'A|cosθ＝（Xa-Xb)（Xa-Xb')＋（Ya-Yb)(Ya-Yb')＋(Za-Zb)(Za-Zb')

cosθ＝｛(Xa-Xb)（Xa-Xb')＋（Ya-Yb)(Ya-Yb')＋(Za-Zb)(Za-Zb')｝／

θ
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表６-７ 損傷位置の推定精度の根拠 
計測日：2019.9.2 計測場所：土木研究所内南ループ橋（連続２径間鋼製鈑桁橋） 計測者：下川光治さん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計算条件：ＧＣＰ４点（橋梁外側）、Pix4d＿TP自動計算
３D点群上の座標値（PIX4D読取値：ｍ）

検証点設置場所 点名 X（East） Y（North） Z X（East） Y（North） Z X方向 Y方向 Z方向 水平成分 斜距離

路面上（道路） B1 21713.598 12243.360 34.994 垂直40ｍ 21713.610 12243.370 34.970 0.012 0.010 0.024 0.015 0.028

路面上（道路） B2 21717.270 12236.973 34.998 垂直40ｍ 21717.270 12236.980 34.970 0.000 0.007 0.028 0.007 0.029
路面上（道路） B3 21697.085 12233.851 35.567 垂直40ｍ 21697.090 12233.860 35.540 0.005 0.009 0.027 0.010 0.029
路面上（道路） B4 21700.740 12227.465 35.561 垂直40ｍ 21700.750 12227.460 35.540 0.010 0.005 0.021 0.011 0.024
路面上（道路） B5 21680.655 12224.441 35.836 垂直40ｍ 21680.650 12224.460 35.820 0.005 0.019 0.016 0.020 0.025
路面上（道路） B6 21684.324 12218.044 35.829 確認できず

主桁側面（中央） CE1 21703.580 12236.689 34.736 確認できず
主桁側面（中央） CE2 21704.861 12234.439 34.761 確認できず
主桁側面（中央） CE3 21704.155 12235.689 34.029 確認できず
主桁側面（中央） CE4 21703.664 12236.562 33.539 確認できず
主桁側面（中央） CE5 21704.863 12234.465 33.384 確認できず
主桁側面（北側） CN1 21703.293 12236.828 34.691 確認できず
主桁側面（北側） CN10 21688.962 12228.576 33.374 確認できず
主桁側面（北側） CN11 21684.412 12225.964 33.802 確認できず
主桁側面（北側） CN2 21703.028 12236.667 33.084 確認できず
主桁側面（北側） CN3 21699.926 12234.888 34.062 確認できず
主桁側面（北側） CN4 21697.549 12233.526 34.791 確認できず
主桁側面（北側） CN5 21697.587 12233.542 33.226 確認できず
主桁側面（北側） CN6 21693.060 12230.934 34.270 確認できず
主桁側面（北側） CN7 21691.646 12230.127 34.898 確認できず
主桁側面（北側） CN8 21691.695 12230.155 33.408 確認できず
主桁側面（北側） CN9 21688.925 12228.563 34.938 確認できず
主桁側面（南側） CS1 21704.775 12234.107 34.616 確認できず
主桁側面（南側） CS10 21690.255 12225.759 33.447 確認できず
主桁側面（南側） CS11 21685.932 12223.267 34.268 確認できず
主桁側面（南側） CS2 21704.717 12234.077 33.165 確認できず
主桁側面（南側） CS3 21701.467 12232.211 33.935 確認できず
主桁側面（南側） CS4 21699.197 12230.903 34.671 確認できず
主桁側面（南側） CS5 21699.283 12230.954 33.258 確認できず
主桁側面（南側） CS6 21694.779 12228.358 34.141 確認できず
主桁側面（南側） CS7 21693.064 12227.374 34.793 確認できず
主桁側面（南側） CS8 21693.144 12227.420 33.430 確認できず
主桁側面（南側） CS9 21690.297 12225.781 34.740 確認できず
主桁側面（西側） CW1 21691.437 12229.618 34.932 確認できず
主桁側面（西側） CW2 21692.658 12227.487 35.033 確認できず
主桁側面（西側） CW3 21691.517 12229.460 33.546 確認できず
主桁側面（西側） CW4 21692.652 12227.481 33.599 確認できず

主桁フランジ下面　 D1 21714.056 12243.024 32.294 確認できず
主桁フランジ下面　 D10 21688.765 12228.462 33.007 確認できず
主桁フランジ下面　 D11 21690.295 12225.758 33.052 確認できず
主桁フランジ下面　 D12 21691.709 12223.031 33.016 確認できず
主桁フランジ下面　 D13 21680.401 12223.678 33.152 確認できず
主桁フランジ下面　 D14 21681.985 12221.008 33.196 確認できず
主桁フランジ下面　 D15 21683.544 12218.329 33.146 確認できず
主桁フランジ下面　 D2 21715.580 12240.313 32.340 確認できず
主桁フランジ下面　 D3 21717.050 12237.578 32.301 確認できず
主桁フランジ下面　 D4 21705.891 12238.325 32.646 確認できず
主桁フランジ下面　 D5 21707.427 12235.634 32.697 確認できず
主桁フランジ下面　 D6 21708.947 12232.967 32.641 確認できず
主桁フランジ下面　 D7 21697.513 12233.528 32.861 確認できず
主桁フランジ下面　 D8 21698.963 12230.774 32.918 確認できず
主桁フランジ下面　 D9 21700.388 12228.010 32.869 確認できず

橋台 E1 21708.790 12255.611 28.675 確認できず
橋台 E10 21719.414 12237.116 29.068 21719.420 12237.110 29.030 0.006 0.006 0.038 0.008 0.039
橋台 E11 21724.867 12227.666 29.085 21724.870 12227.660 29.060 0.003 0.006 0.025 0.006 0.026
橋台 E2 21714.913 12244.946 33.951 21714.920 12244.950 33.920 0.007 0.004 0.031 0.008 0.031
橋台 E3 21714.948 12244.915 28.689 確認できず
橋台 E4 21714.149 12243.966 31.730 21714.160 12243.960 31.700 0.011 0.006 0.030 0.013 0.032
橋台 E5 21714.156 12243.952 28.776 確認できず
橋台 E6 21717.996 12237.276 31.698 21718.000 12237.270 31.670 0.004 0.006 0.028 0.007 0.029
橋台 E7 21717.997 12237.298 28.792 21718.010 12237.300 28.760 0.013 0.002 0.032 0.013 0.035
橋台 E8 21716.047 12240.665 30.214 21716.060 12240.660 30.180 0.013 0.005 0.034 0.014 0.037
橋台 E9 21719.448 12237.056 33.685 21719.460 12237.040 33.650 0.012 0.015 0.035 0.020 0.041

主桁側面（北側） N1 21715.027 12243.573 34.074 確認できず
主桁側面（北側） N10 21688.754 12228.479 34.830 21688.750 12228.480 34.800 0.004 0.001 0.030 0.004 0.031
主桁側面（北側） N11 21688.746 12228.465 33.196 21688.750 12228.460 33.170 0.004 0.005 0.026 0.006 0.027
主桁側面（北側） N12 21684.450 12226.001 34.108 21684.440 12226.000 34.080 0.010 0.001 0.028 0.010 0.030
主桁側面（北側） N13 21679.714 12223.272 34.998 21679.710 12223.270 34.970 0.004 0.002 0.028 0.004 0.028
主桁側面（北側） N14 21679.702 12223.269 33.332 21679.690 12223.270 33.310 0.012 0.001 0.022 0.012 0.025
主桁側面（北側） N15 21660.321 12215.319 35.168 21660.310 12215.350 35.150 0.011 0.031 0.018 0.033 0.037
主桁側面（北側） N16 21660.352 12215.333 33.411 21660.350 12215.360 33.400 0.002 0.027 0.011 0.027 0.029
主桁側面（北側） N2 21715.000 12243.562 32.555 21715.020 12243.570 32.530 0.020 0.008 0.025 0.022 0.033
主桁側面（北側） N3 21710.216 12240.816 33.624 21710.230 12240.810 33.600 0.014 0.006 0.024 0.015 0.029
主桁側面（北側） N4 21705.905 12238.338 34.462 21705.930 12238.340 34.440 0.025 0.002 0.022 0.025 0.033
主桁側面（北側） N5 21705.898 12238.323 32.870 21705.910 12238.320 32.830 0.012 0.003 0.040 0.012 0.042
主桁側面（北側） N6 21701.917 12236.038 33.818 21701.930 12236.040 33.780 0.013 0.002 0.038 0.013 0.040
主桁側面（北側） N7 21697.522 12233.518 34.735 21697.520 12233.510 34.710 0.002 0.008 0.025 0.008 0.026
主桁側面（北側） N8 21697.514 12233.508 33.042 21697.520 12233.510 33.020 0.006 0.002 0.022 0.006 0.023
主桁側面（北側） N9 21693.157 12231.005 33.994 21693.160 12231.010 33.960 0.003 0.005 0.034 0.006 0.034
主桁側面（南側） S1 21718.110 12238.188 34.080 21718.130 12238.180 34.050 0.020 0.008 0.030 0.022 0.037
主桁側面（南側） S2 21718.069 12238.153 32.411 21718.090 12238.150 32.370 0.021 0.003 0.041 0.021 0.046
主桁側面（南側） S3 21700.389 12228.003 33.914 21700.400 12228.000 33.880 0.011 0.003 0.034 0.012 0.036
主桁側面（南側） S4 21682.712 12217.833 35.098 21682.710 12217.830 35.070 0.002 0.003 0.028 0.004 0.028
主桁側面（南側） S5 21682.746 12217.856 33.308 21682.740 12217.850 33.270 0.006 0.006 0.038 0.009 0.039

床版裏 U1 21703.392 12236.446 34.874 確認できず
床版裏 U11 21685.259 12224.669 35.254 確認できず
床版裏 U2 21704.440 12234.460 34.940 確認できず
床版裏 U7 21691.961 12229.734 35.126 確認できず
床版裏 U8 21692.933 12227.842 35.162 確認できず
橋脚 W1 21679.762 12224.015 32.681 21679.750 12224.020 32.650 0.012 0.005 0.031 0.013 0.033
橋脚 W2 21683.499 12217.515 32.663 21683.490 12217.520 32.630 0.009 0.005 0.033 0.010 0.034
橋脚 W3 21681.615 12220.789 31.145 21681.620 12220.790 31.120 0.005 0.002 0.025 0.005 0.026
橋脚 W4 21681.022 12221.834 29.062 21681.010 12221.840 29.030 0.012 0.006 0.032 0.013 0.035
橋脚 W5 21682.233 12219.734 29.046 21682.220 12219.740 29.020 0.013 0.006 0.026 0.014 0.030

最大値 0.025 0.031 0.041 0.033 0.046
標準偏差 0.011 0.009 0.029 0.014 0.032
検証点数 38

標定点の座標（実測値：ｍ） 現地測量と点群の差
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（付録７） 解像度チャートの例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ ISO Resolution Chart for Electronic Still Cameras 

図２ Resolution Chart for Electronic Still Cameras 

図１ Values in 100X Lines per Picture Height 
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図４ 分解能確認用シート 

図５ 橋梁用位置マーカー 
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